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第１条 この条例は、知事等の給料 を減額するため、

知事等の給料月額について、特別職の職員の給与及びその他の給

付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。以下「特別職給与

条例」という。）及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時

間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号。以下「教育長給

与条例」という。）の特例を定めるものとする。

（知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給与の特例）

第２条 知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給料月額は、

特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料月額の欄

に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とす

る。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料

月額は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

�～� 省略

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に

１００分の１２を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末

手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規

定により定められた額とする。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２号
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例

愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（退職手当の調整額）

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基

礎在職期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（法第２７条及び第２８条の規定による休職

（公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員

を地方公社（地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規

定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２

号）に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社をいう。以下

同じ。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５

号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当

（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職員が

地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続

いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合における

第１条 この条例は、知事等の給料及び期末手当を減額するため、

知事等の給料月額について、特別職の職員の給与及びその他の給

付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。以下「特別職給与

条例」という。）及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時

間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号。以下「教育長給

与条例」という。）の特例を定めるものとする。

（知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給与の特例）

第２条 知事、副知事、管理者及び常勤の監査委員の給料月額は、

特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料月額の欄

に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とす

る。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料

月額は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

�～� 省略

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に

１００分の１２を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末

手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規

定により定められた額とする。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。

（退職手当の調整額）

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基

礎在職期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（法第２７条及び第２８条の規定による休職

（公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員

を地方公社（地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規

定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２

号）に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法

律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社をいう。以下

同じ。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５

号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当

（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職員が

地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続

いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合における
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その者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使

用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めて

いるものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事

させるための休職を除く。）、法第２９条の規定による停職、教育

公務員特例法第２６条第１項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期

間のある月（現実に職務に従事することを要する日のあつた月を

除く。以下「休職月等」という。）のうち人事委員会規則で定め

るものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号

に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月

額」という。）のうちその額が最も多いものから順次その順位を

付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月

数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した

額とする。

� 第１号区分 ６５，０００円

� 第２号区分 ５９，５５０円

� 第３号区分 ５４，１５０円

� 第４号区分 ４３，３５０円

� 第５号区分 ３２，５００円

� 第６号区分 ２７，１００円

� 第７号区分 ２１，７００円

� 省略

２・３ 省略

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

� 退職した者のうち自己都合退職者（第３条第２項に規定する

傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をい

う。以下この項において同じ。）以外のものでその勤続期間が

１年以上４年以下のもの 第１項の規定により計算した額の２

分の１に相当する額

� 省略

� 自己都合退職者でその勤続期間が１０年以上２４年以下のもの

第１項の規定により計算した額の２分の１に相当する額

� 省略

５ 省略

附 則

２８ 昭和６２年３月３１日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた

者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第１１条第２項に規定する承

継法人であつて同条第１項の規定により運輸大臣が指定する法人

以外のもの又は同法第１５条に規定する日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第２条

の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下「承

継法人等」という。）の職員となり、かつ、引き続き承継法人等

の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるそ

の者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、

その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び

その者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使

用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めて

いるものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事

させるための休職を除く。）、法第２９条の規定による停職、教育

公務員特例法第２６条第１項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期

間のある月（現実に職務に従事することを要する日のあつた月を

除く。以下「休職月等」という。）のうち人事委員会規則で定め

るものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号

に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月

額」という。）のうちその額が最も多いものから順次その順位を

付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月

数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した

額とする。

� 第１号区分 ５０，０００円

� 第２号区分 ４５，８５０円

� 第３号区分 ４１，７００円

� 第４号区分 ３３，３５０円

� 第５号区分 ２５，０００円

� 第６号区分 ２０，８５０円

� 第７号区分 １６，７００円

� 省略

２・３ 省略

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

� 退職した者のうち自己都合退職者（第３条第２項に規定する

傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をい

う。以下この項において同じ。）以外のものでその勤続期間が

５年以上２４年以下のもの 第１項第１号から第６号まで又は第

８号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項

第７号に掲げる職員の区分にあつては０として、同項の規定を

適用して計算した額

� 退職した者のうち自己都合退職者（第３条第２項に規定する

傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をい

う。以下この項において同じ。）以外のものでその勤続期間が

１年以上４年以下のもの 前号 の規定により計算した額の２

分の１に相当する額

� 省略

� 自己都合退職者でその勤続期間が１０年以上２４年以下のもの

第１号の規定により計算した額の２分の１に相当する額

� 省略

５ 省略

附 則

２８ 昭和６２年３月３１日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた

者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第１１条第２項に規定する承

継法人であつて同条第１項の規定により運輸大臣が指定する法人

以外のもの又は同法第１５条に規定する日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第２条

第１項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下「承

継法人等」という。）の職員となり、かつ、引き続き承継法人等

の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるそ

の者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、

その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び
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同年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員と

しての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人

等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

３２ 平成１０年１０月２１日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に

関する法律附則第２条 の規定による解散前の日本国有鉄道

清算事業団（以下「旧事業団」という。）の職員として在職して

いた者（同法附則第１１条の規定による改正前の日本国有鉄道改革

法等施行法（昭和６１年法律第９３号）第３６条第１項の規定の適用を

受けた者に限る。）が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）附則第２条第１項

の規定による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公団」とい

う。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職し

た後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算

定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有

鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間

及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在

職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職し

たことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を

受けているときは、この限りでない。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第３号
愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例

（愛媛県職員退職手当条例の一部改正）

第１条 愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

３４ 旧機関（国立大学法人法附則第１７条に規定する大学及び同法附

則別表第２の上欄に掲げる国立短期大学を含む。）の職員が、引

き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引

き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の

職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給

の基準（国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通

則法（平成１１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規定する基準

をいう。）により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間

に通算されることに定められているときは、人事委員会規則で定

める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しな

い。

附 則

３４ 旧機関（国立大学法人法附則第１７条に規定する大学及び同法附

則別表第２の上欄に掲げる国立短期大学を含む。）の職員が、引

き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引

き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の

職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給

の基準（国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通

則法（平成１１年法律第１０３号）第６３条第２項 に規定する基準

をいう。）により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間

に通算されることに定められているときは、人事委員会規則で定

める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しな

い。

（愛媛県情報公開条例の一部改正）

第２条 愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

同年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員と

しての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人

等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

３２ 平成１０年１０月２１日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に

関する法律附則第２条第１項の規定による解散前の日本国有鉄道

清算事業団（以下「旧事業団」という。）の職員として在職して

いた者（同法附則第２５条の規定による改正前の日本国有鉄道改革

法等施行法（昭和６１年法律第９３号）第３６条第１項の規定の適用を

受けた者に限る。）が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）附則第２条第１項

の規定による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公団」とい

う。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職し

た後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算

定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有

鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間

及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在

職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職し

たことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を

受けているときは、この限りでない。
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（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執

行法人 の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合にお

いて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあ

っては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不

当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が、そのおそ

れがあるものとして公安委員会規則で定める職にある警察職

員である場合の当該情報を除く。）

�～� 省略

（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合にお

いて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあ

っては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不

当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が、そのおそ

れがあるものとして公安委員会規則で定める職にある警察職

員である場合の当該情報を除く。）

�～� 省略

（愛媛県個人情報保護条例の一部改正）

第３条 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人情報の開示義務等）

第１７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について

は、開示しないものとする。

� 開示請求者（当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人。

以下この項及び第２５条第１項において同じ。）以外の者の個人

情報が含まれる個人情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、開示することにより、当該開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執

行法人 の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条

に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職

（個人情報の開示義務等）

第１７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について

は、開示しないものとする。

� 開示請求者（当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人。

以下この項及び第２５条第１項において同じ。）以外の者の個人

情報が含まれる個人情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、開示することにより、当該開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条

に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職
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員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等

の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分（当該公

務員等の氏名に係る情報にあっては、開示することにより、

当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合又

は当該公務員等が、そのおそれがあるものとして公安委員会

規則で定める職にある警察職員である場合の当該情報を除

く。）

�～� 省略

員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等

の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分（当該公

務員等の氏名に係る情報にあっては、開示することにより、

当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合又

は当該公務員等が、そのおそれがあるものとして公安委員会

規則で定める職にある警察職員である場合の当該情報を除

く。）

�～� 省略

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第４号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～６７ 省略 １～６７ 省略

６８ 調 理 師 法

（昭和３３年法

律第１４７号）

第３条

の規定に基づ

く調理師免許

省略 ６８ 調 理 師 法

（昭和３３年法

律第１４７号）

第３条第１項

の規定に基づ

く調理師免許

省略

６９～１０１ 省略 ６９～１０１ 省略

１０１の２ 食鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第３号の

養成施設の登

録

食鳥処

理衛生

管理者

養成施

設登録

手数料

１５０，０００円

１０１の３ 食鳥

処理の事業の

規制及び食鳥

検査に関する

法律第１２条第

５項第４号の

講習会の登録

食鳥処

理衛生

管理者

講習会

登録手

数料

９０，０００円

１０２～１１３ 省略 １０２～１１３ 省略
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備考 省略 備考 省略

３・４ 省略

５ 土木関係事務手数料

３・４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～８ 省略 １～８ 省略

８の２ 建築基

準法第６条の

３第１項又は

第１８条第４項

の規定に基づ

く構造計算適

合性判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第１項第２号イに規定

する方法によるものの判定 建

築物（２以上の部分がエキスパ

ンションジョイントその他の相

互に応力を伝えない構造方法の

みで接している建築物の当該建

築物の部分は、それぞれ別の建

築物とみなす。以下この項にお

いて同じ。）ごとに、次に掲げ

る判定を行う部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア～オ 省略

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムによるも

のの判定 建築物ごとに、次に

掲げる判定を行う部分の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア～オ 省略

８の２ 建築基

準法第６条第

５項 又は

第１８条第４項

の規定に基づ

く構造計算適

合性判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第２号イ に規定

する方法によるものの判定 建

築物（２以上の部分がエキスパ

ンションジョイントその他の相

互に応力を伝えない構造方法の

みで接している建築物の当該建

築物の部分は、それぞれ別の建

築物とみなす。以下この項にお

いて同じ。）ごとに、次に掲げ

る判定を行う部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア～オ 省略

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第２号イ 又は第３号イ

に規定するプログラムによるも

のの判定 建築物ごとに、次に

掲げる判定を行う部分の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア～オ 省略

９～１５ 省略 ９～１５ 省略

１６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号又

は第２号（同

法第８７条の２

又は第８８条第

１項若しくは

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く仮使用の認

定の申請に対

する審査

検査済

証の交

付を受

ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料

省略 １６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号又

は第２号（同

法第８７条の２

又は第８８条第

１項若しくは

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く仮使用の承

認の申請に対

する審査

検査済

証の交

付を受

ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

承認申

請手数

料

省略

１７～３３の２ 省

略

１７～３３の２ 省

略

３３の３ 建築基

準法第６７条の

３第３項第２

号の規定に基

づく建築物の

敷地面積又は

同条第５項第

２号の規定に

基づく建築物

省略 ３３の３ 建築基

準法第６７条の

２第３項第２

号の規定に基

づく建築物の

敷地面積又は

同条第５項第

２号の規定に

基づく建築物

省略
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の壁面の位置

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

の壁面の位置

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

３３の４ 建築基

準法第６７条の

３第９項第２

号の規定に基

づく建築物の

間口率、高さ

又は構造に関

する制限の適

用除外に係る

許可の申請に

対する審査

省略 ３３の４ 建築基

準法第６７条の

２第９項第２

号の規定に基

づく建築物の

間口率、高さ

又は構造に関

する制限の適

用除外に係る

許可の申請に

対する審査

省略

３３の５～６３ 省

略

３３の５～６３ 省

略

６４ 宅地建物取

引業法第１６条

第１項の規定

に基づく宅地

建物取引士資

格試験 の

実施

宅地建

物取引

士資格

試験手

数料

省略 ６４ 宅地建物取

引業法第１６条

第１項の規定

に基づく宅地

建物取引主任

者資格試験の

実施

宅地建

物取引

主任者

資格試

験手数

料

省略

６５ 宅地建物取

引業法第１８条

第１項の規定

に基づく宅地

建物取引士資

格登録簿

への登録

宅地建

物取引

士資格

登録簿

登録手

数料

省略 ６５ 宅地建物取

引業法第１８条

第１項の規定

に基づく宅地

建物取引主任

者資格登録簿

への登録

宅地建

物取引

主任者

資格登

録簿登

録手数

料

省略

６６ 宅地建物取

引業法第１９条

の２の規定に

基づく登録の

移転の申請に

対する審査

宅地建

物取引

士資格

登録の

移転申

請手数

料

省略 ６６ 宅地建物取

引業法第１９条

の２の規定に

基づく登録の

移転の申請に

対する審査

宅地建

物取引

主任者

資格登

録の移

転申請

手数料

省略

６７ 宅地建物取

引業法第２２条

の２第１項又

は第５項の規

定に基づく宅

地建物取引士

証の交付の申

請に対する審

査

宅地建

物取引

士証の

交付申

請手数

料

省略 ６７ 宅地建物取

引業法第２２条

の２第１項又

は第５項の規

定に基づく取

引主任者証

の交付の申

請に対する審

査

宅地建

物取引

主任者

証の交

付申請

手数料

省略

６８ 宅地建物取

引業法第２２条

の３第１項の

規定に基づく

宅地建

物取引

士証の

有効期

省略 ６８ 宅地建物取

引業法第２２条

の３第１項の

規定に基づく

宅地建

物取引

主任者

証の有

省略
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宅地建物取引

士証の有効期

間の更新の申

請に対する審

査

間の更

新申請

手数料

取引主任者証

の有効期

間の更新の申

請に対する審

査

効期間

の更新

申請手

数料

６８の２ 宅地建

物取引業法施

行規則（昭和

３２年建設省令

第１２号）第１４

条の１３第１項

の規定に基づ

く宅地建物取

引士証の書換

え交付の申請

（住所のみの

変更に係るも

のを除く。）

に対する審査

宅地建

物取引

士証の

書換え

交付申

請手数

料

４，５００円

６８の３ 宅地建

物取引業法施

行規則第１４条

の１５第１項の

規定に基づく

宅地建物取引

士証の再交付

の申請に対す

る審査

宅地建

物取引

士証の

再交付

申請手

数料

４，５００円

６９～１０１の４

省略

６９～１０１の４

省略

１０１の５ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略

イ 住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書の

交付を受けている場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸建ての専用住宅

１７，７００円

� １戸建ての併用住宅

１７，７００円

１０１の５ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略
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� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ３９，０００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ６１，７００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 １１４，９００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １８３，３００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 ３０３，９００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ５２７，７００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ７１７，７００円

ウ 省略

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア �アからウまでに掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当

該手数料の金額と同一の額

イ・ウ 省略

イ 省略

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア �ア又はイ に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当

該手数料の金額と同一の額

イ・ウ 省略

１０１の６ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第８

条第１項の規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の変

更の認定の申

請（同法第９

条第１項の規

定による譲受

人を決定した

場合に係るも

のを除く。）

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数

があるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

１０１の５の項金額の欄�アから

ウまでに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該手数料の金額

の２分の１に相当する金額

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に

１０１の６ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第８

条第１項の規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の変

更の認定の申

請（同法第９

条第１項の規

定による譲受

人を決定した

場合に係るも

のを除く。）

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数

があるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

１０１の５の項金額の欄�ア又は

イ に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該手数料の金額

の２分の１に相当する金額

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に
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あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア １０１の５の項金額の欄�アか

らウまでに掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該手数料

の金額の２分の１に相当する

額

イ・ウ 省略

あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア １０１の５の項金額の欄�ア又

はイ に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該手数料

の金額の２分の１に相当する

額

イ・ウ 省略

１０１の７～１０２

省略

１０１の７～１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～５２ 省略 １～５２ 省略

５３ フロン類の

使用の合理化

及び管理の適

正化に関する

法律

（平成１３

年法律第６４号

）第２７条第１

項の規定に基

づく第一種フ

ロン類充�回

収業者の登録

の申請に対す

る審査

第一種

フロン

類充�

回収業

者登録

申請手

数料

省略 ５３ 特定製品に

係るフロン類

の回収及び破

壊の実施の確

保等に関する

法律（平成１３

年法律第６４号

）第９条第１

項の規定に基

づく第一種フ

ロン類回収業

者 の登録

の申請に対す

る審査

第一種

フロン

類回収

業者登

録申請

手数料

省略

５４ フロン類の

使用の合理化

及び管理の適

正化に関する

法律第３０条第

１項

の規定に

基づく第一種

フロン類充�

回収業者の登

録の更新の申

請に対する審

査

第一種

フロン

類充�

回収業

者登録

更新申

請手数

料

省略 ５４ 特定製品に

係るフロン類

の回収及び破

壊の実施の確

保等に関する

法律第１２条第

１項の規定に

基づく第一種

フロン類回収

業者 の登

録の更新の申

請に対する審

査

第一種

フロン

類回収

業者登

録更新

申請手

数料

省略

５４の２ 土壌汚

染対策法（平

成１４年法律第

５３号）第３条

第１項の規定

に基づく指定

調査機関の指

定の申請に対

する審査

指定調

査機関

指定申

請手数

料

３０，９００円
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附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表５の表８の２の項、１６の項、３３の３の項及び３３の４の項の改正規定は、同年

６月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第５号
愛媛県大規模県有施設整備基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県大規模県有施設整備基金条例の一部を改正する条例

愛媛県大規模県有施設整備基金条例（昭和６２年愛媛県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県有施設更新整備基金条例

（設置）

第１条 県有施設の改修、建替えその他の整備に要する経

費の財源に充てるため、県有施設更新整備基金 （以下「基金」

という。）を設置する。

愛媛県大規模県有施設整備基金条例

（設置）

第１条 大規模な県有施設の改修、建替えその他の整備に要する経

費の財源に充てるため、大規模県有施設整備基金（以下「基金」

という。）を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第６号
愛媛県行政手続条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政手続条例の一部を改正する条例

５４の３ 土壌汚

染対策法

第２２条

第１項の規定

に基づく汚染

土壌処理業の

許可の申請に

対する審査

省略 ５４の２ 土壌汚

染対策法（平

成１４年法律第

５３号）第２２条

第１項の規定

に基づく汚染

土壌処理業の

許可の申請に

対する審査

省略

５４の４ 省略 ５４の３ 省略

５４の５ 省略 ５４の４ 省略

５４の６ 土壌汚

染対策法第３２

条第１項の規

定に基づく指

定調査機関の

指定の更新の

申請に対する

審査

指定調

査機関

指定更

新申請

手数料

２４，８００円

５５～６４ 省略 ５５～６４ 省略

備考 省略 備考 省略
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愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章～第３章 省略

第４章 行政指導（第３０条―第３４条の２）

第４章の２ 処分等の求め（第３４条の３）

第５章 省略

附則

（適用除外）

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章

の２までの規定は、適用しない。

�～� 省略

（許認可等の権限に関連する行政指導）

第３２条 許認可等（法律等に基づくものを含む。以下この条及び次

条において同じ。）をする権限又は許認可等に基づく処分をする

権限を有する県の機関が、当該権限を行使することができない場

合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあって

は、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示

すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせる

ようなことをしてはならない。

（行政指導の方式）

第３３条 省略

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、県の機関が

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使

し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を

示さなければならない。

� 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

� 前号の条項に規定する要件

� 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

３ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前２項

に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該

行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交

付しなければならない。

４ 省略

第３４条 省略

（行政指導の中止等の求め）

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根

拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）の相

手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合

しないと思料するときは、当該行政指導をした県の機関に対し、

その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとる

ことを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方

について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであ

るときは、この限りでない。

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してし

なければならない。

� 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

� 当該行政指導の内容

� 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

� 前号の条項に規定する要件

� 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

目次

第１章～第３章 省略

第４章 行政指導（第３０条―第３４条 ）

第５章 省略

附則

（適用除外）

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章

までの規定は、適用しない。

�～� 省略

（許認可等の権限に関連する行政指導）

第３２条 許認可等（法律等に基づくものを含む。以下この条及び次

条において同じ。）をする権限又は許認可等に基づく処分をする

権限を有する県の機関が、当該権限を行使することができない場

合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあって

は、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示

すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせる

ようなことをしてはならない。

（行政指導の方式）

第３３条 省略

２ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項

に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該

行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交

付しなければならない。

３ 省略

第３４条 省略

改 正 後 改 正 前
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� その他参考となる事項

３ 当該県の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必

要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要

件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要

な措置をとらなければならない。

第４章の２ 処分等の求め

第３４条の３ 何人も、法令に違反する事実がある場合において、そ

の是正のためにされるべき処分（その根拠となる規定が条例等に

置かれているものに限る。）又は行政指導（その根拠となる規定

が法律又は条例に置かれているものに限る。）がされていないと

思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行

政指導をする権限を有する県の機関に対し、その旨を申し出て、

当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してし

なければならない。

� 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

� 法令に違反する事実の内容

� 当該処分又は行政指導の内容

� 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

� 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

� その他参考となる事項

３ 当該行政庁又は県の機関は、第１項の規定による申出があった

ときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認め

るときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（愛媛県行政手続条例の適用除外）

第７条の２ 省略

２ 愛媛県行政手続条例第３条、第４条又は第３３条第４項に定める

もののほか、県の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実

現を図るために行われる行政指導（同条例第２条第８号に規定す

る行政指導をいう。）については、同条例第３３条第３項及び第３４

条の規定は、適用しない。

（愛媛県行政手続条例の適用除外）

第７条の２ 省略

２ 愛媛県行政手続条例第３条、第４条又は第３３条第３項に定める

もののほか、県の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実

現を図るために行われる行政指導（同条例第２条第８号に規定す

る行政指導をいう。）については、同条例第３３条第２項及び第３４

条の規定は、適用しない。

��������������
�愛媛県条例第７号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町
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１・１の２ 省略 １・１の２ 省略

１の３ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号。以下この項において「法」という。）

及び法の施行のための規則に基づく事務の

うち、児童厚生施設に係る次に掲げるもの

�・� 省略

� 法第３５条第１１項の規定に基づく廃止又

は休止の届出の受理に関する事務

� 法第３５条第１２項の規定に基づく廃止又

は休止の承認に関する事務

�・� 省略

� 法第５８条第１項の規定に基づく設置の

認可の取消しに関する事務

�～	 省略

地方自治法第

２５２条の２２第１

項の中核市（

以下「中核市

」という。）

１の３ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号。以下この項において「法」という。）

及び法の施行のための規則に基づく事務の

うち、児童厚生施設に係る次に掲げるもの

�・� 省略

� 法第３５条第６項の規定に基づく廃止又

は休止の届出の受理に関する事務

� 法第３５条第７項の規定に基づく廃止又

は休止の承認に関する事務

�・� 省略

� 法第５８条 の規定に基づく設置の

認可の取消しに関する事務

�～	 省略

地方自治法第

２５２条の２２第１

項の中核市（

以下「中核市

」という。）

２ 児童福祉法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 省略

� 法第３５条第１２項の規定に基づく児童福

祉施設の廃止又は休止の承認の申請の受

理及び当該申請に係る申請書の知事への

送付に関する事務

�・� 省略

各市（法第５９

条の４第１項

の規定に基づ

き中核市が処

理するものと

されている事

務及び前項に

掲げる事務に

あっては、中

核市を除く。）

２ 児童福祉法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 省略

� 法第３５条第７項の規定に基づく児童福

祉施設の廃止又は休止の承認の申請の受

理及び当該申請に係る申請書の知事への

送付に関する事務

�・� 省略

各市（法第５９

条の４第１項

の規定に基づ

き中核市が処

理するものと

されている事

務及び前項に

掲げる事務に

あっては、中

核市を除く。）

３～１３ 省略 ３～１３ 省略

１４ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下こ

の項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（第１８号の２から第３８号まで及

び第４９号から第５２号までの事務について

は、２以上の市町村（特別区を含む。）の

区域において病院、診療所若しくは介護老

人保健施設又は法第４２条に規定する業務を

行う施設を開設する医療法人に係るものを

除く。）

�～
 省略

� 法第４２条の２第２項、第４５条第２項、

第５５条第７項（法第５７条第６項において

準用する場合を含む。）、第６４条第３

項、第６４条の２第２項及び第６６条第２項

の規定に基づく愛媛県医療審議会の意見

聴取に関する事務

�の２～� 省略

 法第５７条第５項の規定に基づく医療法

人の合併の認可に関する事務

�～� 省略

保健所を設置

する市

１４ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下こ

の項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（第１８号の２から第３８号まで及

び第４９号から第５２号までの事務について

は、２以上の市町村（特別区を含む。）の

区域において病院、診療所若しくは介護老

人保健施設又は法第４２条に規定する業務を

行う施設を開設する医療法人に係るものを

除く。）

�～
 省略

� 法第４２条の２第２項、第４５条第２項、

第５５条第７項（法第５７条第５項において

準用する場合を含む。）、第６４条第３

項、第６４条の２第２項及び第６６条第２項

の規定に基づく愛媛県医療審議会の意見

聴取に関する事務

�の２～� 省略

 法第５７条第４項の規定に基づく医療法

人の合併の認可に関する事務

�～� 省略

保健所を設置

する市

１４の２ 医療法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村（特別区を含む。）の区域におい

て病院、診療所若しくは介護老人保健施設

保健所を設置

する市

１４の２ 医療法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村（特別区を含む。）の区域におい

て病院、診療所若しくは介護老人保健施設

保健所を設置

する市
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又は法第４２条に規定する業務を行う施設を

開設する医療法人に係るものに限る。）

� 法第４２条の２第１項

の規定に基づく社会医療

法人の認定の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

並びに認定書の交付に関する事務

�の２ 法第４４条第１項

の規定に基づく医療法人

の設立の認可の申請の受付及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事

務並びに認可書の交付に関する事務

�の３ 省略

� 法第４６条の２第１項ただし書

の規定に基づく

理事の減員の認可の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務並びに認可書の交付に関する事務

� 法第４６条の３第１項ただし書

の規定に基づく

医師又は歯科医師でない理事のうちから

の理事長の選出の認可の申請の受付及び

当該申請に係る申請書の知事への送付に

関する事務並びに認可書の交付に関する

事務

�の２～�の４ 省略

� 法第４７条第１項ただし書

の規定に基づく管理

者の一部を理事に加えないことの認可の

申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに認可書

の交付に関する事務

� 法第５０条第１項

の規定に基づく定款又は寄附

行為の変更の認可の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務並びに認可書の交付に関する事務

�・� 省略

� 法第５５条第６項

の規定に基づく医療法人の解

散の認可の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並

びに認可書の交付に関する事務

	～
 省略

� 法第５７条第５項

又は法第４２条に規定する業務を行う施設を

開設する医療法人に係るものに限る。）

� 法第４２条の２第１項（法第６８条の２第

１項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の規定に基づく社会医療

法人の認定の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

並びに認定書の交付に関する事務

�の２ 法第４４条第１項（法第６８条の２第

１項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の規定に基づく医療法人

の設立の認可の申請の受付及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事

務並びに認可書の交付に関する事務

�の３ 省略

� 法第４６条の２第１項ただし書（法第６８

条の２第１項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の規定に基づく

理事の減員の認可の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務並びに認可書の交付に関する事務

� 法第４６条の３第１項ただし書（法第６８

条の２第１項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の規定に基づく

医師又は歯科医師でない理事のうちから

の理事長の選出の認可の申請の受付及び

当該申請に係る申請書の知事への送付に

関する事務並びに認可書の交付に関する

事務

�の２～�の４ 省略

� 法第４７条第１項ただし書（法第６８条の

２第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定に基づく管理

者の一部を理事に加えないことの認可の

申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに認可書

の交付に関する事務

� 法第５０条第１項（法第６８条の２第１項

の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）の規定に基づく定款又は寄附

行為の変更の認可の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務並びに認可書の交付に関する事務

�・� 省略

� 法第５５条第６項（法第６８条の２第１項

の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）の規定に基づく医療法人の解

散の認可の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並

びに認可書の交付に関する事務

	～
 省略

� 法第５７条第４項（法第６８条の２第１項

の規定により読み替えて適用される場合
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の規定に基づく医療法人の合

併の認可の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並

びに認可書の交付に関する事務

�～� 省略

を含む。）の規定に基づく医療法人の合

併の認可の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並

びに認可書の交付に関する事務

�～� 省略

１４の３～１６ 省略 １４の３～１６ 省略

１７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のた

めの規則に基づく事務のうち、次に掲げる

もの

� 法第３３条の７第１項の規定に基づく精

神科病院の指定の申請の受理及び当該申

請に係る申請書の知事への送付に関する

事務

�・� 省略

保健所を設置

する市

１７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のた

めの規則に基づく事務のうち、次に掲げる

もの

� 法第３３条の４第１項の規定に基づく精

神科病院の指定の申請の受理及び当該申

請に係る申請書の知事への送付に関する

事務

�・� 省略

保健所を設置

する市

１７の２～１９ 省略 １７の２～１９ 省略

２０ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下この項において「法」という。）及び法

の施行のための規則に基づく事務のうち、

次に掲げるもの

� 法第７条の６第１項第１号の規定に基

づく仮使用の認定の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務

� 省略

� 法第１８条第２４項第１号の規定に基づく

仮使用の認定の申請の受付及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事

務

�～� 省略

各市町（法第

４条第１項若

しくは第２項

又は第９７条の

２第１項の建

築主事を置く

市を除く。）

２０ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下この項において「法」という。）及び法

の施行のための規則に基づく事務のうち、

次に掲げるもの

� 法第７条の６第１項第１号の規定に基

づく仮使用の承認の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務（特定行政庁の承認に係るものに

限る。）

� 省略

� 法第１８条第２２項第１号の規定に基づく

仮使用の承認の申請の受付及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事

務（特定行政庁の承認に係るものに限

る。）

�～� 省略

各市町（法第

４条第１項若

しくは第２項

又は第９７条の

２第１項の建

築主事を置く

市を除く。）

２０の２・２１ 省略 ２０の２・２１ 省略

２２ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第５条第１項の規定に基づく第一種

製造者に係る製造の許可に関する事務

� 法第５条第２項の規定に基づく第二種

製造者の届出の受理に関する事務

� 法第９条の規定に基づく第一種製造者

に係る製造の許可の取消しに関する事務

� 法第１０条第２項の規定に基づく第一種

製造者の地位の承継の届出の受理に関す

る事務

� 法第１０条の２第２項（法第２４条の２第

２項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく第二種製造者等の地位の承

継の届出の受理に関する事務

新居浜市 ２２ 削除
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� 法第１１条第３項の規定に基づく第一種

製造者の製造のための施設等に係る技術

上の基準への適合命令に関する事務

� 法第１２条第３項の規定に基づく第二種

製造者の製造のための施設等に係る技術

上の基準への適合命令に関する事務

� 法第１４条第１項の規定に基づく第一種

製造者の製造のための施設の位置の変更

の工事等の許可に関する事務

� 法第１４条第２項の規定に基づく軽微な

変更の工事の届出の受理に関する事務

� 法第１４条第４項の規定に基づく第二種

製造者の製造のための施設の位置の変更

の工事等の届出の受理に関する事務

� 法第１５条第２項の規定に基づく高圧ガ

スの貯蔵に係る技術上の基準への適合命

令に関する事務

� 法第１６条第１項の規定に基づく第一種

貯蔵所の設置の許可に関する事務

� 法第１７条第２項の規定に基づく第一種

貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の

承継の届出の受理に関する事務

	 法第１７条の２第１項の規定に基づく第

二種貯蔵所の設置の届出の受理に関する

事務


 法第１８条第３項の規定に基づく第一種

貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置等に係る

技術上の基準への適合命令に関する事務

� 法第１９条第１項の規定に基づく第一種

貯蔵所の位置の変更の工事等の許可に関

する事務

� 法第１９条第２項の規定に基づく軽微な

変更の工事の届出の受理に関する事務

 法第１９条第４項の規定に基づく第二種

貯蔵所の位置の変更の工事等の届出の受

理に関する事務

� 法第２０条第１項本文の規定に基づく高

圧ガスの製造のための施設等の完成検査

に関する事務

� 法第２０条第１項ただし書の規定に基づ

く完成検査の受検に係る届出の受理に関

する事務

� 法第２０条第３項本文の規定に基づく完

成検査に関する事務

� 法第２０条第３項第１号の規定に基づく

完成検査の受検に係る届出の受理に関す

る事務

� 法第２０条第４項の規定に基づく完成検

査の結果の報告の受理に関する事務

� 法第２０条の４の規定に基づく販売事業

の届出の受理に関する事務

� 法第２０条の４の２第２項の規定に基づ

く販売業者の地位の承継の届出の受理に
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関する事務

� 法第２０条の５第２項の規定に基づく周

知等の勧告に関する事務

� 法第２０条の５第３項の規定に基づく勧

告に従わなかった旨の公表に関する事務

� 法第２０条の６第２項の規定に基づく販

売の方法に係る技術上の基準への適合命

令に関する事務

� 法第２０条の７の規定に基づく販売をす

る高圧ガスの種類の変更の届出の受理に

関する事務

� 法第２１条第１項の規定に基づく第一種

製造者に係る製造の開始等の届出の受理

に関する事務

� 法第２１条第２項の規定に基づく法第５

条第２項第１号の第二種製造者に係る製

造の事業の廃止の届出の受理に関する事

務

� 法第２１条第３項の規定に基づく法第５

条第２項第２号の第二種製造者に係る製

造の廃止の届出の受理に関する事務

� 法第２１条第４項の規定に基づく第一種

貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途の廃止の

届出の受理に関する事務

	 法第２１条第５項の規定に基づく販売業

者の販売事業の廃止の届出の受理に関す

る事務


 法第２２条第１項本文の規定に基づく輸

入をした高圧ガス等に係る輸入検査に関

する事務

� 法第２２条第１項第１号の規定に基づく

輸入検査の受検に係る届出の受理に関す

る事務

� 法第２２条第２項の規定に基づく輸入検

査の結果の報告の受理に関する事務

 法第２２条第３項の規定に基づく輸入さ

れた高圧ガスの廃棄等の措置命令に関す

る事務

� 法第２４条の２第１項の規定に基づく特

定高圧ガスの消費の届出の受理に関する

事務

� 法第２４条の３第３項の規定に基づく特

定高圧ガス消費者の消費のための施設等

に係る技術上の基準への適合命令に関す

る事務

� 法第２４条の４第１項の規定に基づく特

定高圧ガス消費者の消費のための施設の

位置の変更の工事等の届出の受理に関す

る事務

� 法第２４条の４第２項の規定に基づく特

定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理に

関する事務

� 法第２６条第１項の規定に基づく危害予
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防規程の届出の受理に関する事務

� 法第２６条第２項の規定に基づく危害予

防規程の変更の命令に関する事務

� 法第２６条第４項の規定に基づく危害予

防規程の遵守等の命令及び勧告に関する

事務

� 法第２７条第２項の規定に基づく保安教

育計画の変更の命令に関する事務

� 法第２７条第５項の規定に基づく保安教

育計画の実行等の勧告に関する事務

� 法第２７条の２第５項（法第２７条の４第

２項、第２８条第３項及び第３３条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に

基づく保安統括者等の選任又は解任の届

出の受理に関する事務

� 法第２７条の２第６項（法第２７条の３第

３項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく保安技術管理者等の選任又

は解任の届出の受理に関する事務

� 法第３４条の規定に基づく保安統括者等

の解任命令に関する事務

� 法第３５条第１項本文の規定に基づく第

一種製造者の特定施設の保安検査に関す

る事務

	 法第３５条第１項第１号の規定に基づく

保安検査の受検に係る届出の受理に関す

る事務


 法第３５条第３項の規定に基づく保安検

査の結果の報告の受理に関する事務

� 法第３６条第２項の規定に基づく高圧ガ

スの製造のための施設等が危険な状態と

なったときの届出の受理に関する事務

� 法第３８条第１項の規定に基づく第一種

製造者の製造等の許可の取消し及び製造

等の停止の命令に関する事務

 法第３８条第２項の規定に基づく第二種

製造者の製造等の停止の命令に関する事

務

� 法第３９条の規定に基づく公共の安全の

維持等のための緊急措置に関する事務

� 法第３９条の１１第１項の規定に基づく完

成検査の記録の届出の受理に関する事務

� 法第３９条の１１第２項の規定に基づく保

安検査の記録の届出の受理に関する事務

� 法第４９条の３０の規定に基づく製造した

容器等の回収等の措置命令に関する事務

� 法第４９条の３５の規定に基づく輸入した

容器等の回収等の措置命令に関する事務

� 法第６１条第１項の規定に基づく第一種

製造者等の業務に係る報告の徴収に関す

る事務

� 法第６２条第１項の規定に基づく高圧ガ

スの製造をする者等に対する立入検査等
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に関する事務

� 法第６３条第１項の規定に基づく災害発

生等の届出の受理に関する事務

� 法第６３条第２項の規定に基づく災害発

生に係る事項の報告の命令に関する事務

� 法第６４条の規定に基づく災害発生時の

指示に関する事務

� 法第７４条第１項の規定に基づく県公安

委員会等への通報に関する事務

� 法第７４条第２項の規定に基づく警察官

からの通報の受理に関する事務

� 法第７４条第３項の規定に基づく消防吏

員等からの通報の受理に関する事務

� 法第７４条第４項の規定に基づく経済産

業大臣への報告に関する事務

� 高圧ガス保安法施行令（平成９年政令

第２０号。以下この項において「政令」と

いう。）第１８条第２項第２号の規定に基

づく法第４１条第２項に規定する容器製造

業者の製造の方法の技術上の基準への適

合命令に関する事務

	 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第４４条第１項本文に規定する容器検

査に関する事務


 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第４５条第１項に規定する容器への刻

印に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第４５条第２項に規定する容器への標

章の掲示に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第４８条第５項に規定する容器への充

の許可に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第５４条第１項に規定する刻印等の申

請の受理に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第５４条第２項に規定する刻印等及び

刻印等の抹消に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第５６条第１項に規定する容器のくず

化等の命令に関する事務

� 政令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く法第５６条第２項に規定する報告の受理

に関する事務

� 政令第１８条第２項第４号の規定に基づ

く法第４９条第１項に規定する容器再検査

に関する事務

� 政令第１８条第２項第４号の規定に基づ

く法第４９条第３項に規定する容器への刻

印に関する事務

� 政令第１８条第２項第４号の規定に基づ

く法第４９条第４項に規定する容器への標
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章の掲示に関する事務

� 政令第１８条第２項第６号の規定に基づ

く法第４９条の２第１項本文に規定する附

属品検査に関する事務

� 政令第１８条第２項第６号の規定に基づ

く法第４９条の３第１項に規定する附属品

への刻印に関する事務

� 政令第１８条第２項第６号の規定に基づ

く法第５６条第４項において準用する同条

第１項に規定する附属品のくず化等の命

令に関する事務

� 政令第１８条第２項第６号の規定に基づ

く法第５６条第４項において準用する同条

第２項に規定する報告の受理に関する事

務

� 政令第１８条第２項第７号の規定に基づ

く法第４９条の４第１項に規定する附属品

再検査に関する事務

� 政令第１８条第２項第７号の規定に基づ

く法第４９条の４第３項に規定する附属品

への刻印に関する事務

� 政令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く法第５０条第３項に規定する容器検査所

の登録及びその更新に関する事務

� 政令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く法第５０条第４項に規定する容器再検査

等を行うことができる容器又は附属品の

種類の制限に関する事務

	 政令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く法第５２条第２項に規定する検査主任者

の選任又は解任の届出の受理に関する事

務


 政令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く法第５２条第４項に規定する検査主任者

の解任命令に関する事務

� 政令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く法第５３条に規定する容器検査所の登録

の取消し及び容器再検査等の停止の命令

に関する事務

� 政令第１８条第２項第９号の規定に基づ

く法第５６条の２に規定する容器再検査等

の業務の廃止の届出の受理に関する事務

２３ 高圧ガス保安法

に基づく事務のうち、同法第６２条第１

項の規定に基づく高圧ガスを消費する者に

対する立入検査に関する事務

各市町（新居

浜市を除く。）

２３ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４

号）に基づく事務のうち、同法第６２条第１

項の規定に基づく高圧ガスを消費する者に

対する立入検査に関する事務

各市町（新居

浜市を除く。）

２４～２６の３ 省略 ２４～２６の３ 省略

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

～� 省略

� 政令第７条第１項第４号の規定に基づ

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

～� 省略

� 政令第７条第１項第４号の規定に基づ

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予
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く法第４６条第５項

に規定する定款の変

更の届出（法第２５条第５号、第９号から

第１１号まで、第１６号、第１７号、第１９号及

び第２０号の事項に係るものに限る。）の

受理に関する事務

�～� 省略

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町、松野

町、鬼北町及

び愛南町

く法第４６条第２項及び同条第４項におい

て準用する法第２８条に規定する定款の変

更の認可（法第２５条第５号、第９号から

第１１号まで、第１６号、第１７号、第１９号及

び第２０号の事項に係るものに限る。）の

受理に関する事務

�～� 省略

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町、松野

町、鬼北町及

び愛南町

２６の５ 省略 ２６の５ 省略

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、個人施行者又は土地

区画整理組合が施行する土地区画整理事業

に関する次に掲げるもの（施行地区若しく

は施行区域が２以上の市町の区域にわたる

もの又は第１号から第９号まで及び第１１号

から第１５号までの事務については施行面積

が１０ヘクタール以上のものに関するものを

除く。）

�～� 省略

今治市、新居

浜市、大洲市

、東温市、久

万高原町、内

子町及び愛南

町（左欄第１０

号の事務にあ

っては、今治

市、新居浜市

、大洲市及び

東 温 市 を 除

く。）

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、個人施行者又は土地

区画整理組合が施行する土地区画整理事業

に関する次に掲げるもの（施行地区若しく

は施行区域が２以上の市町の区域にわたる

もの又は第１号から第９号まで及び第１１号

から第１５号までの事務については施行面積

が１０ヘクタール以上のものに関するものを

除く。）

�～� 省略

今治市、新居

浜市、大洲市

、東温市、久

万高原町及び

内子町

（左欄第１０

号の事務にあ

っては、今治

市、新居浜市

、大洲市及び

東 温 市 を 除

く。）

２８～３６ 省略 ２８～３６ 省略

３７ 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第３条 の規定に基づく免許の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の２ 法第３条第１号の規定に基づく調

理師養成施設の指定の申請の受理及び当

該申請に係る申請書の知事への送付に関

する事務

�・� 省略

� 削除

� 調理師法施行令（昭和３３年政令第３０３

号。以下この項において「政令」とい

う。）第１条の３第２項の規定により知

事を経由する同条第１項の規定に基づく

指定養成施設の変更の承認の申請の受理

及び当該申請に係る申請書の知事への送

付に関する事務

�～	 省略

保健所を設置

する市

３７ 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく免許の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�・� 省略

� 調理師法施行令（昭和３３年政令第３０３

号。以下この項において「政令」とい

う。）第１条の２の規定により知事を経

由する法第３条第１項第１号の規定に基

づく調理師養成施設の指定の申請の受理

及び当該申請に係る申請書の知事への送

付に関する事務

� 政令師法施行令（昭和３３年政令第３０３

号。以下この項において「政令」とい

う。）第１条の３第２項の規定により知

事を経由する同条第１項の規定に基づく

指定養成施設の変更の承認の申請の受理

及び当該申請に係る申請書の知事への送

付に関する事務

�～	 省略

保健所を設置

する市

３７の２～３９ 省略 ３７の２～３９ 省略
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４０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号。以下この項において「法」と

いう。） に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

保健所を設置

する市

４０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号。以下この項において「法」と

いう。）及び法の施行のための規則に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

� 法第３９条第１項の規定に基づく高度管

理医療機器等の販売業及び貸与業の許可

に関する事務

� 法第３９条第４項の規定に基づく高度管

理医療機器等の販売業及び貸与業の許可

の更新に関する事務

�の２ 省略

� 法第３９条の３第１項の規定に基づく管

理医療機器の販売業及び貸与業の届出の

受理に関する事務

� 法第４０条第１項において準用する法第

１０条第１項の規定に基づく高度管理医療

機器等の販売業及び貸与業の廃止等の届

出の受理に関する事務

� 法第４０条第２項において準用する法第

１０条第１項の規定に基づく管理医療機器

の販売業及び貸与業の廃止等の届出の受

理に関する事務

� 法第６９条第２項の規定に基づく医療機

器の販売業者及び貸与業者に対する報告

の徴収及び立入検査に関する事務

	 省略


 法第７０条第１項の規定に基づく医療機

器の販売業者及び貸与業者に対する廃棄

等の措置命令に関する事務

� 法第７２条第４項の規定に基づく医療機

器の販売業者及び貸与業者に対する構造

設備の改善命令等に関する事務

� 省略

 法第７２条の４の規定に基づく医療機器

の販売業者及び貸与業者に対する業務運

営改善等の措置命令に関する事務

� 法第７３条の規定に基づく高度管理医療

機器等の販売業及び貸与業の管理者の変

更命令に関する事務

� 法第７５条第１項の規定に基づく医療機

器の販売業及び貸与業の許可の取消し等

に関する事務

� 法第７６条の規定に基づく高度管理医療

機器等の販売業及び貸与業の許可の更新

を拒否する場合の弁明等の機会の付与に

関する事務

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律施行令

（昭和３６年政令第１１号。以下この項にお

いて「政令」という。）第４４条の規定に

基づく高度管理医療機器等の販売業及び

保健所を設置

する市
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貸与業の許可証の交付に関する事務

� 政令第４５条第１項の規定に基づく高度

管理医療機器等の販売業及び貸与業の許

可証の書換え交付に関する事務

� 政令第４６条第１項の規定に基づく高度

管理医療機器等の販売業及び貸与業の許

可証の再交付に関する事務

� 政令第４６条第３項及び第４７条の規定に

基づく高度管理医療機器等の販売業及び

貸与業の許可証の返納の受理に関する事

務

� 政令第４８条の規定に基づく高度管理医

療機器等の販売業及び貸与業の許可台帳

の備付けに関する事務

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律施行規則

（昭和３６年厚生省令第１号。以下この項

において「省令」という。）第１６０条第

３項の規定に基づく高度管理医療機器等

の販売業及び貸与業の許可申請の添付書

類の特例の認定に関する事務

� 省令第１７４条第４項の規定に基づく高

度管理医療機器等の販売業及び貸与業の

変更の届出の添付書類の特例の認定に関

する事務

� 前各号に掲げるもののほか、法の施行

のための規則に基づく事務であって規則

で定めるもの

４０の２～４７ 省略 ４０の２～４７ 省略

４８ 製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

�～	 省略


から�まで 削除

� 省略

保健所を設置

する市

４８ 製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

�～	 省略


 政令第２１条第３項の規定に基づく指定

養成施設の構造設備等の変更の届出の受

付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

から�まで 削除

� 省略

保健所を設置

する市

４８の２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（昭和４２年法律第

１４９号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（２以上の市町の区域にわたるものに関

するものを除く。）

� 法第３条第１項の規定に基づく液化石

油ガス販売事業者の登録に関する事務

� 法第３条の２第１項の規定に基づく液

化石油ガス販売事業者登録簿への登録に

関する事務

� 法第３条の２第２項の規定に基づく液

新居浜市
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化石油ガス販売事業者の登録の通知に関

する事務

� 法第３条の２第３項の規定に基づく液

化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交

付及び閲覧に関する事務

� 法第４条第２項の規定に基づく液化石

油ガス販売事業者の登録の拒否の通知に

関する事務

� 法第６条（法第３５条の４において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づく登録行政庁等の変更の届出の受理

に関する事務

� 法第８条（法第３５条の４において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づく液化石油ガス販売事業者等の氏名

等の変更の届出の受理に関する事務

� 法第１０条第３項（法第３５条の４におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づ

く液化石油ガス販売事業者等の地位の承

継の届出の受理に関する事務

� 法第１３条第２項の規定に基づく措置命

令に関する事務

� 法第１４条第２項の規定に基づく一般消

費者等への同条第１項の規定による書面

の交付又は再交付の命令に関する事務

� 法第１６条第３項の規定に基づく貯蔵施

設等に係る技術上の基準への適合命令に

関する事務

	 法第１６条の２第２項の規定に基づく供

給設備に係る技術上の基準への適合命令

に関する事務


 法第１９条第２項の規定に基づく業務主

任者の選任又は解任の届出の受理に関す

る事務

� 法第２１条第２項の規定に基づく業務主

任者の代理者の選任又は解任の届出の受

理に関する事務

� 法第２２条の規定に基づく業務主任者等

の解任命令に関する事務

 法第２３条（法第３５条の４において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づく液化石油ガス販売事業等の廃止の

届出の受理に関する事務

� 法第２５条の規定に基づく液化石油ガス

販売事業者の登録の取消しに関する事務

� 法第２６条の規定に基づく液化石油ガス

販売事業者の登録の取消し及び液化石油

ガス販売事業の停止の命令に関する事務

� 法第２６条の２の規定に基づく液化石油

ガス販売事業者の登録の消除に関する事

務

� 法第２９条第１項の規定に基づく保安機

関の認定に関する事務
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� 法第３２条第１項の規定に基づく保安機

関の認定の更新に関する事務

� 法第３３条第１項の規定に基づく一般消

費者等の数の増加の認可に関する事務

� 法第３３条第２項の規定に基づく一般消

費者等の数の減少の届出の受理に関する

事務

� 法第３４条第３項の規定に基づく保安業

務の実施等の命令に関する事務

� 法第３５条第１項の規定に基づく保安業

務規程の認可に関する事務

� 法第３５条第３項の規定に基づく保安業

務規程の変更の命令に関する事務

� 法第３５条の２の規定に基づく保安機関

に対する認定の基準への適合命令に関す

る事務

� 法第３５条の３の規定に基づく保安機関

の認定の取消しに関する事務

	 法第３５条の５の規定に基づく消費設備

に係る技術上の基準への適合命令に関す

る事務


 法第３５条の６第１項の規定に基づく保

安確保機器の設置等の方法の基準適合性

の認定に関する事務

� 法第３５条の７の規定に基づく一般消費

者等の数の報告の受理に関する事務

� 法第３５条の１０第１項の規定に基づく保

安確保機器の設置等の方法の基準適合性

の認定の取消しに関する事務

 法第３５条の１０第２項の規定に基づく認

定液化石油ガス販売事業者への報告の催

告及び認定の取消しに関する事務

� 法第３６条第１項の規定に基づく貯蔵施

設等の設置の許可に関する事務

� 法第３７条の２第１項（法第３７条の４第

３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定に基づく貯蔵施設等の位

置等の変更の許可に関する事務

� 法第３７条の２第２項（法第３７条の４第

３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定に基づく貯蔵施設の撤去

等の届出の受理に関する事務

� 法第３７条の３第１項本文（法第３７条の

４第４項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定に基づく貯蔵施設等

の完成検査に関する事務

� 法第３７条の３第１項ただし書（法第３７

条の４第４項において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定に基づく完成検

査の受検に係る届出の受理に関する事務

� 法第３７条の３第２項（法第３７条の４第

４項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく完成検査の結果の報告の受
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理に関する事務

� 法第３７条の４第１項の規定に基づく充

�設備の許可に関する事務

� 法第３７条の５第３項の規定に基づく充

�設備等に係る技術上の基準への適合命

令に関する事務

� 法第３７条の６第１項本文の規定に基づ

く充�設備の保安検査に関する事務

� 法第３７条の６第１項ただし書の規定に

基づく保安検査の受検に係る届出の受理

に関する事務

� 法第３７条の６第３項の規定に基づく保

安検査の結果の報告の受理に関する事務

� 法第３７条の７第１項の規定に基づく貯

蔵施設等の許可の取消し及びその使用の

停止の命令に関する事務

� 法第３７条の７第２項の規定に基づく特

定供給設備の使用の停止の命令に係る一

般消費者等への通知に関する事務

	 法第３８条の１０第１項の規定に基づく特

定液化石油ガス設備工事の事業の届出の

受理に関する事務


 法第３８条の１０第２項の規定に基づく特

定液化石油ガス設備工事事業者の氏名等

の変更又は事業の廃止の届出の受理に関

する事務

� 法第８２条第１項の規定に基づく液化石

油ガス販売事業者等の業務等の状況に係

る報告の徴収に関する事務

� 法第８２条第２項の規定に基づく充�事

業者の業務等の状況に係る報告の徴収に

関する事務

 法第８３条第３項の規定に基づく液化石

油ガス販売事業者等に対する立入検査等

に関する事務

� 法第８３条第４項の規定に基づく保安機

関に対する立入検査及び質問に関する事

務

� 法第８７条第１項の規定に基づく関係行

政機関への通報に関する事務

� 法第８７条第２項の規定に基づく消防長

からの要請の受理に関する事務

� 法第８８条第２項第１号及び第１号の２

の規定に基づく液化石油ガス販売事業者

に係る認定及びその取消しの公示に関す

る事務

� 法第９０条第１項の規定に基づく液化石

油ガス販売事業の停止の命令に係る聴聞

に関する事務

� 液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令（昭和４３年政

令第１４号。以下この項において「政令」

という。）第１３条第１項の規定に基づく

愛 媛 県 報平成２７年３月２７日 第２６５８号外１

２８



附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表２０の項の改正規定は、同年６月１日から施行する。

法第１６条の２第２項に規定する供給設備

に係る技術上の基準への適合命令に関す

る事務

� 政令第１３条第２項の規定に基づく法第

８２条第１項に規定する液化石油ガス販売

事業者の販売所に係る報告の徴収に関す

る事務

� 政令第１３条第３項の規定に基づく法第

８３条第１項に規定する液化石油ガス販売

事業者に対する立入検査等に関する事務

� 政令第１３条第４項の規定に基づく法第

８２条第１項に規定する保安機関の事務所

等に係る報告の徴収に関する事務

� 政令第１３条第４項の規定に基づく法第

８３条第２項に規定する保安機関に対する

立入検査及び質問に関する事務

� 政令第１３条第５項の規定に基づく法第

８２条第１項に規定する液化石油ガス設備

士に係る報告の徴収に関する事務

� 政令第１３条第６項の規定に基づく法第

８２条第１項に規定する特定液化石油ガス

設備工事事業者に係る報告の徴収に関す

る事務

� 政令第１３条第８項の規定に基づく報告

に関する事務

４９ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律

に基づく事務のうち、同法第３８条の３

の規定に基づく液化石油ガス設備工事の届

出の受理に関する事務

各市町 ４９ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９

号）に基づく事務のうち、同法第３８条の３

の規定に基づく液化石油ガス設備工事の届

出の受理に関する事務

各市町

４９の２～５２ 省略 ４９の２～５２ 省略

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（第

６号から第８号までの事務については、県

が施行する市街地再開発事業に関するもの

を除く。）

�～	 省略

久万高原町、

砥部町、内子

町及び愛南町

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（第

６号から第８号までの事務については、県

が施行する市街地再開発事業に関するもの

を除く。）

�～	 省略

久万高原町、

砥部町及び内

子町

５２の３ 都市再開発法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�～
 省略

今治市、新居

浜市、大洲市

、久万高原町

、砥部町、内

子町及び愛南

町

５２の３ 都市再開発法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�～
 省略

今治市、新居

浜市、大洲市

、久万高原町

、砥部町及び

内子町

５３～６２ 省略 ５３～６２ 省略
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�愛媛県条例第８号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第９号
愛媛県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例

愛媛県消費者行政活性化基金条例（平成２１年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１０号
愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（狩猟税の税率）

第６２条 省略

２ 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場

合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定

（狩猟税の税率）

第６２条 省略

２ 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場

合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定

愛 媛 県 報平成２７年３月２７日 第２６５８号外１

３０



にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗

じた税率とする。

� 放鳥獣猟区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（平成１４年法律第８８号）第６８条第２項第４号に規定する

放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。）のみに係る狩猟者の

登録 ４分の１

� 省略

附 則

（狩猟税の税率の特例）

第２７条 平成２０年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するもの

に係る狩猟税の税率は、第６２条第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する税率に２分の１を乗じた税率とする。

� 対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律（平成１９年法律第１３４号）第９

条第６項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律第５６条に規定する対象鳥獣捕獲員

をいう。次号において同じ。）に係る狩猟者の登録

� 省略

にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗

じた税率とする。

� 放鳥獣猟区（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

（平成１４年法律第８８号）第６８条第２項第４号に規定する

放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。）のみに係る狩猟者の

登録 ４分の１

� 省略

附 則

（狩猟税の税率の特例）

第２７条 平成２０年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するもの

に係る狩猟税の税率は、第６２条第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する税率に２分の１を乗じた税率とする。

� 対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律（平成１９年法律第１３４号）第９

条第６項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律 第５６条に規定する対象鳥獣捕獲員

をいう。次号において同じ。）に係る狩猟者の登録

� 省略

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～５ 省略

６ その他の手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～５ 省略

６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～５８の６ 省略 １～５８の６ 省略

５９ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律（平成

１４年法律第８８号）第４１条の規定

に基づく狩猟免許の申請に対す

る審査

狩猟免

許申請

手数料

� 鳥獣の保護

及び管理並び

に狩猟の適正

化に関する法

律第４９条各号

に掲げる者の

狩猟免許の申

請に係る審査

３，９００円

� 省略

５９ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 （平成

１４年法律第８８号）第４１条の規定

に基づく狩猟免許の申請に対す

る審査

狩猟免

許申請

手数料

� 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律

第４９条各号

に掲げる者の

狩猟免許の申

請に係る審査

３，９００円

� 省略

６０ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律第４６条

第２項の規定に基づく狩猟免状

の再交付

省略 ６０ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 第４６条

第２項の規定に基づく狩猟免状

の再交付

省略

６１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律第５１条

第１項の規定に基づく狩猟免許

の更新の申請に対する審査

省略 ６１ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 第５１条

第１項の規定に基づく狩猟免許

の更新の申請に対する審査

省略

６２ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律第５５条

第１項の規定に基づく狩猟者の

登録又は同法第６１条第１項の規

定に基づく変更登録

省略 ６２ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 第５５条

第１項の規定に基づく狩猟者の

登録又は同法第６１条第１項の規

定に基づく変更登録

省略
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（愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県鳥獣保護区等を表示する標識の寸法を定める条例の一部改正）

第４条 愛媛県鳥獣保護区等を表示する標識の寸法を定める条例（平成２４年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４

年法律第８８号。以下「法」という。）第１５条第１４項ただし書（法

第２８条第９項及び第２９条第４項において準用する場合を含む。）

及び第３４条第７項（法第３５条第１２項において準用する場合を含

１ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 （平成１４

年法律第８８号。以下「法」という。）第１５条第１４項ただし書（法

第２８条第９項及び第２９条第４項において準用する場合を含む。）

及び第３４条第７項（法第３５条第１２項において準用する場合を含

６３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律第６１条

第５項の規定に基づく狩猟者登

録証の再交付

省略 ６３ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 第６１条

第５項の規定に基づく狩猟者登

録証の再交付

省略

６４ 鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律第６１条

第５項の規定に基づく狩猟者記

章の再交付

省略 ６４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律 第６１条

第５項の規定に基づく狩猟者記

章の再交付

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～５９の３ 省略 １～５９の３ 省略

５９の４ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律（平成１４年法律第８８号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の規定に基づく鳥獣の捕獲等の許可

に関する事務のうち、次に掲げるものに係るも

の（２以上の市町の区域にわたるものに関する

ものを除く。）

ア 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止の目的で行う狩猟鳥獣

、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ト

ビ、カワラバト（ドバト）、タイワンシロガ

シラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングー

ス又はノヤギの捕獲等（国有林野又は県有林

の区域内において国又は県が行うものを除

く。）及び飛行場の区域内における航空機の

安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣

の捕獲等

イ 省略

�～� 省略

各市町 ５９の４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

（平成１４年法律第８８号。以下この項に

おいて「法」という。）及び法の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の規定に基づく鳥獣の捕獲等の許可

に関する事務のうち、次に掲げるものに係るも

の（２以上の市町の区域にわたるものに関する

ものを除く。）

ア 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止の目的で行う狩猟鳥獣、

カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ト

ビ、カワラバト（ドバト）、タイワンシロガ

シラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングー

ス又はノヤギの捕獲等（国有林野又は県有林

の区域内において国又は県が行うものを除

く。）及び飛行場の区域内における航空機の

安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣

の捕獲等

イ 省略

�～� 省略

各市町

５９の５～６２ 省略 ５９の５～６２ 省略
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む。）並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律施行規則（平成１４年環境省令第２８号。以下「省令」という。）

第３７条第２項ただし書の標識の寸法は、次の表の左欄に掲げる標

識（制札にあっては、支柱の部分を除く。 ）の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、既存

の工作物を利用して効果的に制札を設置することができる場合で

あって、当該制札を容易に視認できるときは、同表の寸法としな

いことができる。

む。）並びに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則

（平成１４年環境省令第２８号。以下「省令」という。）

第３７条第２項ただし書の標識の寸法は、次の表の左欄に掲げる標

識（制札にあっては、支柱の部分を除く。以下同じ。）の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、既存

の工作物を利用して効果的に制札を設置することができる場合で

あって、当該制札を容易に視認できるときは、同表の寸法としな

いことができる。

省略 省略

２ 省略 ２ 省略

附 則

この条例は、平成２７年５月２９日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１１号
愛媛県医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県医療施設耐震化臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１２号
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（措置の基準）

第２条 法第５０条第２項の公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基

準は、危害分析・重要管理点方式（食品の安全性を確保する上で

重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのあ

る工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式をいう。以下

同じ。）を用いて衛生管理を行う場合にあっては別表第１の、危

害分析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合にあって

は別表第２のとおりとする。

（営業施設の基準）

第３条 法第５１条の営業の施設についての公衆衛生の見地から必要

な基準（以下「施設基準」という。）は、別表第３から別表第５

までのとおりとする。

（措置の基準）

第２条 法第５０条第２項の公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基

準は、別表第１・重要管理点方式（食品の安全性を確保する上で

重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのあ

る工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式をいう。以下

同じ。）を用いて衛生管理を行う場合にあっては別表第１の、危

害分析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合にあって

は別表第２のとおりとする。

（営業施設の基準）

第３条 法第５１条の営業の施設についての公衆衛生の見地から必要

な基準（以下「施設基準」という。）は、別表第２から別表第４

までのとおりとする。

改 正 後 改 正 前
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（食品衛生検査施設の基準）

第５条 政令第８条第１項の食品衛生検査施設の設備及び職員の配

置についての基準は、別表第６のとおりとする。

（手数料）

第７条 法の規定に基づく事務のうち、別表第７の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表第

７の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、同表

の２の項及び３の項に掲げる手数料にあっては登録の申請の際

に、その他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければ

ならない。

３ 省略

別表第１（第２条、別表第２関係）

公衆衛生上講ずべき措置の基準（危害分析・重要管理点方式

を用いて衛生管理を行う場合）

１ 営業の施設の管理

�～� 省略

� 使用水等の管理

ア 施設においては、水道水（水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第３条第１項に規定する水道又は愛媛県水道条例（昭

和３８年愛媛県条例第１９号）第２条第１項に規定する水道に

より供給される水をいう。以下同じ。）その他知事が飲用

に適すると認めた水を使用すること。ただし、暖房用蒸

気、防火用水等食品製造に直接関係のない目的で使用する

場合及び冷却又は食品の安全に影響を及ぼさない工程にお

いて清浄海水を使用する場合であって、これらの水が食品

に直接触れる水に混入しないようにするときは、この限り

でない。

イ 井戸水、自家用水道の水その他水道水以外の水（以下

「井戸水等」という。）を使用する場合（アのただし書に

規定する場合を除く。）は、年１回以上食品衛生検査施設

（法第２９条第１項及び第２項に規定する検査施設をい

う。）、登録検査機関（法第４条第９項に規定する登録検

査機関をいう。）又は知事の指定した試験施設で水質検査

を行い、その成績書を１年間保存すること。ただし、不慮

の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合は、

その都度水質検査を行うこと。

ウ イの水質検査の結果、使用する水が飲用に適さないとさ

れたときは、直ちに使用を中止し、施設の所在地を管轄す

る保健所長又は食肉衛生検査センター所長（以下「保健所

長等」という。）の指示を受け、適切な措置を講ずるこ

と。

エ 貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つ

こと。

オ 井戸水等を使用する場合で、滅菌装置又は浄水装置を設

置したときは、当該装置が正常に作動しているかどうかを

定期的に確認し、その記録を作成の日から１年間保存する

こと。

カ 氷は、適切に管理された給水設備によって供給された飲

用に適する水から作るとともに、衛生的に取り扱い、貯蔵

すること。

キ 使用した水を再利用する場合は、食品の安全性に影響し

（食品衛生検査施設の基準）

第５条 政令第８条第１項の食品衛生検査施設の設備及び職員の配

置についての基準は、別表第５のとおりとする。

（手数料）

第７条 法の規定に基づく事務のうち、別表第６の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表第

６の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、同表

の２の項及び３の項に掲げる手数料にあっては登録の申請の際

に、その他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければ

ならない。

３ 省略

別表第１（第２条、別表第２関係）

公衆衛生上講ずべき措置の基準

１ 営業の施設の管理

�～� 省略
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ないように必要な処理を行うこととし、処理工程を適切に

管理すること。

� ねずみ、昆虫等対策

ア 省略

イ 年２回以上、ねずみ、昆虫等の駆除作業を実施する

こと。ただし、確実にねずみ、昆虫等

を駆除することができる方法により当該駆除作業を実施す

る場合は、その施設の状況に応じた適切な頻度で実施する

ことができる。

ウ イの駆除作業の記録を作成の日から１年間保存するこ

と。

エ ねずみ、昆虫等の発生を認めたときは、食品に影響を及

ぼさないように直ちに駆除すること。

オ 省略

カ 省略

� 省略

� ねずみ、昆虫等対策

ア 省略

イ 年２回以上、ねずみ、昆虫等の駆除作業を実施し、その

記録を作成の日から１年間保存するとともに、ねずみ、昆

虫等の発生を認めたときには、食品に影響を及ぼさないよ

うに直ちに駆除すること。

ウ 省略

エ 省略

� 省略

� 食品等の取扱い

ア 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、

鮮度、表示等について点検すること。

イ 原材料として使用する食品は、適切なものを選択し、必

要に応じ、前処理を行った後、加工に供するとともに、当

該食品に適した状態及び方法で保存すること。

ウ 冷蔵庫（冷蔵室を含む。）又は冷凍庫（冷凍室を含

む。）で食品を保存する場合は、衛生上支障がないように

区画すること。
ひょう

エ 添加物を使用する場合は、正確に秤量し、適正に使用

し、その記録を作成の日から１年間保存すること。

オ 食品の製造又は調理において、加熱する場合は、病原微

生物その他の微生物及び毒素が、完全に又は安全な量まで

死滅し、又は除去されるまで行うこと。

カ 食品は、当該食品の特性（水分活性、水素イオン濃度又

は微生物による汚染状況等）、消費期限又は賞味期限、製

造加工の方法、包装形態、生食用、加熱加工用等の使用方

法等に応じて冷蔵保存する等、製造、加工、処理、調理、

保管、運搬、販売等の各過程において、時間及び温度の管

理に十分配慮して衛生的に取り扱うこと。

キ 未加熱又は未加工の原材料は、加熱又は加工を行わずそ

のまま摂取される食品と区分して取り扱うこと。

ク 食肉、鮮魚介類、殻付き卵等微生物の汚染源となるおそ

れのある食品等を取り扱った設備、機械器具等は、別の食

品を取り扱う前に、必要な洗浄及び消毒を行うこと。

ケ 生鮮物を始めとする原材料は、使用期限等に応じ先入

れ、先出し等適切な順序で使用されるように保管するこ

と。

コ 製品を入れ、又は包む器具及び容器包装は、製品を汚染

及び損傷から保護することができ、かつ、適切な表示を行

うことができるものを使用すること。

サ 再使用が可能な器具及び容器包装は、洗浄及び消毒が容

易なものを用いること。

シ 食品、添加物、器具又は容器包装（以下「食品等」とい

う。）の製造、加工、処理又は調理に当たっては、次の事
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項を実施すること。

� 原材料及び製品に金属、ガラス、じんあい、洗浄剤、

潤滑油等の化学物質等が混入しないように措置を講ずる

こと。

� 原材料、製品及び容器包装をロットごとに管理するこ

と。

� 原材料として使用していない特定原材料（府令第１条

第２項第７号に規定する特定原材料をいう。）が製造工

程において混入しないように措置を講ずること。

ス 原材料及び製品について定期的に衛生検査を行い、その

記録を作成の日から１年間保存すること。

セ おう吐物等により汚染されたおそれのある食品は、廃棄

すること。

� 停電等発生時の対応

ア 製造、加工、処理又は調理の過程で、停電等が発生し、

作業を中断するときは、その途中にある食品が、じんあ

い、微生物等に汚染されないように措置を講ずること。

イ 停電等の発生から復旧までの間、冷凍、冷蔵又は温蔵で

保管、保存等を行う必要のある食品は、できる限りその食

品に適した温度を保つことができる方法で保管すること。

ウ 停電等の間、ア及びイの措置が講じられていない食品

は、その後の工程で加熱を行うものであっても、耐熱性菌

に汚染され、又は黄色ブドウ球菌等により耐熱性の毒素が

産生されているおそれがあるので、食品の温度測定、衛生

検査等で衛生上支障がないことを確認できないときは、製

造、加工、処理及び調理に使用し、又は販売等を行わず、

廃棄等の措置を講ずること。

エ 作業を再開する場合は、機械器具の正常な作動を確認す

るとともに、機械器具を洗浄し、必要に応じ、消毒するこ

と。

オ アからエまでの停電等発生時の対応について、その手順

を定めること。

� 使用水等の管理

ア 施設においては、水道水（水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第３条第１項に規定する水道又は愛媛県水道条例（昭

和３８年愛媛県条例第１９号）第２条第１項に規定する水道に

より供給される水をいう。以下同じ。）その他知事が飲用

に適すると認めた水を使用すること。ただし、暖房用蒸

気、防火用水等食品製造に直接関係のない目的で使用する

場合及び冷却又は食品の安全に影響を及ぼさない工程にお

いて清浄海水を使用する場合であって、これらの水が食品

に直接触れる水に混入しないようにするときは、この限り

でない。

イ 井戸水、自家用水道の水その他水道水以外の水（以下

「井戸水等」という。）を使用する場合（アのただし書に

規定する場合を除く。）は、年１回以上食品衛生検査施設

（法第２９条第１項及び第２項に規定する検査施設をい

う。）、登録検査機関（法第４条第９項に規定する登録検

査機関をいう。）又は知事の指定した試験施設で水質検査

を行い、その成績書を１年間保存すること。ただし、不慮

の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合は、

その都度水質検査を行うこと。

ウ イの水質検査の結果、使用する水が飲用に適さないとさ
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� 食品衛生責任者の設置

ア 政令第３５条に規定する営業（法第４８条第１項の規定によ

り食品衛生管理者を置かなければならない施設に係る営業

を除く。）を営む場合は、施設又はその部門ごとに、食

品、添加 物、器 具 又 は 容 器 包 装（以 下「食 品 等」と い

う。）を取り扱う者（以下「食品等取扱者」という。）の

うちから食品衛生に関する責任者（以下「食品衛生責任

者」という。）を置くこと。ただし、営業者（政令第３５条

に規定する営業を営む者に限る。ウ及びカにおいて同

じ。）が自ら食品衛生責任者又は食品衛生管理者となる場

合は、この限りでない。

イ～カ 省略

� 衛生管理を行う班の編成

食品衛生管理者、食品衛生責任者その他の食品についての

知識及び専門的な技術を有する者により構成される班を編成

すること。

� 製品説明書及び製造工程一覧図の作成

ア 製品の原材料等の組成、物理的性質又は化学的性質、殺

菌又は静菌の方法、包装形態、保存性、保管条件、流通方

法等の安全性に関する必要な事項及び想定する使用方法、

消費者層等に関する事項を記載した製品説明書を作成する

こと。

イ 製品の全ての製造工程が記載された図（以下「製造工程

一覧図」という。）を作成すること。

ウ 実際の製造工程及び施設設備の配置に照らして製造工程

一覧図が適切であるかどうかの確認を行い、適切でない場

合には、当該製造工程一覧図を修正すること。

� 食品等の取扱い

次に掲げるところにより、製品の製造工程における全ての

潜在的な食品衛生上の危害の原因となる物質を列挙し、危害

の分析を実施して特定された食品衛生上の危害の原因となる

物質を管理すること。

ア 製品の製造工程ごとに発生するおそれのある全ての食品

衛生上の危害の原因となる物質の一覧表（以下「危害要因

リスト」という。）を作成し、人の健康に悪影響を及ぼす

可能性及び�アの製品説明書に記載された事項を考慮し

て、各製造工程における食品衛生上の危害の原因となる物

れたときは、直ちに使用を中止し、施設の所在地を管轄す

る保健所長又は食肉衛生検査センター所長（以下「保健所

長等」という。）の指示を受け、適切な措置を講ずるこ

と。

エ 貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つ

こと。

オ 井戸水等を使用する場合で、滅菌装置又は浄水装置を設

置したときは、当該装置が正常に作動しているかどうかを

定期的に確認し、その記録を作成の日から１年間保存する

こと。

カ 氷は、適切に管理された給水設備によって供給された飲

用に適する水から作るとともに、衛生的に取り扱い、貯蔵

すること。

キ 使用した水を再利用する場合は、食品の安全性に影響し

ないように必要な処理を行うこととし、処理工程を適切に

管理すること。

� 食品衛生責任者の設置

ア 政令第３５条に規定する営業（法第４８条第１項の規定によ

り食品衛生管理者を置かなければならない施設に係る営業

を除く。）を営む場合は、施設又はその部門ごとに、食

品等 添加物、器具又は容器包装（以下「食品等」とい

う。）を取り扱う者（以下「食品等取扱者」という。）の

うちから食品衛生に関する責任者（以下「食品衛生責任

者」という。）を置くこと。ただし、営業者（政令第３５条

に規定する営業を営む者に限る。ウ及びカにおいて同

じ。）が自ら食品衛生責任者又は食品衛生管理者となる場

合は、この限りでない。

イ～カ 省略
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質を特定すること。

イ アの規定により特定された食品衛生上の危害の原因とな

る物質（以下「危害原因物質」という。）について、当該

危害が発生するおそれのある製造工程ごとに、当該危害原

因物質及び当該危害の発生を防止するための措置（以下

「管理措置」という。）を定め、危害要因リストに記載す

ること。

ウ 危害原因物質による食品衛生上の危害の発生を防止する

ため、製造工程のうち、管理措置の実施状況の連続的な確

認又は相当な頻度の確認（以下「モニタリング」とい

う。）を必要とするもの（以下「重要管理点」という。）

を定めること。

エ ウの規定にかかわらず、重要管理点を定める必要がない

と認められる相当の理由がある場合は、重要管理点を定め

ないことができる。この場合においては、その理由を記載

した文書を作成すること。

オ 重要管理点の決定に当たっては、重要管理点における管

理措置では食品衛生上の危害の発生を防止できないおそれ

があると認めるときは、当該重要管理点又はその前後の製

造工程において適切な管理措置を講ずることができるよ

う、製品又は製造工程を見直すこと。

カ 重要管理点ごとに、危害原因物質を許容することができ

る範囲まで低減し、又は排除するための基準（以下「管理

基準」という。）を定めること。

キ 管理基準の設定に当たっては、温度、時間、水分含量、

水素イオン濃度、水分活性、有効塩素濃度等の測定できる

指標又は官能検査に基づき確認できる指標を用いること。

ク 管理基準の遵守状況の確認及び管理基準が遵守されてい

ない製造工程を経て製造された製品の出荷の防止を行うた

めのモニタリングの方法を定めるとともに、当該モニタリ

ングを十分な頻度で実施すること。

ケ モニタリングにより管理措置が適切に講じられていない

と認められた場合に講ずべき措置（以下「改善措置」とい

う。）を重要管理点ごとに定め、必要に応じて当該改善措

置を適切に実施すること。

コ アからケまでの措置により食品衛生上の危害の発生が適

切に防止されていることを確認するための検証の方法を定

め、十分な頻度で検証を行うこと。

� 記録の作成及び保存

ア 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、

取り扱う食品等に係る仕入れ年月日、仕入れ元、出荷先又

は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存す

ること。

イ アの記録の保存期間は、取り扱う食品等の流通の実態等

に応じて合理的な期間を設定すること。

ウ 保健所長等から要請があった場合は、食中毒等の食品衛

生上の危害の発生を防止するために必要な記録又は成績書

を提出すること。

� 回収及び廃棄

ア 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合

において、消費者に対する健康被害を未然に防止するた

め、当該問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよ

うに回収に係る責任体制、具体的な回収の方法、保健所長
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� 省略

� 記録の作成及び保存

ア 次に掲げる記録を作成し、保存すること。

� 危害原因物質の特定及び管理措置の設定に係る記録

� 重要管理点の決定に係る記録

� 管理基準の設定に係る記録

� モニタリングの方法の設定及び実施状況に係る記録

� 改善措置の設定及び実施状況に係る記録

� 食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていること

を確認するための検証の方法の設定及び実施状況に係る

記録

イ ア�の実施状況に係る記録を作成したときは、モニタリ

ングを実施した担当者及び責任者による署名を行うこと。

ウ 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、

取り扱う食品等に係る仕入れ年月日、仕入れ元、出荷先又

は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存す

ること。

エ ア及びウの記録の保存期間は、取り扱う食品等の流通の

実態等に応じて合理的な期間を設定すること。

オ 保健所長等から要請があった場合は、食中毒等の食品衛

生上の危害の発生を防止するために必要な記録又は成績書

を提出すること。

� 停電等発生時の対応

ア 製造、加工、処理又は調理の過程で、停電等が発生し、

作業を中断するときは、その途中にある食品が、じんあ

い、微生物等に汚染されないように措置を講ずること。

イ 停電等の発生から復旧までの間、冷凍、冷蔵又は温蔵で

保管、保存等を行う必要のある食品は、できる限りその食

品に適した温度を保つことができる方法で保管すること。

ウ 停電等の間、ア及びイの措置が講じられていない食品

は、その後の工程で加熱を行うものであっても、耐熱性菌

に汚染され、又は黄色ブドウ球菌等により耐熱性の毒素が

産生されているおそれがあるので、食品の温度測定、衛生

検査等で衛生上支障がないことを確認できないときは、製

造、加工、処理及び調理に使用し、又は販売等を行わず、

廃棄等の措置を講ずること。

エ 作業を再開する場合は、機械器具の正常な作動を確認す

るとともに、機械器具を洗浄し、必要に応じ、消毒するこ

と。

オ アからエまでの停電等発生時の対応について、その手順

を定めること。

� 回収及び廃棄

等への報告等の手順を定めること。

イ 販売食品等に起因する食品衛生上の危害が発生し、又は

発生するおそれがある場合においては、その製品の回収、

保健所長等への報告等を行うとともに、回収に至った原因

を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

ウ 回収された製品は、他の製品と明確に区別して保管し、

保健所長等の指示に従って適切に廃棄等の措置を講ずるこ

と。

エ 回収等を行う場合であって、当該食品による危害発生防

止のため、緊急に消費者への注意喚起を行う必要があると

きは、回収等に関する公表を行うこと。

� 省略
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ア 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合

において、消費者に対する健康被害を未然に防止するた

め、当該問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよ

う、回収に係る責任体制、具体的な回収の方法及び保健所

長等への報告等の手順を定めること。

イ 販売食品等に起因する食品衛生上の危害が発生し、又は

発生するおそれがある場合においては、速やかに、その製

品の回収、保健所長等への報告等を行うとともに、回収に

至った原因を究明し、再発防止のための措置を講ずるこ

と。

ウ 回収された製品は、他の製品と明確に区別して保管し、

保健所長等の指示に従って適切に廃棄等の措置を講ずるこ

と。

エ 回収等を行う場合であって、当該食品による危害発生防

止のため、緊急に消費者への注意喚起を行う必要があると

きは、回収等に関する公表を行うこと。

� 省略

� 消費者等からの苦情対応

ア 消費者等から販売食品等の異物の混入、異味、異臭等の

苦情の申出があった場合は、苦情に対する原因究明を行

い、苦情の内容が事実であると認めるときは、その結果を

苦情申出者に情報提供を行い、必要に応じ、�イからエま

での措置を講ずること。

イ アの規定にかかわらず、法の規定に違反する食品等（製

造し、加工し、又は輸入したものに限る。以下このイにお

いて同じ。）に関する情報又は消費者からの健康被害（症

状が食品等に起因し、又はその疑いがあると医師に診断さ

れたものに限る。）に関する情報の提供があった場合は、

保健所長等へ速やかに報告するとともに、必要に応じ、そ

の製品の回収及び原因の究明を行い、再発防止のための措

置並びに�ウ及びエの措置を講ずること。

２～６ 省略

別表第２（第２条関係）

公衆衛生上講ずべき措置の基準（危害分析・重要管理点方式

を用いずに衛生管理を行う場合）

１ 営業の施設の管理

� 一般事項

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 施設の衛生管理

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 食品取扱設備等の衛生管理

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� ねずみ、昆虫等対策

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 廃棄物及び排水の取扱い

別表第１の１の項	に定めるところによる。

	 食品等の取扱い

ア 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、

鮮度、表示等について点検すること。

イ 原材料として使用する食品は、適切なものを選択し、必

要に応じ、前処理を行った後、加工に供するとともに、当

該食品に適した状態及び方法で保存すること。

ウ 冷蔵庫（冷蔵室を含む。）又は冷凍庫（冷凍室を含


 省略

� 消費者 からの苦情対応

ア 消費者 から販売食品等の異物の混入、異味、異臭等の

苦情の申出があった場合は、苦情に対する原因究明を行

い、苦情の内容が事実であると認めるときは、その結果を

苦情申出者に情報提供を行い、必要に応じ、�イからエま

での措置を講ずること。

イ アの規定にかかわらず、法の規定に違反する食品等（製

造し、加工し、又は輸入したものに限る。以下このイにお

いて同じ。）に関する情報又は消費者からの健康被害（症

状が食品等に起因し、又はその疑いがあると医師に診断さ

れたものに限る。）に関する情報の提供があった場合は、

保健所長等へ速やかに報告するとともに、必要に応じ、そ

の製品の回収及び原因の究明を行い、再発防止のための措

置並びに�ウ及びエの措置を講ずること。

２～６ 省略
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む。）で食品を保存する場合は、衛生上支障がないように

区画すること。
ひょう

エ 添加物を使用する場合は、正確に秤量し、適正に使用

し、その記録を作成の日から１年間保存すること。

オ 食品の製造又は調理において、加熱する場合は、病原微

生物その他の微生物及び毒素が、完全に又は安全な量まで

死滅し、又は除去されるまで行うこと。

カ 食品は、当該食品の特性（水分活性、水素イオン濃度又

は微生物による汚染状況等）、消費期限又は賞味期限、製

造加工の方法、包装形態、生食用、加熱加工用等の使用方

法等に応じて冷蔵保存する等、製造、加工、処理、調理、

保管、運搬、販売等の各過程において、時間及び温度の管

理に十分配慮して衛生的に取り扱うこと。

キ 未加熱又は未加工の原材料は、加熱又は加工を行わずそ

のまま摂取される食品と区分して取り扱うこと。

ク 食肉、鮮魚介類、殻付き卵等微生物の汚染源となるおそ

れのあるものを取り扱った設備、機械器具等は、別の食品

を取り扱う前に、必要な洗浄及び消毒を行うこと。

ケ 生鮮物等の原材料は、使用期限等に応じ先入れ、先出し

等適切な順序で使用されるように保管すること。

コ 製品を入れ、又は包む器具及び容器包装は、製品を汚染

及び損傷から保護することができ、かつ、適切な表示を行

うことができるものを使用すること。

サ 再使用が可能な器具及び容器包装は、洗浄及び消毒が容

易なものを用いること。

シ 食品等の製造、加工、処理又は調理に当たっては、次の

事項を実施すること。

� 原材料及び製品に金属、ガラス、じんあい、洗浄剤、

潤滑油等の化学物質等が混入しないように措置を講ずる

こと。

� 原材料、製品及び容器包装をロットごとに管理するこ

と。

� 原材料として使用していない特定原材料（府令第１条

第２項第７号に規定する特定原材料をいう。）が製造工

程において混入しないように措置を講ずること。

ス 原材料及び製品について定期的に衛生検査を行い、その

記録を作成の日から１年間保存すること。

セ おう吐物等により汚染されたおそれのある食品は、廃棄

すること。

� 停電等発生時の対応

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 使用水等の管理

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 食品衛生責任者の設置

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 記録の作成及び保存

別表第１の１の項�のウからオまでに定めるところによ

る。

� 回収及び廃棄

別表第１の１の項	に定めるところによる。

� 管理運営要領の作成

別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 検食の実施
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別表第１の１の項�に定めるところによる。

� 消費者等からの苦情対応

別表第１の１の項�に定めるところによる。

２ 施設等における食品等取扱者等の衛生管理

別表第１の２の項に定めるところによる。

３ 施設等における食品等取扱者等に対する教育訓練

別表第１の３の項に定めるところによる。

４ 運搬

別表第１の４の項に定めるところによる。

５ 販売

別表第１の５の項に定めるところによる。

６ 表示

別表第１の６の項に定めるところによる。

別表第３（第３条関係）

共 通 施 設 基 準

１～３ 省略

４ 適用除外

１から３までの基準は、別表第５の施設の特例基準が適用さ

れる施設については、適用しない。

別表第４（第３条関係） 省略

別表第５（第３条、別表第３関係） 省略

別表第６（第５条関係） 省略

別表第７（第７条関係）

事 務 名 称 金 額

１ 省略

２ 法第４８条第６項第３

号の養成施設の登録

食品衛生管理者養

成施設登録手数料

１５０，０００円

３ 法第４８条第６項第４

号の講習会の登録

食品衛生管理者講

習会登録手数料

９０，０００円

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

別表第２（第３条関係）

共 通 施 設 基 準

１～３ 省略

４ 適用除外

１から３までの基準は、別表第４の施設の特例基準が適用さ

れる施設については、適用しない。

別表第３（第３条関係） 省略

別表第４（第３条、別表第２関係） 省略

別表第５（第５条関係） 省略

別表第６（第７条関係）

事 務 名 称 金 額

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略
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２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

３６ 省略

３７ 省略

備考 法第５２条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同

一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の

４の項から３７の項までに掲げる手数料の金額は、これら

の項の規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の

金額の１００分の８０に相当する金額とする。

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 愛媛県食の安全安心推進条例（平成２０年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（自主回収の公表等）

第２３条 知事は、前条第１項本文若しくは第３項の規定による報告

又は食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第１

の１の項�イ若しくは別表第２の１の項�の規定による報告があ

ったときは、速やかにその旨を公表するとともに、当該報告に係

る情報を関係行政機関の長に提供しなければならない。

（自主回収の公表等）

第２３条 知事は、前条第１項本文若しくは第３項の規定による報告

又は食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第１

の１の項�イ若しくは別表第２の１の項�の規定による報告があ

ったときは、速やかにその旨を公表するとともに、当該報告に係

る情報を関係行政機関の長に提供しなければならない。

��������������
�愛媛県条例第１３号
愛媛県食の安全安心推進条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県食の安全安心推進条例の一部を改正する条例

愛媛県食の安全安心推進条例（平成２０年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（保健所を設置する市が処理する事務）

第２８条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

（保健所を設置する市が処理する事務）

第２８条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

備考 法第５２条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同

一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の

２の項から３５の項までに掲げる手数料の金額は、これら

の項の規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の

金額の１００分の８０に相当する金額とする。
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項の規定に基づき、食品衛生法若しくは健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）の規定又は食品表示法（平成２５年法律第７０号）の規

定（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する

表示に係る部分に限る。）に違反し、又は違反するおそれがある

食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行のための規則に

基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することと

する。

�～� 省略

項の規定に基づき、食品衛生法又は健康増進法 （平成１４年法

律第１０３号）の規定又は食品表示法（平成２５年法律第７０号）の規

定（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する

表示に係る部分に限る。）に違反し、又は違反するおそれがある

食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行のための規則に

基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することと

する。

�～� 省略

附 則

この条例は、食品表示法（平成２５年法律第７０号）の施行の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１４号
愛媛県母子家庭児童等の身元保証に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県母子家庭児童等の身元保証に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県母子家庭児童等の身元保証に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「母子家庭児童等」とは、母子及び父子

並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項 に

規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のな

い男子が現に扶養している児童及び同法附則第３条第１項に規定

する父母のない児童で、２０歳に満たないものをいう。

（保証を受けることができる者の要件）

第３条 この条例により県の身元保証を受けることができる者は、

母子家庭児童等であつて次 に掲げる要件に該当するもので

なければならない。

� 省略

� 県内に引き続き１年以上居住し、又は県内の児童福祉施設に

入所している こと。

� 省略

（定義）

第２条 この条例において「母子家庭児童等」とは、母子福祉資金

の貸付等に関する法律（昭和２７年法律第３５０号）第２条第１項に

規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のな

い男子が現に扶養している児童及び同条第２項 に規定

する父母のない児童で２０歳 に満たない者 をいう。

（保証を受けることができる者の要件）

第３条 この条例により県の身元保証を受けることができる者は、

母子家庭児童等であつて次の各号に掲げる要件に該当するもので

なければならない。

� 省略

� 県内に引き続き１年以上居住し、又は県内の児童福祉施設に

収容されていること。

� 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１５号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例及び愛媛県児童相談所設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例及び愛媛県児童相談所設置条例の一部を改正する条例

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 名 称 目 的 位 置
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省略 省略

愛媛県身体

障害者更生

相談所

身体障害者の相談に応じ、医学的、心

理的及び機能的判定に基づき社会的更

生の方途を指導する。

松山市

省略 省略

愛媛県婦人

相談所

売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第

３４条に規定する業務を行うとともに、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律に規定する配偶者

暴力相談支援センターとして、各般の

問題についての相談、必要な指導、被

害者の一時保護及び情報の提供その他

の援助を行う。

松山市

省略 省略

愛媛県知的

障害者更生

相談所

知的障害者の更生と福祉の向上を図

る。
松山市

省略 省略

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 所轄区域 名 称 目 的 位 置 所轄区域

愛媛県

福祉総

合支援

センタ

ー

� 児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）に規定する児童相談所

として、相談、調査、医学的、

心理学的、教育学的、社会学的

及び精神保健上の判定、指導、

児童の一時保護等を行う。

� 身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）に規定する身体

障害者更生相談所として、相

談、指導、医学的、心理学的及

び職能的判定、補装具の処方及

び適合判定等を行う。

� 売春防止法（昭和３１年法律第

１１８号）に規定する婦人相談所

として、相談、調査、医学的、

心理学的及び職能的判定、指導

並びに要保護女子の一時保護を

行う。

� 知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）に規定する知的障

害者更生相談所として、相談、

指導、医学的、心理学的及び職

能的判定等を行う。

� 配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律に

規定する配偶者暴力相談支援セ

ンターとして、相談、指導、被

害者の一時保護及び情報の提供

その他の援助を行う。

松山市

県内全域

（目的の

欄�の児

童相談所

としての

業務を行

う場合に

あつては

、松山市

、今治市

（宮窪町

四阪島を

除く。）

、八幡浜

市、大洲

市、伊予

市、東温

市、越智

郡、上浮

穴郡、伊

予郡、喜

多郡及び

西宇和郡）

愛媛県

中央児

童相談

所

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１２条第２項及び第３項に規

定する業務を行う。

松山市

県内全域

（目的の

欄�の児

童相談所

としての

業務を行

う場合に

あつては

、松山市

、今治市

（宮窪町

四阪島を

除く。）

、八幡浜

市、大洲

市、伊予

市、東温

市、越智

郡、上浮

穴郡、伊

予郡、喜

多郡及び

西宇和郡
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（愛媛県児童相談所設置条例の一部改正）

第２条 愛媛県児童相談所設置条例（平成１２年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表 別表

名 称 位 置 所管区域 名 称 位 置 所管区域

愛媛県福祉総合支援センター 省略 愛媛県中央児童相談所 省略

愛媛県東予子ども・女性支援センター 省略 愛媛県東予児童相談所 省略

愛媛県南予子ども・女性支援センター 省略 愛媛県南予児童相談所 省略

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１６号
愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地域との連携等）

第５３条 省略

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発

達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限

る。）は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児

若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍

する保育所、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による幼稚園、

（地域との連携等）

第５３条 省略

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発

達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限

る。）は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、その家

庭しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍

する保育所、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による幼稚園、

愛媛県

東予子

ども・

女性支

援セン

ター

� 児童福祉法に規定する児童相

談所として、相談、調査、医学

的、心理学的、教育学的、社会

学的及び精神保健上の判定、指

導、児童の一時保護等を行う。

� 売春を行うおそれのある女子

及び配偶者等からの暴力を受け

た者についての相談、指導等を

行う。

省略

愛媛県

東予児

童相談

所

同

省略

愛媛県

南予子

ども・

女性支

援セン

ター

省略

愛媛県

南予児

童相談

所

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前
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小学校若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号）第２条第６項に規定する認定こども園その他児童が集団生

活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行う

よう努めなければならない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）

第５６条の８ 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護

事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着

型サービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準省令第１７１条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小

規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第６２条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第

１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）の

うち通いサービス（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第１

項又は第１７１条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達

支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準省令第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合におい

て、この節（第５６条の５（第２４条第２項から第５項までの規定を

準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着

型サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定す

る登録者をいう。）の数並びに指定障害福祉サービス基準条例

第９７条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは第７３条の４において準用するこの条の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービ

ス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政

令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令（平

成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省令」という。）第

４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを

利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登

録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下

この条において同じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準省令第６３条

第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。以下同じ。）にあっては、１８人）以下とするこ

と。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサ

小学校若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号）第２条第６項に規定する認定こども園その他児童が集団生

活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行う

よう努めなければならない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所 に関する特例）

第５６条の８ 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護

事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着

型サービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準省令第１７１条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小

規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第６２条

に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第

１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）の

うち通いサービス（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第１

項又は第１７１条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達

支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事

業所（同項 に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）以下同じ

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準省令第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合におい

て、この節（第５６条の５（第２４条第２項から第５項までの規定を

準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所 については、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の登録定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所 の登録者（指定地域密着

型サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定す

る登録者をいう。）の数並びに指定障害福祉サービス基準条例

第９７条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス、この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは第７３条の４において準用するこの条の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービ

ス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政

令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令（平

成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省令」という。）第

４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを

利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所 に登

録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下

この条において同じ。）を２５人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準省令第６３条

第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。以下同じ。）にあっては、１８人）以下とするこ

と。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の通いサービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の通いサ
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ービスの利用者の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、

この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは第７３条の４において準用するこの条の規定によ

り基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又

は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通

いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当た

りの上限をいう。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員

が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の

右欄に定める通いサービスの利用定員の数、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人）までの範囲内

とすること。

登録定員 通いサービスの利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂

（指定地域密着型サービス基準省令第６７条第２項第１号又は第

１７５条第２項第１号の居間及び食堂をいう。）は、機能を十分

に発揮しうる適当な広さを有すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数

が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通い

サービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害

福祉サービス基準条例第９７条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発

達支援とみなされる通いサービス若しくは第７３条の４において

準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスと

みなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定によ

り自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害

児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サー

ビス基準省令第６３条又は第１７１条に規定する基準を満たすこ

と。

� 省略

（従業者の員数）

第６８条 省略

２ 省略

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせ

る指定放課後等デイサービス事業所の有すべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。

� 嘱託医 １以上

� 看護師 １以上

� 児童指導員又は保育士 １以上

� 機能訓練担当職員 １以上

� 児童発達支援管理責任者 １以上

４ 省略

５ 省略

（利用定員）

第７１条 指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、１０人以上

とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後

等デイサービス事業所にあっては、５人以上とすることができ

ービスの利用者の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、

この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは第７３条の４において準用するこの条の規定によ

り基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又

は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通

いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当た

りの上限をいう。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員

が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の

右欄に定める通いサービスの利用定員の数、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人）までの範囲内

とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の居間及び食堂

（指定地域密着型サービス基準省令第６７条第２項第１号又は第

１７５条第２項第１号の居間及び食堂をいう。）は、機能を十分

に発揮しうる適当な広さを有すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の従業者の員数

が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 が提供する通い

サービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害

福祉サービス基準条例第９７条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、この条の規定により基準該当児童発

達支援とみなされる通いサービス若しくは第７３条の４において

準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスと

みなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定によ

り自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害

児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サー

ビス基準省令第６３条又は第１７１条に規定する基準を満たすこ

と。

� 省略

（従業者の員数）

第６８条 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

（利用定員）

第７１条 指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、１０人以上

とする。
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る。

（準用）

第７３条 第１３条から第２３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から 第４１条まで、第４３条から第４７

条まで、第４９条から第５２条まで、第５３条第１項及び第５４条から第

５６条まで の規定は、指定放課後等デイサービスの事業

について準用する。この場合において

条」とあるのは「第７３条において準用する第６５条」と、第１７条中

「いう。第３８条第６号及び第５３条第２項」とあるのは「いう。第

７３条において準用する第３８条第６号」と、第２３条第２項中「次

条」とあるのは「第７２条」と、第２７条第１項及び第２８条中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と

読み替えるものとする。

第７３条の３ 省略

（利用定員）

第７３条の３の２ 基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員

は、１０人以上とする。

（準用）

第７３条の４ 第８条、第１３条から第２３条まで、第２６条第２項、第２７

条から第３１条まで、第３３条、第３５条から

第４１条まで、第４３条から第４７条まで、第４９条から第５２条まで、第

５３条第１項、第５４条から第５６条まで、第５６条の６から第５６条の８

まで 、第６７条 及び第７２条（第１項を除く。）の

規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用す

る。

（従業者の員数に関する特例）

第８２条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機

能型事業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１

項、第２項及び第４項、第７条、第５８条、第６８条第１項及び第２

項 並びに第７５条第１項の規定の適用については、第６条第１

項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」と

あるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発

達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第７条第１項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業所」と

あるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第５項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第５８

条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあり、並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型

児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第６８条

第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指

定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条

第２項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは

（準用）

第７３条 第１３条から第２３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から第３７条まで、第３９条から第４１条まで、第４３条から第４７

条まで、第４９条から第５２条まで、第５３条第１項、第５４条 から第

５６条まで及び第６５条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業

について準用する。この場合において、第１３条第１項中「第３８

条」とあるのは「第７３条において準用する第６５条」と、第１７条中

「いう。第３８条第６号及び第５３条第２項」とあるのは「いう。第

７３条において準用する第６５条第６号」と、第２３条第２項中「次

条」とあるのは「第７２条」と、第２７条第１項及び第２８条中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第

６５条第６号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が

通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）」と

あるのは「実施地域」と読み替えるものとする。

第７３条の３ 省略

（準用）

第７３条の４ 第８条、第１３条から第２３条まで、第２６条第２項、第２７

条から第３１条まで、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３９条から

第４１条まで、第４３条から第４７条まで、第４９条から第５２条まで、第

５３条第１項、第５４条から第５６条まで、第５６条の６から第５６条の８

まで、第６５条、第６７条、第７１条及び第７２条（第１項を除く。）の

規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用す

る。

（従業者の員数に関する特例）

第８２条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機

能型事業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１

項、第２項及び第４項、第７条、第５８条、第６８条第１項から第３

項まで並びに第７５条第１項の規定の適用については、第６条第１

項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」と

あるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発

達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第７条第１項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業所」と

あるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第５項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第５８

条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあり、並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型

児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第６８条

第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指

定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条

第２項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは
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「指定通所支援の」と、第７５条第１項中「事業所（以下「指定保

育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業

所」とする。

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事業所（この条例に

規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第６条第

４項及び第６８条第４項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所

に有すべき従業者（児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者

を除く。）のうち１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第１７号
愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準省令第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。以下同じ。）が地域において生活介護が提供されていな

いこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指

定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第

６２条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同

じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービス基準省令第１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護をいう。以下同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型

サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定する通

いサービスをいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該通いサ

ービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規

模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準省令第

６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準省令第１７１条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」という。）を基準該当生活介護事業所とみな

す。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等については、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着

「指定通所支援の」と、第７５条第１項中「事業所（以下「指定保

育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業

所」とする。

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事業所（この条例に

規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第６条第

４項及び第６８条第３項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所

に有すべき従業者（児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者

を除く。）のうち１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所 に関する特例）

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準省令」という。）第６３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準省令第

１７１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。以下同じ。）が地域において生活介護が提供されていな

いこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指

定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準省令第

６２条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同

じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービス基準省令第１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護をいう。以下同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型

サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定する通

いサービスをいう。以下同じ。）を提供する場合は、当該通いサ

ービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規

模多機能型居宅介護事業所（同項地域密着型サービス基準省令第

６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。以下同じ定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準省令第１７１条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」という。）を基準該当生活介護事業所とみな

す。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所 については、適用しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の登録定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所 の登録者（指定地域密着

改 正 後 改 正 前
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型サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定す

る登録者をいう。）の数並びにこの条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６

条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用

する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省

関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係

る省令の特例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省

令第１３２号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の規定

により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者

及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同

じ。）を、２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第７項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）にあっては、１８人）以下とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサ

ービスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６条の

８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービ

ス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用する

指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条

第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受け

る障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下同じ。）を、登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５

人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次

の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に定める通いサービスの利用定員の数、サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人）までの範囲内とす

ること。

登録定員 通いサービスの利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂

（指定地域密着型サービス基準省令第６７条第２項第１号又は第

１７５条第２項第１号の居間及び食堂をいう。）は、機能を十分

に発揮しうる適当な広さを有すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数

が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通い

サービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定

通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支

援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第

７３条の４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の

規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサ

ービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみな

される通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数で

型サービス基準省令第６３条第１項又は第１７１条第１項に規定す

る登録者をいう。）の数並びにこの条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６

条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用

する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省

関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係

る省令の特例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省

令第１３２号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の規定

により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当

該小規模多機能型居宅介護事業所 に登録を受けた障害者

及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同

じ。）を、２５人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第７項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）にあっては、１８人）以下とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の通いサービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の通いサ

ービスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６条の

８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービ

ス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用する

指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条

第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受け

る障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下同じ。）を、登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５

人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次

の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に定める通いサービスの利用定員の数、サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人）までの範囲内とす

ること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の居間及び食堂

（指定地域密着型サービス基準省令第６７条第２項第１号又は第

１７５条第２項第１号の居間及び食堂をいう。）は、機能を十分

に発揮しうる適当な広さを有すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の従業者の員数

が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 が提供する通い

サービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定

通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当児童発達支

援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第

７３条の４において準用する指定通所支援基準条例第５６条の８の

規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサ

ービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみな

される通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数で
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あるとした場合における指定地域密着型サービス基準省令第６３

条又は第１７１条に規定する基準を満たすこと。

� 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）

第１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節

において「基準該当短期入所」という。）の事業を行う者（以下

この節において「基準該当短期入所事業者」という。）が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

� 指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者であって、第９７条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６

条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用

する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第

４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを

利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登

録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅

介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス

（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第５項又は第１７１条

第６項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同

じ。）を提供するものであること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サ

ービスを利用する者の数並びに基準該当短期入所の提供を受け

る障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この条において同じ。）を通いサービスの利用定員の３分

の１から９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、６人）までの範囲内とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域

密着型サービス基準省令第６７条第２項第２号ハ又は第１７５条第

２項第２号ハに規定する個室をいう。以下この号において同

じ。）以外の宿泊室を設ける場合にあっては、個室以外の宿泊

室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて

得た数で除して得た面積を、おおむね７．４３平方メートル以上と

すること。

� 省略

附 則

（指定共同生活援助の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行

援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であっ

て、区分省令第１条第５号の区分４、同条第６号の区分５又は同

条第７号の区分６に該当するものが、共同生活住居内において当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は

重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項の規定は、平成３０年３月３１日までの間、適用

しない。

５ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号の区分４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について

あるとした場合における指定地域密着型サービス基準省令第６３

条又は第１７１条に規定する基準を満たすこと。

� 省略

（指定小規模多機能型居宅介護事業所 に関する特例）

第１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節

において「基準該当短期入所」という。）の事業を行う者（以下

この節において「基準該当短期入所事業者」という。）が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

� 指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者であって、第９７条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス、指定通所支援基準条例第５６

条の８の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサ

ービス若しくは指定通所支援基準条例第７３条の４において準用

する指定通所支援基準条例第５６条の８の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第

４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを

利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 に登

録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅

介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス

（指定地域密着型サービス基準省令第６３条第５項又は第１７１条

第６項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同

じ。）を提供するものであること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の宿泊サービスの

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 の宿泊サ

ービスを利用する者の数並びに基準該当短期入所の提供を受け

る障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この条において同じ。）を通いサービスの利用定員の３分

の１から９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、６人）までの範囲内とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所 に個室（指定地域

密着型サービス基準省令第６７条第２項第２号ハ又は第１７５条第

２項第２号ハに規定する個室をいう。以下この号において同

じ。）以外の宿泊室を設ける場合にあっては、個室以外の宿泊

室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて

得た数で除して得た面積を、おおむね７．４３平方メートル以上と

すること。

� 省略

附 則

（指定共同生活援助の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行

援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であっ

て、区分省令第１条第５号の区分４、同条第６号の区分５又は同

条第７号の区分６に該当するものが、共同生活住居内において当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は

重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

５ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号の区分４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について
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は、第１９９条第３項の規定は、平成３０年３月３１日までの間、適用

しない。

�・� 省略

（地域移行支援型ホームに関する特例）

７ 次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めた場合に

おいては、平成３７年３月３１日までの間、第１９８条第１項の規定に

かかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同

生活援助の事業を行うことができる。

� 県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域（法第８９条第２

項第２号の規定により県が定める区域をいう。以下この号にお

いて同じ。）における指定共同生活援助の量が事業を開始する

時点において、都道府県障害福祉計画において定める県又は当

該区域の指定共同生活援助の必要な量に満たない県又は当該区

域内において事業を行うものであること。

� 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。

８ 前項の規定により指定共同生活援助の事業を行う事業所（以下

「地域移行支援型ホーム」という。）における指定共同生活援助

の事業に係る第１９８条第２項の規定の適用については、同項中

「４人以上」とあるのは、「４人以上３０人以下」とする。

９ 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う

者（以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。）が設置する

共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確

保するものでなければならない。

１０ 地域移行支援型ホーム事業者

は、利用者に対

し、原則として、２年を超えて指定共同生活援助を提供してはな

らない。

１１ 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者が住宅又は地域移行支

援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所（以下「住宅等」とい

う。）において日常生活を営むことができるかどうかについて定

期的に検討するとともに、当該利用者が前項に定める期間内に住

宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。

１２ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業に係る

第２０１条において準用する第６０条（第２０１条の１０第１項において読

み替えられる場合を含む。）の規定の適用については、第６０条第

２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第１０項

に定める期間内に附則第１１項に規定する住宅等に移行すること」

と、同条第４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、

病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」と

する。

１３ 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助の提供に当

たっては、利用者の地域への移行を推進するため、関係者により

構成される協議会（以下「地域移行推進協議会」という。）を設

置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移

行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。

１４ 地域移行支援型ホーム事業者は、法第８９条の３第１項に規定す

る協議会その他知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの

（以下「協議会等」という。）に対して定期的に地域移行支援型

ホームにおける指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、

協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

１５ 省略

は、第１９９条第３項の規定は、平成２７年３月３１日までの間、適用

しない。

�・� 省略

（地域移行型ホームに関する特例）

７ この条例の施行の際現に基準省令附則第７条第２項の規定によ

り入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする

指定共同生活援助の事業を行う者については、第１９８条第１項の

規定にかかわらず、当該指定共同生活援助の事業を行う事業所に

おいて指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、この条例の施

行後においても指定共同生活援助の事業を行うことができる。

８ 前項の規定により指定共同生活援助の事業を行う事業所（以下

「地域移行型ホーム 」という。）における指定共同生活援助

の事業に係る第１９８条第２項の規定の適用については、同項中

「４人以上」とあるのは、「４人以上３０人以下」とする。

９ 地域移行型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う者

（以下「地域移行型ホーム事業者」という。）は、利用者に対

し、原則として、２年を超えて指定共同生活援助を提供してはな

らない。

１０ 地域移行型ホーム事業者 は、利用者が住宅又は地域移行型

ホーム 以外の指定共同生活援助事業所（以下「住宅等」とい

う。）において日常生活を営むことができるかどうかについて定

期的に検討するとともに、当該利用者が前項に定める期間内に住

宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。

１１ 地域移行型ホーム における指定共同生活援助の事業に係る

第２０１条において準用する第６０条（第２０１条の１０第１項において読

み替えられる場合を含む。）の規定の適用については、第６０条第

２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第９項

に定める期間内に附則第１０項に規定する住宅等に移行すること」

と、同条第４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所施設

又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」と

する。

１２ 地域移行型ホーム事業者 は、指定共同生活援助の提供に当

たっては、利用者の地域への移行を推進するため、関係者により

構成される協議会（以下「地域移行推進協議会」という。）を設

置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移

行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。

１３ 省略
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１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に改正前の愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例附則第７項

の規定により指定共同生活援助の事業を行う同条例附則第９項に規定する地域移行型ホーム事業者に係る指定共同生活援助の事業の設備

及び運営に関する基準については、なお従前の例による。

��������������
�愛媛県条例第１８号
愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第１条 愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（訪問介護員等の員数）

第６条 省略

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪

問介護員等のうち、利用者（当該指定訪問介護事業者が法第１１５

条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条の規定による改正前

の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護

予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）に係る法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者

（以下「指定事業者」という。）の指定を併せて受け、かつ、指

定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業

とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該

第１号訪問事業 の利用者。以下この条において同じ。）の数が

４０又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者

としなければならない。この場合において、当該サービス提供責

任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法による

ことができる。

３・４ 省略

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人

以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事す

る者を１人以上配置している指定訪問介護事業所において、サー

ビス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあって

は、当該指定訪問介護事業所に有すべきサービス提供責任者の員

数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とする

ことができる。

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

（訪問介護員等の員数）

第６条 省略

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪

問介護員等のうち、利用者（当該指定訪問介護事業者が指定介護

予防訪問介護事業者（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

２４年愛媛県条例第６３号。以下「指定介護予防サービス等基準条

例」という。）第６条第１項に規定する指定介護予防訪問介護事

業者をいう。以下同じ

。）の指定を併せて受け、かつ、指

定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービ

ス等基準条例第５条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び指定

介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。）の数が

４０又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者

としなければならない。この場合において、当該サービス提供責

任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法による

ことができる。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前
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６ 知事は、指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号訪問事

業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と当該第１号訪問事業 とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合は、市町村の定める当該第１号訪問事

業の 人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（設備及び備品等）

第８条 省略

２ 知事は、指定訪問介護事業者が第６条第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

介護の事業と当該第１号訪問事業 とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合は、市町村の定める当該第１号

訪問事業の 設備に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

（心身の状況等の把握）

第１４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議（愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２６年愛媛県条例第２３号。以下「指定居

宅介護支援等基準条例」という。）第１６条第９号に規定するサー

ビス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（訪問介護員等の員数）

第４３条 省略

２ 省略

３ 知事は、基準該当訪問介護の事業と法第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２第２項に規定す

る介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス（法第５４条第

１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同

じ。）に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）とが

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合は、市町村の定める当該第１号訪問事業の人員に関する基

準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

（設備及び備品等）

第４５条 省略

２ 知事は、基準該当訪問介護の事業と第４３条第３項に規定する第

１号訪問事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営される場合は、市町村の定める当該第１号訪問事業の

設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（従業者の員数）

第４９条 省略

２ 省略

３ 知事は、指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護

事業者（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条

例第６３号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）

第４９条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をい

５ 知事は、指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合は、指定介護予防サービス等基準条例

第６条第１項から第４項までに規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（設備及び備品等）

第８条 省略

２ 知事は、指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合は、指定介護予防サービス等基

準条例第８条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

（心身の状況等の把握）

第１４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たって

は、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議（愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２６年愛媛県条例第２３号。以下「指定居

宅介護支援等基準条例」という。）第１６条第９号に規定するサー

ビス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（訪問介護員等の員数）

第４３条 省略

２ 省略

３ 知事は、基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護

（指定介護予防サービス等基準条例第４３条第１項に規定する基準

該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業

とが

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合は、同項及び同条第２項に規定する 人員に関する基

準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

（設備及び備品等）

第４５条 省略

２ 知事は、基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護

の事業 とが同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第４５条

第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（従業者の員数）

第４９条 省略

２ 省略

３ 知事は、指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護

事業者（指定介護予防サービス等基準条例

第４９条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をい
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う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護

の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基

準条例第４８条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合は、指定介護予防サービス等基準条例第４９条第１項及び第

２項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員

を１人置くことをもって、前２項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第４章 訪問看護

第１節 基本方針

第６４条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看

護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支

援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって

利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。

（看護師等の員数）

第６５条 省略

２ 前項第１号アの看護職員のうち１名は、常勤でなければならな

い。

３・４ 省略

５ 知事は、指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指

定地域密着型サービス基準省令第１７１条第１０項に規定する指定複

合型サービス事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定

訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準省令第１７０条に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護をいう。）の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合に、法第７８条の４第１項の規定により市町の

条例で定める指定複合型サービスの事業の人員に関する基準（看

護職員の員数に係る部分に限る。）を満たすとき（前項の規定に

より第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているも

のとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者

が第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

第５章 訪問リハビリテーション

第１節 基本方針

第８０条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以

下「指定訪問リハビリテーション」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅にお

いて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなけ

ればならない。

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第８５条 指定訪問リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が提供するものとし、その方針は、次のとおりと

する。

�～� 省略

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション

会議（次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画又は

第１４１条第１項に規定する通所リハビリテーション計画の作成

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護

の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基

準条例第４８条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合は、指定介護予防サービス等基準条例第４９条第１項及び第

２項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員

を１人置くことをもって、前２項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第４章 訪問看護

第１節 基本方針

第６４条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看

護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支

援し、心身の機能の維持回復

を目指すものでなければならな

い。

（看護師等の員数）

第６５条 省略

２ 前項第１号アの看護職員のうち１名は、常勤でなければならな

い。

３・４ 省略

５ 知事は、指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指

定地域密着型サービス基準省令第１７１条第１項に規定する指定複

合型サービス事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定

訪問看護の事業と指定複合型サービス （指定地域密

着型サービス基準省令第１７０条に規定する指定複合型サービス

をいう。）の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合に、法７８条の４第１項 の規定により市町の

条例で定める指定複合型サービスの事業の人員に関する基準（看

護職員の員数に係る部分に限る。）を満たすとき（前項の規定に

より第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているも

のとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者

が第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

第５章 訪問リハビリテーション

第１節 基本方針

第８０条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以

下「指定訪問リハビリテーション」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅にお

いて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなけ

ればならない。

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第８５条 指定訪問リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が提供するものとし、その方針は、次のとおりと

する。

�～� 省略
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のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者

その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される

会議をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーション

に関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成

員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供

すること。

（訪問リハビリテーション計画の作成）

第８６条 省略

２～４ 省略

５ 知事は、指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビ

リテーション事業者（第１３７条第１項に規定する指定通所リハビ

リテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハ

ビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状

況及び希望並びにその置かれている環境に関する情報を構成員と

共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの

目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供の内容に

ついて整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場

合は、第１４１条第１項から第４項までに規定する運営に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第７章 通所介護

第１節 基本方針

第９９条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介

護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るもので

なければならない。

（従業者の員数）

第１００条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事

業所」という。）ごとに有すべき従業者（以下この節から第４節

までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は、次のとお

りとする。

�・� 省略

� 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を

提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時

間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定通所介護

事業者が法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所

事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相

当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第

１号通所事業

とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における指定通所介護又は当該第１号通所事業

の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１５人

（訪問リハビリテーション計画の作成）

第８６条 省略

２～４ 省略

第７章 通所介護

第１節 基本方針

第９９条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介

護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るもので

なければならない。

（従業者の員数）

第１００条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事

業所」という。）ごとに有すべき従業者（以下この節から第４節

までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は、次のとお

りとする。

�・� 省略

� 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を

提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時

間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定通所介護

事業者が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス

等基準条例第９８条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業

者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第９７条に規

定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介

護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１５人
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以下の場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては１５

人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数

� 省略

２～７ 省略

８ 知事は、指定通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号

通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所

介護の事業と当該第１号通所事業 とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合は、市町村の定める当該第１号

通所事業の 人員に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

第３節 設備に関する基準

第１０２条 省略

２・３ 省略

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項の設備を利

用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場

合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の

開始前に知事に届け出るものとする。

５ 知事は、指定通所介護事業者が第１００条第１項第３号に規定す

る第１号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定通所介護の事業と当該第１号通所事業 とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合は、市町村の定める当

該第１号通所事業の 設備に

関する基準を満たすことをもって、第１項から第３項までに規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。

第１１１条 省略

（事故発生時の対応）

第１１１条の２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介

護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してと

った処置について記録しなければならない。

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。

４ 指定通所介護事業者は、第１０２条第４項の規定による指定通所

介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項

及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

（準用）

第１１３条 第９条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２２条、第２７条、第２８

条、第３４条から第３９条まで、第４１条及び第５６条の規定は、指定通

所介護の事業について準用する。この場合において、第９条中

「第３０条に規定する運営規程」とあるのは「第１０７条に規定する

重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所

介護従業者」と、第３４条中「運営規程」とあるのは「第１０７条に

規定する重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるの

は「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

（通則）

第１１４条 指定療養通所介護（指定通所介護のうち、難病等を有す

る重度要介護者又はがん末期の者であってサービスの提供に当た

り常時看護師による観察が必要なものを対象として、療養通所介

以下の場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては１５

人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数

� 省略

２～７ 省略

８ 知事は、指定通所介護事業者指定介護予防通所介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所

介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合は、指定介護予防サービス等基

準条例第９８条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

第３節 設備に関する基準

第１０２条 省略

２・３ 省略

４ 知事は、指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、

指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合は、指定介護予防サー

ビス等基準条例第１００条第１項から第３項までに規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前３項 に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。

第１１１条 省略

（準用）

第１１３条 第９条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２２条、第２７条、第２８

条、第３４条から第４１条まで、第４１条及び第５６条の規定は、指定通

所介護の事業について準用する。この場合において、第９条中

「第３０条に規定する運営規程」とあるのは「第１０７条に規定する

重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所

介護従業者」と、第３４条中「運営規程」とあるのは「第１０７条に

規定する重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるの

は「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

（通則）

第１１４条 指定療養通所介護（指定通所介護のうち、難病等を有す

る重度要介護者又はがん末期の者であってサービスの提供に当た

り常時看護師による観察が必要なものを対象として、療養通所介
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護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の

基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、第

１０３条、第１０４条、第１０８条から第１１１条の２まで及び第１１３条（第９

条、第１４条、第１５条、第２８条及び第５６条の準用に係る部分を除

く。）に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

（基本方針）

第１１５条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練

を行うことにより、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を

図るものでなければならない。

２ 省略

（設備及び備品等）

第１１９条 省略

２・３ 省略

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項の設備

を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提

供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービス

の提供の開始前に知事に届け出るものとする。

（読替え）

第１３１条 指定療養通所介護の事業についての第１０８条第３項、第

１１１条の２第４項及び第１１３条の規定の適用については、第１０８条

第３項中「通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第１１１条の２第４項中「第１０２条第４項」とあるのは「第１１９

条第４項」と、第１１３条中「通所介護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、 「第１０７条」とあるのは「第１２７条」

とする。

（従業者の員数）

第１３２条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相

当するサービス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を

行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごと

に有すべき従業者（以下この節において「通所介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通

所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数（次項にお

いて「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者

（当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法

第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介

護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）とを同一の事業所において一体的に運営している場合に

あっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第１

号通所事業 の利用者。以下この条において同じ。）の数

が１５人以下の場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっ

ては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数

以上確保されるために必要と認められる数

護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の

基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、第

１０３条、第１０４条、第１０８条から第１１１条 まで及び第１１３条（第９

条、第１４条、第１５条、第２８条及び第５６条の準用に係る部分を除

く。）に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

（基本方針）

第１１５条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合に

おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練

を行うことにより、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を

図るものでなければならない。

２ 省略

（設備及び備品等）

第１１９条 省略

２・３ 省略

（読替え）

第１３１条 指定療養通所介護の事業についての第１０８条第３項、第

１１１条の２第４項及び第１１３条の規定の適用については、第１０８条

第３項及び通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第１１１条の２第４項中「第１０２条第４項」とあるのは「第１１９

条第４項」と、第１１３条中「通所介護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、同条中「第１０７条」とあるのは「第１２７条」

とする。

（従業者の員数）

第１３２条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相

当するサービス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を

行う者（以下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごと

に有すべき従業者（以下この節において「通所介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通

所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数（次項にお

いて「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者

（当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基

準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第

１１３条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以

下同じ。）の事業

とを同一の事業所において一体的に運営している場合に

あっては、当該事業所における基準該当通所介護又は基準該当

介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。）の数

が１５人以下の場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっ

ては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数

以上確保されるために必要と認められる数
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� 省略

２～５ 省略

６ 知事は、基準該当通所介護の事業と第１項第３号に規定する第

１号通所事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営されている場合は、市町村の定める当該第１号通所事業

の 人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（設備及び備品等）

第１３４条 省略

２・３ 省略

４ 知事は、基準該当通所介護の事業と第１３２条第１項第３号に規

定する第１号通所事業とが同一の事業者により同一の事業所にお

いて一体的に運営される場合は、市町村の定める当該第１号通所

事業の 設備に関する基準を

満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

（準用）

第１３５条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２７条、第２８条、第３４条から第３７条まで、第３８条（第５項及

び第６項を除く。）、第３９条、第４１条 、第５６条、第９９条及

び第４節（第１０３条第１項及び第１１３条を除く。）の規定は、基準

該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第９

条中「第３０条に規定する運営規程」とあるのは「第１３５条におい

て準用する第１０７条に規定する重要事項に関する規程」と、「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第２０条中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第３４条中「運営

規程」とあるのは「第１３５条において準用する第１０７条に規定する

重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所

介護従業者」と、第１０３条第２項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。

第８章 通所リハビリテーション

第１節 基本方針

第１３６条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション

（以下「指定通所リハビリテーション」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用

者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第１４０条 指定通所リハビリテーションの方針は、次のとおりとす

る。

�～� 省略

� 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション

会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地

から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努

め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。

� 省略

２～５ 省略

６ 知事は、基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護

の事業 とが同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営されている場合は、指定介護予防サービス等基準条例第

１１３条第１項から第５項までに規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（設備及び備品等）

第１３４条 省略

２・３ 省略

４ 知事は、基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護

の事業 とが同一の事業者により同一の事業所にお

いて一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条

例第１１５条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

（準用）

第１３５条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２７条、第２８条、第３４条から第３７条まで、第３８条（第５項及

び第６項を除く。）、第３９条から第４１条まで、第５６条、第９９条及

び第４節（第１０３条第１項及び第１１３条を除く。）の規定は、基準

該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第９

条中「第３０条に規定する運営規程」とあるのは「第１３５条におい

て準用する第１０７条に規定する重要事項に関する規程」と、「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第２０条中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第３４条中「運営

規程」とあるのは「第１３５条において準用する第１０７条に規定する

重要事項に関する規程」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所

介護従業者」と、第１０３条第２項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。

第８章 通所リハビリテーション

第１節 基本方針

第１３６条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション

（以下「指定通所リハビリテーション」という。）の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用

者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第１４０条 指定通所リハビリテーションの方針は、次のとおりとす

る。

�～� 省略
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（通所リハビリテーション計画の作成）

第１４１条 省略

２～５ 省略

６ 知事は、指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビ

リテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーシ

ョン会議（医師が参加するものに限る。）の開催等を通じて、利

用者の病状、心身の状況及び希望並びにその置かれている環境に

関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所

リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー

ションの提供の内容について整合性のとれた通所リハビリテーシ

ョン計画を作成した場合は、第８６条第１項から第４項までに規定

する運営に関する基準を満たすことをもって、第１項から第４項

までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（定員の遵守）

第１６５条 省略

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支

援事業所（指定居宅介護支援等基準条例第５条第１項に規定する

指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支援専門員が、緊急に

指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居

宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活

介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇

に支障がないときは、前項の規定にかかわらず、静養室におい

て、同項各号の利用者の数を超えて指定短期入所生活介護を行う

ことができるものとする。

（指定通所介護事業所等との併設）

第１８１条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又は

これに相当するサービス（以下「基準該当短期入所生活介護」と

いう。）の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入

所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事業所、指定認

知症対応型通所介護事業所 （指定地域密着型サービス基準

省令第５２条第１項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。）若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型サービス基準省令第６３条第１項に規定する指定小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定通

所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。

（準用）

第１８７条 第１０条 か ら 第１４条 ま で、第１７条、第２０条、第２２条、第２７

条、第３４条 か ら 第３７条 ま で、第３８条（第５項 及 び 第６項 を 除

く。）、第３９条から第４１条まで、第５６条、第１０８条、第１１０条、第

１１１条、第１４７条 及 び 第４節（第１５４条 第１項 及 び 第１６８条 を 除

く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用

する。この場合において、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問

介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２２

条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当短期入所生活介護」と、第３４条中「訪問介護員

等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１０８条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」

と、第１５４条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定

短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１６０条中

「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第１６５条第２

（通所リハビリテーション計画の作成）

第１４１条 省略

２～５ 省略

（定員の遵守）

第１６５条 省略

（指定通所介護事業所等との併設）

第１８１条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又は

これに相当するサービス（以下「基準該当短期入所生活介護」と

いう。）の事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入

所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事業所若しくは

指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準

省令第５２条第１項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。）若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型サービス基準省令第６３条第１項に規定する指定小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定通

所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。

（準用）

第１８７条 第１０条 か ら 第１４条 ま で、第１７条、第２０条、第２２条、第２７

条、第３４条 か ら 第３７条 ま で、第３８条（第５項 及 び 第６項 を 除

く。）、第３９条から第４１条まで、第５６条、第１０８条、第１１０条、第

１１１条、第１４７条 及 び 第４節（第１５４条 第１項 及 び 第１６８条 を 除

く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用

する。この場合において、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問

介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２２

条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当短期入所生活介護」と、第３４条中「訪問介護員

等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第１０８条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」

と、第１５４条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定

短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１６０条中

「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第１６５条第２
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項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとす

る。

第３節 設備に関する基準

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次

のとおりとする。

�～� 省略

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入

所療養介護事業所については、次に掲げる要件に適合するこ

と。

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者

１人につき６．４平方メートル以上とすること。

イ・ウ 省略

２・３ 省略

第１１章 特定施設入居者生活介護

第１節 基本方針

第２１６条 省略

２ 省略

（従業者の員数）

第２１７条 省略

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入

居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第２０２条

第２項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入

居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（同

条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営さ

れている場合は、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員

数は、次のとおりとする。

� 省略

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者の数及び介護予防サービスの利用者の数に１０分の３を乗じ

て得た数の合計数

が３又はその端数を増すごとに１

を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

３～８ 省略

第２２２条 削除

項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとす

る。

第３節 設備に関する基準

第１９０条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次

のとおりとする。

�～� 省略

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入

所療養介護事業所については、次に掲げる要件に適合するこ

と。

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者

１人につき６．４平方メートル とすること。

イ・ウ 省略

２・３ 省略

第１１章 特定施設入居者生活介護

第１節 基本方針

第２１６条 省略

２ 省略

３ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合にあっては、第５節に規定する外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の事業を行うこととする。

（従業者の員数）

第２１７条 省略

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入

居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第２０２条

第２項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入

居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（同

条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営さ

れている場合は、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員

数は、次のとおりとする。

� 省略

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者 及び介護予防サービスの利用者のうち要介護認定等に

係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」という。）

第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者

の数が３又はその端数を増すごとに１に、介護予防サービス

の利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支

援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すごとに

１を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

３～８ 省略

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）

第２２２条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームであ

る指定特定施設において指定特定施設入居者生活介護（利用期間

を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。）を提供す

る指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設入居

者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用

者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思

を確認しなければならない。
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（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び

技能の向上等）

第２５７条 省略
さん

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸

与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び

向上に努めなければならない。

（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２条 愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章 省略

第２章 削除

第３章 介護予防訪問入浴介護

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第５１条の２―第５７条）

第５節・第６節 省略

第４章～第６章 省略

第７章 削除

第８章 介護予防通所リハビリテーション

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第１１９条の２―第１２４条）

第５節 省略

第９章～第１４章 省略

附則

第２章 削除

第５条から第４７条まで 削除

（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び

技能の向上等）

第２５７条 省略

目次

第１章 省略

第２章 介護予防訪問介護

第１節 基本方針（第５条）

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条）

第３節 設備に関する基準（第８条）

第４節 運営に関する基準（第９条―第３９条）

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（第４０条―第４２条）

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４３条―第

４７条）

第３章 介護予防訪問入浴介護

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第５２条 ―第５７条）

第５節・第６節 省略

第４章～第６章 省略

第７章 介護予防通所介護

第１節 基本方針（第９７条）

第２節 人員に関する基準（第９８条・第９９条）

第３節 設備に関する基準（第１００条）

第４節 運営に関する基準（第１０１条―第１０８条）

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（第１０９条―第１１２条）

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１３条―

第１１６条）

第８章 介護予防通所リハビリテーション

第１節～第３節 省略

第４節 運営に関する基準（第１２０条 ―第１２４条）

第５節 省略

第９章～第１４章 省略

附則

第２章 介護予防訪問介護

第１節 基本方針

第５条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下

「指定介護予防訪問介護」という。）の事業は、その利用者が可

能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図

り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全

改 正 後 改 正 前
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般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回

復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。

第２節 人員に関する基準

（訪問介護員等の員数）

第６条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予

防訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定介護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問

介護員等（指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は

法第８条の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この

節から第５節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、

２．５以上とする。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所

ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定介護予防

訪問介護事業者が指定訪問介護事業者（愛媛県指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年愛媛県条例第６２号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第６条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護

の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規

定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護の利用者。以下

この条において同じ。）の数が４０又はその端数を増すごとに１人

以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合

において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の

数に応じて常勤換算方法によることができる。

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新たに

法第５３条第１項本文の指定を受ける場合は、推定数による。

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス

等基準省令」という。）第５条第４項の厚生労働大臣が定める者

であって、専ら指定介護予防訪問介護に従事するものをもって充

てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪問

介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。）第

３条の４第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問介護事業

所（指定地域密着型サービス基準省令第６条第１項に規定する指

定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することができ

る。

５ 知事は、指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪

問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第６条第１項から第４項ま

でに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第７条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事
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業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定介護予防訪問介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができる。

第３節 設備に関する基準

第８条 指定介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うため

に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪

問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

２ 知事は、指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪

問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第８条第１項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

第４節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第９条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に

対し、第２７条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護

員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を、文書の交付その他規則で定める方法に

より明示して説明し、当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。

（提供拒否の禁止）

第１０条 指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由なく指定介護

予防訪問介護の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第１１条 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介

護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サ

ービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申

込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問介護を提供することが困

難である場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への

連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第１２条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間

を確かめるものとする。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査

会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、指定介護予防訪問介護を提供するよう努めなければならな

い。

（要支援認定の申請に係る援助）

第１３条 指定介護予防訪問介護事業者は、要支援認定を受けていな

い利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われている

かどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援（これに相当す

るサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、利用者が受けている要支援認定の
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更新の申請が遅くとも当該要支援認定の有効期間が終了する３０日

前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第１４条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催する

サービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定

介護予防支援等基準省令」という。）第３０条第９号に規定するサ

ービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（介護予防支援事業者等との連携）

第１５条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供

の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行

うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報

の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）

第１６条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第８３条の９各号のいず

れにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、

介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨

を市町村に対して届け出ること等により介護予防サービス費の支

給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者

に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給

を受けるために必要な援助を行わなければならない。

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）

第１７条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画

（省令第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同

じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防

訪問介護を提供しなければならない。

（介護予防サービス計画等の変更の援助）

第１８条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービ

ス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援

事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第１９条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証

する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求

められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならな

い。

（サービスの提供の記録）

第２０条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を

提供したときは、当該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容、

当該指定介護予防訪問介護について法第５３条第４項の規定により

利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必

要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又は

これに準ずる書面に記載しなければならない。
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２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供

したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとと

もに、当該利用者から申出があったときは、文書の交付その他適

切な方法により、記録したサービスの内容等を当該利用者に提供

しなければならない。

（利用料等の受領）

第２１条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定介護予防訪問介護を提供したときは、利用者から、

利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護に係る介護予防

サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問介護事業者に支払

われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防訪問介護を提供した際に利用者から支払を受

ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービ

ス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ

ばならない。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、前２項の規定により支払を受

ける利用料の額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の規則で定める費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第２２条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場

合は、提供した指定介護予防訪問介護の内容、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交

付しなければならない。

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第２３条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同

居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせて

はならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第２４条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を

受けている利用者が、正当な理由なく指定介護予防訪問介護の利

用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進

させたと認められる場合若しくは要介護状態になったと認められ

る場合又は偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、若し

くは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならない。

（緊急時等の対応）

第２５条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の業務）

第２６条 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予

防訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなけれ

ばならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪

問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な
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指揮命令を行うものとする。

３ サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責

任者をいう。以下この節及び次節において同じ。）は、次に掲げ

る業務を行うものとする。

� 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をするこ

と。

� 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把

握すること。

� サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連

携に関すること。

� 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条にお

いて同じ。）に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示す

るとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

� 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

� 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施する

こと。

� 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

� その他サービス内容の管理について必要な業務を実施するこ

と。

（運営規程）

第２７条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第２８条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の

事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調

理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介護等」とい

う。）を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支

援に偏ることがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第２９条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定

介護予防訪問介護を提供できるよう、指定介護予防訪問介護事業

所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所

ごとに、当該指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等によっ

て指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上の

ための研修の機会を確保しなければならない。

（衛生管理等）

第３０条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保

持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所

の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな

い。

（掲示）
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第３１条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事

業所の見やすい場所に、第２７条に規定する重要事項に関する規程

の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しておかなければ

ならない。

（秘密保持等）

第３２条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事

業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第３３条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事

業所について、虚偽の又は誇大な広告をしてはならない。

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）

第３４条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又は

その従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用

させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。

（苦情処理）

第３５条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪

問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要

な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けたとき

は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介

護に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件

の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員が行う質問若し

くは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市町村が

行う調査に協力しなければならない。この場合において、市町村

から指導又は助言を受けたときは、当該指定介護予防訪問介護事

業者は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めな

ければならない。

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、市町村から求めがあったとき

は、前項の指導又は助言への対応の内容を市町村に報告しなけれ

ばならない。

５ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介

護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

（以下「連合会」という。）が行う法第１７６条第１項第３号の調

査に協力するとともに、連合会から同号の規定による指導又は助

言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う

よう努めなければならない。

６ 指定介護予防訪問介護事業者は、連合会から求めがあったとき

は、前項の指導又は助言への対応の内容を連合会に報告しなけれ

ばならない。
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（地域との連携）

第３６条 指定介護予防訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、提供した指定介護予防訪問介護に関する利用者からの苦情

に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。

（事故発生時の対応）

第３７条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該

利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際してとった処置について記録しなければならない。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第３８条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事

業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事

業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

（記録の整備及び保存）

第３９条 指定介護予防訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

訪問介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準

（指定介護予防訪問介護の基本取扱方針）

第４０条 指定介護予防訪問介護は、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供する指定介護予防訪問介

護の質の評価を自ら行い、常にその改善を図らなければならな

い。

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護が、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを

常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努

めなければならない。

５ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供

に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならない。

（指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針）

第４１条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第５

条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次のとおりとする。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じること等

の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

� サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全
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般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防訪問介護の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成する

こと。

� サービス提供責任者は、既に介護予防サービス計画が作成さ

れている場合は、当該計画の内容に沿って介護予防訪問介護計

画を作成すること。

� サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得ること。

� サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成したと

きは、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付すること。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介

護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うこと。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方

法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもって、これを行うこと。

� サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサー

ビスの提供の開始時から、毎月少なくとも１回、当該介護予防

訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービ

スの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防

サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すると

ともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供

を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回、当該介護予防

訪問介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタ

リング」という。）を行うこと。

� サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録するとと

もに、当該結果の記録を当該サービスの提供に係る介護予防サ

ービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するこ

と。

	 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うこと。この場合に

おいては、前各号の規定を準用する。

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点）

第４２条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効

果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わ

なければならない。


 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、

介護予防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準

省令第３０条第７号に規定するアセスメントをいう。以下同

じ。）において把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供

による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟な

サービス提供に努めること。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用

者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮すると

ともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等によ

る支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮し

なければならないこと。

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（訪問介護員等の員数）
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第４３条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又

はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防訪問介護」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防訪問介護事

業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介

護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等

（基準該当介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節に

おいて同じ。）の員数は、３人以上とする。

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介

護事業所ごとに、訪問介護員等のうち１人以上の者をサービス提

供責任者としなければならない。

３ 知事は、基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護

（指定居宅サービス等基準条例第４３条第１項に規定する基準該当

訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合は、同項及び同

条第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前

２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第４４条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪

問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、基準該当介護予防訪問介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該管理者は、当該基準該当介護予防訪問介

護事業所の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができる。

（設備及び備品等）

第４５条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行う

ために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問介

護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

２ 知事は、基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護

の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運

営されている場合は、指定居宅サービス等基準条例第４５条第１項

に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第４６条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、そ

の同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさ

せてはならない。ただし、当該利用者に対する介護予防訪問介護

が規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基

づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準

該当介護予防訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者

の意向、当該利用者に係る次条において準用する第４１条第２号の

介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当介護

予防訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪

問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。

（準用）

第４７条 第１節、第４節（第１６条、第２１条 第１項、第２３条、第２８条

並びに第３５条第５項及び第６項を除く。）及び前節の規定は、基

準該当介護予防訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２０条第１項中「内容、当該指定介護予防訪問介護につい

て法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介

護予防サービス費の額」とあるのは「内容」に、第２１条第２項及
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（従業者の員数）

第４９条 省略

２ 省略

３ 知事は、指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護

事業者（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号。以下

「指定居宅サービス等基準条例」という。）第４９条第１項に規定

する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴

介護（指定居宅サービス等基準条例第４８条に規定する指定訪問入

浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準条例第４９

条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第４節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第５１条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第５５条に規定する重要事項に関する規程の概

要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、文書の交

付その他規則で定める方法により明示して説明し、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならない。

（提供拒否の禁止）

第５１条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく

指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第５１条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予

防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通

常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘

案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を

提供することが困難である場合は、当該利用申込者に係る介護予

防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事

業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。

（受給資格等の確認）

第５１条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供を求められたときは、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定

の有効期間を確かめるものとする。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に認定

審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮

して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するよう努めなければな

らない。

（要支援認定の申請に係る援助）

第５１条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、要支援認定を受

けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行わ

び第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」に、第２１条第

３項中「前２項」とあるのは「前項」に、第２６条第３項中「第６

条第２項」とあるのは「第４３条第２項」と読み替えるものとす

る。

（従業員の員数）

第４９条 省略

２ 省略

３ 知事は、指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護

事業者（指定居宅サービス等基準条例

第４９条第１項に規定

する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴

介護（指定居宅サービス等基準条例第４８条に規定する指定訪問入

浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準条例第４９

条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第４節 運営に関する基準
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れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相

当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、利用者が受けている要支援認

定の更新の申請が遅くとも当該要支援認定の有効期間が終了する

３０日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第５１条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業

者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７

号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。）第３０条第９

号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな

らない。

（介護予防支援事業者等との連携）

第５１条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な

指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対

する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）

第５１条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第８３条の

９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその

家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者

に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により介護予防サ

ービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予

防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サー

ビス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならな

い。

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）

第５１条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービ

ス計画（省令第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。

以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介

護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

（介護予防サービス計画等の変更の援助）

第５１条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予

防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護

予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければなら

ない。

（身分を証する書類の携行）

第５１条の１２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入

浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利
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用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を

指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第５１条の１３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護を提供したときは、当該指定介護予防訪問入浴介護の

提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３

条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サ

ービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計

画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならな

い。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護を提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、当該利用者から申出があったときは、文書の交付

その他適切な方法により、記録したサービスの内容等を当該利用

者に提供しなければならない。

第５２条 省略

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第５２条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支

払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に交付しなければならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第５２条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護を受けている利用者が、正当な理由なく指定介護予防

訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援

状態の程度を増進させたと認められる場合若しくは要介護状態に

なったと認められる場合又は偽りその他不正な行為によって保険

給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を

付してその旨を市町村に通知しなければならない。

第５５条 省略

（勤務体制の確保等）

第５５条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適

切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防

訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務

の体制を定めておかなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予

防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供

しなければならない。

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従

業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。

（衛生管理等）

第５５条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入

浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び

備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

（掲示）

第５５条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護事業所の見やすい場所に、第５５条に規定する重要事項

第５２条 省略

第５５条 省略
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に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しておかなければならない。

（秘密保持等）

第５５条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な

理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入

浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等に

おいて、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の

同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第５５条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護事業所について、虚偽の又は誇大な広告をしてはなら

ない。

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）

第５５条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事

業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービ

スを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。

（苦情処理）

第５５条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介

護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた

ときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪

問入浴介護に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その

他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員が行う

質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力しなければならない。この場合におい

て、市町村から指導又は助言を受けたときは、当該指定介護予防

訪問入浴介護事業者は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行うよう努めなければならない。

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村から求めがあった

ときは、前項の指導又は助言への対応の内容を市町村に報告しな

ければならない。

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪

問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体

連合会（以下「連合会」という。）が行う法第１７６条第１項第３

号の調査に協力するとともに、連合会から同号の規定による指導

又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行うよう努めなければならない。

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、連合会から求めがあった

ときは、前項の指導又は助言への対応の内容を連合会に報告しな

ければならない。

（地域との連携）
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第５５条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営

に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用

者からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。

（事故発生時の対応）

第５５条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する

指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業

者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事

故に際してとった処置について記録しなければならない。

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第５５条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防

訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなけ

ればならない。

第５７条 削除

（準用）

第６３条

第１節、第４節（第５１条

の９、第５２条第１項、第５５条の８第５項及び第６項並びに第５７条

を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の

事業について準用する。この場合において、第５１条の２及び第５５

条の４中「第５５条

」とあるのは「第６３条において準用す

る第５５条」と、第５１条の１３第１項中「内容、当該指定介護予防訪

問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」

と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防

訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、第

３０条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第５２条

第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問

入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第５２条の２中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」と

あるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものと

する。

（看護師等の員数）

第６５条 省略

２ 前項第１号アの看護職員のうち１名は、常勤でなければならな

（準用）

第５７条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２４条及び第２９条から第

３８条までの規定は、指定介護予防訪問入浴介護の事業について準

用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」と

あるのは「介護予防訪問入浴介護事業者」と、第９条及び第３１条

中「第２７条」とあるのは「第５５条」と、第３０条第２項中「設備及

び備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その

他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

（準用）

第６３条 第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、

第２４条、第２９条から第３４条まで、第３５条（第５項及び第６項を除

く。）及び第３６条から第３８条まで並びに第１節、第４節（第５２条

第１項及び 第５７条

を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の

事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪

問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と、第

９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第６３条において準用す

る第５５条」と、第２０条第１項 中「内容、当該指定介護予防訪

問介護 について法第５３条第４項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」

と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防

訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、第

３０条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第５２条

第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問

入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

読み替えるものと

する。

（看護師等の員数）

第６５条 省略

２ 看護職員のうち１名は、常勤でなければならな
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い。

３ 省略

（準用）

第７５条 第５１条 の２、第５１条 の３、第５１条 の５か ら 第５１条 の７ま

で、第５１条の９から第５１条の１３まで、第５２条の２、第５２条の３、

第５４条及び第５５条の２から第５５条の１１までの規定は、指定介護予

防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師

等」と、第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」とあるのは「第

７３条」と、第５１条の７中「心身の状況」とあるのは「心身の状

況、病歴」と、第５５条の３第２項中「介護予防訪問入浴介護に用

いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品

等」と読み替えるものとする。

（準用）

第８５条 第５１条の２から第５１条の７まで、第５１条の９から第５１条の

１３まで、第５２条の２、第５２条の３ 、第５４

条、第５５条の２から第５５条の５まで、第５５条の７から第５５条の１１

まで及び第６９条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーション

の事業について準用する。この場合において、これらの規定中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士」と、第５１条の２及び第５５条の４中「第５５

条」とあるのは「第８３条」と、第５１条の７中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第５５条の３第２項中「介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは

「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第８７条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第

７９条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次のとおりとする。

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、

主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当

者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防訪問リハビ

リテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の

作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援

等基準省令第２条に規定する担当職員、介護予防サービス計画

の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の

関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をい

う。以下同じ。）を通じること等の適切な方法により、利用者

の病状及び心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常

生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

�～� 省略

� 知事は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定

介護予防通所リハビリテーション事業者（第１１８条第１項に規

定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。）

の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等

を通じて、利用者の病状、心身の状況及び希望並びにその置か

れている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リ

ハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標

及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供の内容につ

いて整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作

成した場合は、第１２６条第２号から第５号までに規定する介護

い。

３ 省略

（準用）

第７５条 第９条、第１０条、第１２条から第１４条まで、第１６条から第２０

条まで、第２２条、第２４条、第２９条から第３８条まで及び第５４条

の規定は、指定介護予

防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「訪問介護員等 」とあるのは「看護師

等」と、第９条及び第３１条中「第２７条 」とあるのは「第

７３条」と、第１４条 中「心身の状況」とあるのは「心身の状

況、病歴」と

読み替えるものとする。

（準用）

第８５条 第９条から第１４条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、

第２４条、第２９条から第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第５４

条

及び第６９条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーション

の事業について準用する。この場合において、これらの規定中

「訪問介護員等 」とあるのは「理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士」と、第９条及び第３１条中「第２７条

」とあるのは「第８３条」と、第１４条 中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と

読み替えるものとする。

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第８７条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第

７９条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次のとおりとする。

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、

主治の医師又は 歯科医師からの情報伝達、サービス担当者

会議

を通じること等の適切な方法により、利用者

の病状及び心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常

生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

�～� 省略
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予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことを

もって、第２号から前号までに規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（準用）

第９４条 第５１条 の２か ら 第５１条 の７ま で、第５１条 の１０、第５１条 の

１２、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３ 、第

５４条、第５５条の２から第５５条の５まで、第５５条の７から第５５条の

１１まで及び第６９条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事

業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護

予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指

導従業者」と、第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」とあるの

は「第９２条」と、第５１条の７中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況、病歴、服薬歴」と、第５１条の１２中「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第５５条の３第２項中「介護予防訪

問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは

「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

第７章 削除

第９７条から第１１６条まで 削除

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（準用）

第９４条 第９条 か ら 第１４条 ま で、第１７条、第１９条、第２０条、第２２

条、第２４条、第２９条から第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第

５４条

及び第６９条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事

業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問

介護員等 」とあるのは「介護予防居宅療養管理指

導従業者」と、第９条及び第３１条中「第２７条 」とあるの

は「第９２条」と、第１４条 中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況、病歴、服薬歴」と、第１９条 中「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と

読み替えるものとする。

第７章 介護予防通所介護

第１節 基本方針

第９７条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（以下

「指定介護予防通所介護」という。）の事業は、その利用者が可

能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第９８条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下「指定介護予

防通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定介護予防通所介護事業所」という。）ごとに有すべき従業

者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防通所介護従業

者」という。）の員数は、次のとおりとする。

	 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごとに、指定介

護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該

指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計を当該指定介護予防通所介護を提供している

時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要

と認められる数


 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 指定介護予防通所介護の単位（指定介護予防通所介護

であって、その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体

的に行われるものをいう。以下この条において同じ。）ごと

に、専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が

１以上確保されるために必要と認められる数

� 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介

護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指

定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい
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る時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護を提供している

時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して

得た数が利用者（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項に規

定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護

（指定居宅サービス等基準条例第９９条に規定する指定通所介護

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介

護予防通所介護又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次

節において同じ。）の数が１５人以下の場合にあっては１以上、

１５人を超える場合にあっては１５を超える部分の数を５で除して

得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる

数

� 機能訓練指導員 １以上

２ 前項の規定にかかわらず、当該指定介護予防通所介護事業所の

利用定員（当該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定

介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下

である場合は、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通

所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供している

時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定介護予防

通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために

必要と認められる数とすることができる。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の単位

ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の規定の適用を受ける場

合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第６項に

おいて同じ。）を、常時１人以上当該指定介護予防通所介護に従

事させなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の

処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通所介護の単位の介

護職員として従事することができる。

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当

該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができ

るものとする。

６ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。

７ 地域密着型特別養護老人ホーム（愛媛県特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第

６１号。以下「特別養護老人ホーム基準条例」という。）第４４条に

規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）又

は指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基

準省令第１３０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。以下同じ。）に指定介護予防通所介護事業所が併設さ

れる場合において、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定

地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員又は機能訓練指導員に

より当該指定介護予防通所介護事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、第１項の規定にかかわらず、当該指

定介護予防通所介護事業所には、生活相談員又は機能訓練指導員

を置かないことができる。

８ 知事は、指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の
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指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通

所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項から第７項

までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第９９条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該管理者は、当該指定介護予防通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができる。

第３節 設備に関する基準

第１００条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静

養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所介護の提供に必要

なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

２ 前項の設備の基準は、次のとおりとする。

� 食堂及び機能訓練室

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする

こと。

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に

支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所を食堂及び

機能訓練室とすることができること。

� 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしない

よう配慮されていること。

３ 第１項の設備は、専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介

護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 知事は、指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通

所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項から第３項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第４節 運営に関する基準

（利用料の受領）

第１０１条 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防通所介護を提供したときは、利用者か

ら、利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護に係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防通所介護を提供した際に利用者から支払を受

ける利用料の額と、指定介護予防通所介護に係る介護予防サービ

ス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ

ばならない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、前２項の規定により支払を受

ける利用料の額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。
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４ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の規則で定める費用に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければならない。

（運営規程）

第１０２条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防通所介護の利用定員

� 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第１０３条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指

定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介護予防通所介護事

業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所

ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の従業者によって指定

介護予防通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の

処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資

質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第１０４条 指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定

介護予防通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第１０５条 指定介護予防通所介護事業者は、非常災害が発生した場

合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定

めた計画（以下「事業所防災計画」という。）を策定し、当該指

定介護予防通所介護事業所の見やすい場所に掲示しておかなけれ

ばならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、事業所防災計画に基づき、非

常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに

利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、こ

れらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避

難、救出等の必要な訓練を行わなければならない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の訓練の結果に基づき、

事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災

計画の見直しを行うものとする。

４ 指定介護予防通所介護事業者は、非常災害が発生した場合に従

業者及び利用者が当該指定介護予防通所介護事業所において当面

の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬

品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（衛生管理等）

第１０６条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管
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理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、当該指定介護予防通所介護事

業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。

（記録の整備及び保存）

第１０７条 指定介護予防通所介護事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

通所介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。

（準用）

第１０８条 第９条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３１条から第３８条まで及び第５４条の規定は、指定介護予防通

所介護の事業について準用する。この場合において、第９条及び

第３１条 中「第２７条」と あ る の は「第１０２条」と、「訪 問 介 護 員

等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第２５条中「訪問

介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み替える

ものとする。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準

（指定介護予防通所介護の基本取扱方針）

第１０９条 指定介護予防通所介護は、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、提供する指定介護予防通所介

護の質の評価を自ら行うとともに、主治の医師又は歯科医師との

連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供

に当たり、指定介護予防通所介護が単に利用者の運動器の機能の

向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身の機能に

着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身の機能の改

善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする

ものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければ

ならない。

４ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努

めなければならない。

５ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供

に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならない。

（指定介護予防通所介護の具体的取扱方針）

第１１０条 指定介護予防通所介護の方針は、第９７条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次のとおりとす

る。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じること等

の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利

用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防通

所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介
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護計画を作成すること。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、既に介護予防サー

ビス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って介

護予防通所介護計画を作成すること。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護

計画を作成したときは、当該介護予防通所介護計画を利用者に

交付すること。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介

護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うこと。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方

法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもって、これを行うこと。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護

計画に基づくサービスの提供の開始時から、毎月少なくとも１

回、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用

者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事

業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載し

たサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１

回、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握（以下この条

において「モニタリング」という。）を行うこと。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結

果を記録するとともに、当該結果の記録を当該サービスの提供

に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業

者に報告すること。

	 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結

果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行う

こと。この場合においては、前各号の規定を準用する。

（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点）

第１１１条 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防の

効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行

わなければならない。


 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、

介護予防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準

省令第３０条第７号に規定するアセスメントをいう。以下同

じ。）において把握された課題、指定介護予防通所介護の提供

による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟な

サービスの提供に努めること。

� 指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供に当たって

は、国内外の文献等において有効性が確認されている等適切な

ものを提供すること。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、

利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危

険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこと

とし、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通

じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
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（安全管理体制等の確保）

第１１２条 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時

の要領を記載した書面等を作成し、従業者に周知徹底を図るとと

もに、速やかに主治の医師への連絡を行うことができるよう、緊

急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、転

倒等を防止するための環境の整備に努めなければならない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、事

前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認すると

ともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなけれ

ばならない。

４ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っている

ときにおいても、利用者の体調の変化に常に注意し、病状の急変

等が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連

絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（従業者の員数）

第１１３条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護

又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防通所介

護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当

介護予防通所介護事業所」という。）ごとに有すべき従業者（以

下この節において「介護予防通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。

� 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ごとに、当

該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談

員（専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防

通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる数

� 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位（基準該当介護

予防通所介護であって、その提供が同時に１又は複数の利用者

に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同

じ。）ごとに、専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当

たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数

� 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基

準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に介護職員（専

ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）

が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介

護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」と

いう。）で除して得た数が利用者（当該基準該当介護予防通所

介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所

介護（指定居宅サービス等基準条例第１３２条第１項に規定する

基準該当通所介護をいう。以下同じ。）の事業とを同一の事業

所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所

における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護の利

用者。以下この節において同じ。）の数が１５人以下の場合にあ

っては１以上、１５人を超える場合にあっては１に、１５を超える

５又はその端数を増すごとに１を加えた数以上確保されるため

に必要と認められる数

� 機能訓練指導員 １以上

２ 前項の規定にかかわらず、当該基準該当介護予防通所介護事業
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所の利用定員（当該基準該当介護予防通所介護事業所において同

時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）が１０人以下で

ある場合は、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当介護予防

通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護を提供し

ている時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該基準該

当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している

時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保さ

れるために必要と認められる数とすることができる。

３ 基準該当介護予防通所介護事業者は、基準該当介護予防通所介

護の単位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の規定の適用を

受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項にお

いて同じ。）を、常時１人以上当該基準該当介護予防通所介護に

従事させなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の

処遇に支障がない場合は、他の基準該当介護予防通所介護の単位

の介護職員として従事することができる。

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当

該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することが

できるものとする。

６ 知事は、基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護

の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運

営されている場合は、指定居宅サービス等基準条例第１３２条第１

項から第５項までに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

（管理者）

第１１４条 基準該当介護予防通所介護事業所は、専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予

防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者は、当

該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

る。

（設備及び備品等）

第１１５条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場

所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための

場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当介護予防通所

介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなら

ない。

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする

こと。

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に

支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所を食事を行

う場所及び機能訓練を行う場所とすることができること。

� 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が

漏えいしないよう配慮されていること。

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該基準該当介護予防通所介護の
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第４節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第１１９条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法

定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンを提供したときは、利用者から、利用料の一部として、当該

指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費

用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領

サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提

供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防

通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との

間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の規定

により支払を受ける利用料の額のほか、規則で定める費用の額の

支払を利用者から受けることができる。

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項の規則で

定める費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（緊急時等の対応）

第１１９条の３ 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指

定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならな

い。

事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対

する基準該当介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この

限りでない。

４ 知事は、基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指

定居宅サービス等基準条例第１３４条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第１１６条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２４条、第２５条、第３１条から第３４条まで、第３５条（第５項及

び第６項を除く。）、第３６条から第３８条まで及び第５４条並びに第

１節、第４節（第１０１条第１項及び第１０８条を除く。）及び前節の

規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第

１１６条において準用する第１０２条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「介護予防通所介護従業者」と、第２０条第１項中「内容、当該

指定介護予防訪問介護について法第５３条第４項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」

と、第３１条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従

業者」と、第１０１条第２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。

第４節 運営に関する基準
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第１２１条 省略

（勤務体制の確保等）

第１２１条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利

用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供で

きるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防

通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハ

ビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所

リハビリテーション従業者の資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。

（定員の遵守）

第１２１条の３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利

用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行

ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第１２１条の４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非

常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体

制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所防災計画」とい

う。）を策定し、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業

所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、事業所防災計

画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連

携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備

し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知す

るとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなければならな

い。

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項の訓練の

結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応

じて事業所防災計画の見直しを行うものとする。

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害が発

生した場合に従業者及び利用者が当該指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所において当面の避難生活をすることができるよ

う、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努め

なければならない。

（準用）

第１２４条 第５１条の２から第５１条の７まで、第５１条の９から第５１条

の１１まで、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第５５条の４、

第５５条の５、第５５条の７から第５５条の１１まで及び第６９条の規定

は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護

従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」

と、第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」とあるのは「第１２１

条」と、第５１条の７中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

病歴」と

読み替えるも

のとする。

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第１２６条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第１１７条

第１２１条 省略

（準用）

第１２４条 第９条 か ら 第１４条 ま で、第１６条 か ら 第１８条 ま で、第２０

条、第２２条、第２４条、第２５条、第３１条、第３２条、第３４条から第３８

条まで、第６９条、第１０１条及び第１０３条から第１０５条まで の規定

は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等

」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」

と、第９条及び第３１条中「第２７条 」とあるのは「第１２１

条」と、第１４条 中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

病歴」と、第１０３条第３項中「介護予防通所介護従業者」とある

のは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるも

のとする。

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第１２６条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第１１７条
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に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次のとおりとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、

主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当

者会議若しくはリハビリテーション会議を通じること等の適切

な方法により、利用者の病状及び心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこ

と。

�～� 省略

� 知事は、指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定

介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議（医師が参加するものに限

る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況及び希望

並びにその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテ

ーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの

提供の内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテー

ション計画を作成した場合は、第８７条第２号から第５号までに

規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

満たすことをもって、第２号から前号までに規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意

点）

第１２７条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって

は、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に

留意しながら行わなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの

提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介護

予防支援等基準省令第３０条第７号に規定するアセスメントをい

う。）において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効

率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

�・� 省略

（従業者の員数）

第１３０条 省略

２～６ 省略

７ 地域密着型特別養護老人ホーム（愛媛県特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第

６１号。以下「特別養護老人ホーム基準条例」という。）第４４条に

規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）又

は指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基

準省令第１３０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。以下同じ。）に指定介護予防短期入所生活介護事業所

が併設される場合において、当該地域密着型特別養護老人ホーム

又は指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定介護

予防短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われ

ると認められるときは、第１項及び第４項の規定にかかわらず、

に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次のとおりとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、

主治の医師又は 歯科医師からの情報伝達、サービス担当者

会議 を通じること等の適切

な方法により、利用者の病状及び心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこ

と。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意

点）

第１２７条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって

は、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に

留意しながら行わなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの

提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント

において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効

率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

�・� 省略

（従業者の員数）

第１３０条 省略

２～６ 省略

７ 地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福

祉施設

に指定介護予防短期入所生活介護事業所

が併設される場合において、当該地域密着型特別養護老人ホーム

又は指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定介護

予防短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われ

ると認められるときは、第１項及び第４項の規定にかかわらず、
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当該指定介護予防短期入所生活介護事業所には、医師を置かない

ことができる。

８～１０ 省略

（定員の遵守）

第１４０条 省略

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支

援等基準省令第２条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防

短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予

防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期

入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用

者の処遇に支障がないときは、前項の規定にかかわらず、静養室

において、同項各号の利用者の数を超えて介護予防短期入所生活

介護を行うことができるものとする。

（衛生管理等）

第１４０条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の

使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（準用）

第１４３条 第５１条の３から第５１条の７まで、第５１条の９、第５１条の

１０、第５１条の１３、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の４

から第５５条の１１まで、第１２１条の２及び第１２１条の４の規定は、指

定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合

において、第５５条の４中「第５５条」とあるのは「第１３９条」と、

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所

生活介護従業者」と、第１２１条の２第３項中「介護予防通所リハ

ビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護

従業者」と読み替えるものとする。

（通則）

第１５２条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定

介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少

数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居

室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。

以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以

下この章並びに附則第１６項及び第１７項において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並び

に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

は、第１３２条、第４節（第１３６条、第１３９条、第１４０条 及 び 第１４３条

（第１２１条の２の準用に係る部分に限る。）を除く。）及び第５

節（第１４６条、第１４７条及び第１５１条を除く。）に定めるもののほ

か、この節の定めるところによる。

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設）

第１６５条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所

生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防

短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」とい

う。）は 、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の

当該指定介護予防短期入所生活介護事業所には、医師を置かない

ことができる。

８～１０ 省略

（定員の遵守）

第１４０条 省略

（準用）

第１４３条 第１０条 か ら 第１４条 ま で、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２４条、第３１条から第３８条まで、第５４条、第１０３条、第１０５条

及び第１０６条 の規定は、指

定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合

において、第３１条中「第２７条 」とあるのは「第１３９条」と、

「訪問介護員等 」とあるのは「介護予防短期入所

生活介護従業者」と、第１０３条第３項中「介護予防通所介護従業

者 」とあるのは「介護予防短期入所生活介護

従業者」と読み替えるものとする。

（通則）

第１５２条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定

介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少

数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居

室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。

以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以

下この章並びに附則第１６項及び第１７項において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並び

に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

は、第１３２条、第４節（第１３６条、第１３９条、第１４０条 及 び 第１４３条

（第１０３条 の準用に係る部分に限る。）を除く。）及び第５

節（第１４６条、第１４７条及び第１５１条を除く。）に定めるもののほ

か、この節の定めるところによる。

（指定介護予防通所介護事業所等 との併設）

第１６５条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所

生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防

短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」とい

う。）は、指定介護予防通所介護事業所、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の
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人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準省令」という。）第１３条に規定する指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所をいう。）若しくは指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準省令第４４

条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。

（従業者の員数）

第１６６条 省略

２・３ 省略

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律

の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として

必要とされる数の従業者に加えて、第１項に掲げる介護予防短期

入所生活介護従業者を確保するものとする。

５ 省略

（設備及び備品等）

第１６９条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲

げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護

を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければ

ならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等

の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業

所の効率的な運営が可能であり、かつ、当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短

期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室

を除き、これらの設備を設けないことができる。

�～� 省略

２～４ 省略

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携）

第１７０条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当

介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。

（準用）

第１７１条 第５１条の３から第５１条の７まで、第５１条の１０、第５１条の

１３、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の４から第５５条の

７まで、第５５条の８（第５項及び第６項を除く。）、第５５条の９

から第５５条の１１まで、第１２１条の２、第１２１条の４、第１２９条並び

に第４節（第１３６条第１項及び第１４３条を除く。）及び第５節の規

定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第５１条の１３第１項中「内容、当該指定介

護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者

に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第５２条の２中「法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期

入所生活介護」と、第５５条の４中「第５５条」とあるのは「第１７１

条において準用する第１３９条」と、「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１２１

条の２第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１３６条第２項

中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準省令」という。）第１３条に規定する指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所をいう。）

又は社会福祉施設（以下「指定介護予防通所介護事業

所等 」という。）に併設しなければならない。

（従業者の員数）

第１６６条 省略

２・３ 省略

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律

の規定により指定介護予防通所介護事業所等 として

必要とされる数の従業者に加えて、第１項に掲げる介護予防短期

入所生活介護従業者を確保するものとする。

５ 省略

（設備及び備品等）

第１６９条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲

げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護

を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければ

ならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所等

の設備を利用することにより、当該指定介護予防通所介護事業所

等 及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業

所の効率的な運営が可能であり、かつ、当該指定介護予防通所介

護事業所等 の利用者等及び当該基準該当介護予防短

期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室

を除き、これらの設備を設けないことができる。

�～� 省略

２～４ 省略

（指定介護予防通所介護事業所等 との連携）

第１７０条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当

介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防通所

介護事業所等 との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。

（準用）

第１７１条 第１０条 か ら 第１４条 ま で、第１７条、第２０条、第２２条、第２４

条、第３１条から第３４条まで、第３５条

（第５項及び第６項を除く。）、第３６条から

第３８条 ま で、第５４条、第１０３条、第１０５条、第１０６条、第１２９条 並 び

に第４節（第１３６条第１項及び第１４３条を除く。）及び第５節の規

定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第２０条第１項 中「内容、当該指定介

護予防訪問介護 について法第５３条第４項の規定により利用者

に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条 中「法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防訪問介護 」とあるのは「基準該当介護予防短期

入所生活介護」と、第３１条中「第２７条 」とあるのは「第１７１

条において準用する第１３９条」と、「訪問介護員等

」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１０３

条第３項中「介護予防通所介護従業者 」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１３６条第２項

中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生
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活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１４０条第２項

中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第１４５条中「第１２９条」

とあるのは「第１７１条において準用する第１２９条」と、「前条」と

あるのは「第１７１条において準用する前条」と、第１４９条中「医師

及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとす

る。

第３節 設備に関する基準

第１７４条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基

準は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予

防短期入所療養介護事業所については、次に掲げる要件に適合

すること。

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積

は、利用者１人につき６．４平方メートル以上とすること。

イ・ウ 省略

２・３ 省略

（準用）

第１８１条 第５１条の３から第５１条の７まで、第５１条の９、第５１条の

１０、第５１条 の１３、第５２条 の２、第５２条 の３、第５４条、第５５条 の

４、第５５条 の５、第５５条 の７か ら 第５５条 の１１ま で、第１２１条 の

２、第１２１条の４、第１２２条、第１３４条、第１３５条第２項及び第１４１

条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用

する。この場合において、第５５条の４中「第５５条」とあるのは

「第１７８条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第１２１条の２第３項中

「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予

防短期入所療養介護従業者」と、第１３４条中「第１３９条」とあるの

は「第１７８条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とある

のは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとす

る。

（診療の方針）

第１８４条 医師の診療の方針は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 特殊な療法又は新しい療法等については、指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス

等基準省令」という。）第１９８条第５号の別に厚生労働大臣が

定めるもののほか行わないこと。

�・� 省略

（通則）

第１８９条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定

介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少

数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室

（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための

場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成さ

れる場所（以下この章及び附則第２０項において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備、運営及

び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

は、第１７５条、第１７７条、第１８０条、第１８１条（第１２１条の２の準用

活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

、第１４５条 中「第１２９条」

とあるのは「第１７１条において準用する第１２９条」と、「前条」と

あるのは「第１７１条において準用する前条」と、第１４９条中「医師

及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとす

る。

第３節 設備に関する基準

第１７４条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基

準は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予

防短期入所療養介護事業所については、次に掲げる要件に適合

すること。

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積

は、利用者１人につき６．４平方メートル とすること。

イ・ウ 省略

２・３ 省略

（準用）

第１８１条 第１０条 か ら 第１４条 ま で、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２４条、第３１条、第３２条、第３４条から第３８条まで、第５４条、

第１０３条、第１０５条

、第１２２条、第１３４条、第１３５条第２項及び第１４１

条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用

する。この場合において、第３１条中「第２７条 」とあるのは

「第１７８条」と、「訪 問 介 護 員 等 」と あ る の は

「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第１０３条第３項中「介

護予防通所介護従業者 」とあるのは「介護予

防短期入所療養介護従業者」と、第１３４条中「第１３９条」とあるの

は「第１７８条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とある

のは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとす

る。

（診療の方針）

第１８４条 医師の診療の方針は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 特殊な療法又は新しい療法等については、指定介護予防サー

ビス等基準省令

第１９８条第５号の別に厚生労働大臣が

定めるもののほか行わないこと。

�・� 省略

（通則）

第１８９条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定

介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少

数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室

（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための

場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成さ

れる場所（以下この章及び附則第２０項において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備、運営及

び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

は、第１７５条、第１７７条、第１８０条、第１８１条（第１０３条 の準用
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に係る部分を除く。）及び第１８２条から第１８５条までに定めるもの

のほか、この節の定めるところによる。

第１１章 介護予防特定施設入居者生活介護

第１節 基本方針

第２０２条 省略

２ 省略

（従業者の員数）

第２０３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護

予防特定施設ごとに有すべき指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

� 省略

� 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）又は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下

「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支

援状態区分に該当する者の数が３又はその端数を増すごとに

１に、利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する

要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すご

とに１を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入

居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第２１６条第２

項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（同条第１項に

規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事

業が同一の施設において一体的に運営されている場合は、前項の

規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次のとお

りとする。

� 省略

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者のうち認定省令第２条第１項第２号に規定する要支援状態

区分に該当する者及び居宅サービスの利用者の数及び利用者

の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数が３又はその端数を

増すごとに１に、利用者のうち認定省令第２条第１項第１号

に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端

数を増すごとに１を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

３～８ 省略

第２０８条 削除

に係る部分を除く。）及び第１８２条から第１８５条までに定めるもの

のほか、この節の定めるところによる。

第１１章 介護予防特定施設入居者生活介護

第１節 基本方針

第２０２条 省略

２ 省略

３ 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

を行う場合にあっては、第６節に規定する外部サービス利用型指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。

（従業者の員数）

第２０３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護

予防特定施設ごとに有すべき指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

� 省略

� 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）又は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下

「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支

援状態区分に該当する者の数が３又はその端数を増すごとに

１に、利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する

要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すご

とに１を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入

居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第２１６条第２

項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（同条第１項に

規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事

業が同一の施設において一体的に運営されている場合は、前項の

規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次のとお

りとする。

� 省略

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用

者のうち認定省令第２条第１項第２号に規定する要支援状態

区分に該当する者及び居宅サービスの利用者の数

が３又はその端数を

増すごとに１に、利用者のうち認定省令第２条第１項第１号

に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端

数を増すごとに１を加えた数以上とすること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

３～８ 省略

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）

第２０８条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームであ

る指定介護予防特定施設において指定介護予防特定施設入居者生

活介護を提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サ
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（準用）

第２１７条 第５１条の５、第５１条の６、第５２条の２から第５４条まで、

第５５条の４から第５５条の１１まで、第１２１条の４及び第１４０条の２の

規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において

、第５３条及び第５５条の４中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同条中「第５５

条」とあるのは「第２１２条」と読み替えるものとする。

（通則）

第２２５条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介

護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービ

ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下

この節において「基本サービス」という。）及び当該指定介護予

防特定施設の事業者が委託する事業者

（以下この節において

「受託介護予防サービス事業者」という。）により当該介護予防

特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以

下この節において「受託介護予防サービス」という。）をい

う。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備、運営及び

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、

第４節（第２０６条、第２１２条及び第２１６条を除く。）、第２１８条、第

２１９条、第２２２条及び第２２３条に定めるもののほか、この節の定め

るところによる。

（受託介護予防サービス事業者への委託）

第２３２条 省略

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指

定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者又は法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者

（次項において「指定事業者」という。）でなければならない。

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービス

の種類は、指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に

規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指

定居宅サービス等基準条例第９９条に規定する指定通所介護をい

う。以下同じ。）、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪

問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション

、指定介護予防通所リハビリテーション、第２３７条に規定

する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サー

ビス基準省令第４条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介

護並びに法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事

業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第１号訪

問事業」という。）に係るサービス及び同号ロに規定する第１号

通所事業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第

ービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であるこ

とを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護

予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供

するときは、前項に規定する利用者の同意を得た旨及び利用者の

氏名等が記載された書類を市町村（法第４１条第１０項の規定により

審査及び支払に関する事務を連合会に委託している場合にあって

は、当該連合会）に提出しなければならない。

（準用）

第２１７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２４条、第３１条 か ら 第３８条 ま

で、第５３条、第５４条、第１０５条及び第１０６条 の

規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において、第３１条中「第２７条」とあるのは「第

２１２条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従

業者」と、第５３条 中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同条中「第５５

条」とあるのは「第２１２条」と読み替えるものとする。

（通則）

第２２５条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介

護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービ

ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下

この節において「基本サービス」という。）及び当該指定介護予

防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者又は

指定地域密着型介護予防サービス事業者（以下この節において

「受託介護予防サービス事業者」という。）により当該介護予防

特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以

下この節において「受託介護予防サービス」という。）をい

う。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備、運営及び

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、

第４節（第２０６条、第２１２条及び第２１６条を除く。）、第２１８条、第

２１９条、第２２２条及び第２２３条に定めるもののほか、この節の定め

るところによる。

（受託介護予防サービス事業者への委託）

第２３２条 省略

２ 受託介護予防サービス事業者は 、指

定介護予防サービス事業者又は 指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者

でなければならない。

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービス

の種類は、指定介護予防訪問介護

、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪

問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通

所介護、指定介護予防通所リハビリテーション、第２３７条に規定

する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サー

ビス基準省令第４条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介

護
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１号通所事業」という。）に係るサービスとする。

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業

を提供する事業者と、

第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託す

る契約を締結するものとする。

� 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス

� 指定通所介護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行う事業

を含むものに限る。）に係るサービス

� 指定介護予防訪問看護

５～８ 省略

（読替え）

第２３４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護の事業についての第２１７条において準用する第５３条、第５４条第

２項、第５５条の４及び第５５条の６の規定の適用については、第

２１７条後段の規定にかかわらず

、第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第５４条第

２項中「及び次節の規定」とあるのは「、次節並びに第６節第４

款及び第５款に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業の運営に関する基準」と、第５５条の４中

「第５５条」とあるのは「第２３１条」と、「介護予防訪問入浴介護

従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業

者」と、第５５条の６中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあ

るのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業

所」とする。

２ 省略

（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び

技能の向上等）

第２４３条 省略
さん

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定介護予防福

祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。

（準用）

第２４８条 第５１条の２から第５１条の１３まで、第５２条の２、第５２条の

３ 、第５４条、第５５条の５から第５５条の１１まで並びに第１２１

条の２第１項及び第２項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の

事業について準用する。この場合において、第５１条の２中「第５５

条」とあるのは「第２４２条」と、「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第５１条の４中「以下

同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種

目」と、第５１条の８第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第５１条の１２中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第５１条の１３第１項中「提供日及び内容」とあ

るのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第５２

条の２中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第１２１条の２第

２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものと

する。

（介護予防福祉用具貸与計画の作成）

とする。

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、事業の開始に当たっては、指定介護予防訪問介護、指定介

護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護を提供する事業者と、

第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託す

る契約を締結するものとする。

５～８ 省略

（読替え）

第２３４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護の事業についての第２１７条において準用する第３１条、第３３条、

第５３条及び第５４条第２項 の規定の適用については、第

２１７条後段の規定にかかわらず、第３１条中「第２７条」とあるのは

「第２３１条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利

用型介護予防特定施設従業者」と、第３３条中「指定介護予防訪問

介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予

防サービス事業所」と、第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第５４条第

２項中「及び次節の規定」とあるのは「、次節並びに第６節第４

款及び第５款に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業の運営に関する基準」と

する。

２ 省略

（適切な研修の機会の確保

）

第２４３条 省略

（準用）

第２４８条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２４条、第３２条から第

３８条まで、第５４条並びに第１０３条第１項

及び第２項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の

事業について準用する。この場合において、第９条中「第２７条

」とあるのは「第２４２条」と、「訪問介護員等

」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１１条 中「以下

同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種

目」と、第１５条第２項 中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員等

」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第２０条第１項 中「提供日及び内容」とあ

るのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第２２

条 中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第１０３条第２項

中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものと

する。

（介護予防福祉用具計画 の作成）
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第２５１条 省略

２～７ 省略

（準用）

第２５３条 第５１条の２から第５１条の８まで、第５１条の１０から第５１条

の１３まで、第５２条の２、第５２条の３、第５４条、第５５条の５から第

５５条の７まで、第５５条の８（第５項及び第６項を除く。）、第５５

条の９から第５５条の１１まで並びに第１２１条の２第１項及び第２項

並 び に 第１節、第２節（第２３８条 を 除 く。）、第３節、第４節

（第２４１条第１項及び第２４８条を除く。）及び前節の規定は、基準

該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合におい

て、第５１条の２中「第５５条」とあるのは「第２５３条において準用

する第２４２条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第５１条の４中「以下同じ。）」とあ

るのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第５１条の

８第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第５１条の１２中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「従業者」と、第５１条の１３第１項中「提供日及び内容、当該指定

介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第５２条の２中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」と

あるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第１２１条の２第

２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第２４１条第２

項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具

貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第

３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

（準用）

第２６２条 第５１条の２から第５１条の８まで、第５１条の１０から第５１条

の１２まで、第５２条の３ 、第５４条、第５５条の３、第５５条

の５から第５５条の１１まで、第１２１条の２第１項及び第２項、第２４２

条から第２４４条まで並びに第２４６条の規定は、指定特定介護予防福

祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第５１条

の２中「第５５条」とあるのは「第２６２条において準用する第２４２

条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具

専門相談員」と、第５１条の４中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第５１条

の８第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第５１条の１２中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第１２１条の２第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」

と、第２４２条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第２４３

条第１項及び第２４４条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防

福祉用具」と、第２４６条中「第２４２条」とあるのは「第２６２条にお

いて準用する第２４２条」と読み替えるものとする。

附 則

（一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する

経過措置）

１８ 指定介護予防サービス等旧基準省令第１６５条に規定する一部ユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（ユニット部分で

行われるものに限る。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基 準 に つ い て は、第１２９条、第１３３条、第１３６条、第１３９条、第１４０

条、第１４３条において準用する第１２１条の２、第１４６条、第１４７条及

び 第１５１条 の 規 定 は 適 用 せ ず、第９章 第６節（第１５２条、第１５６

第２５１条 省略

２～７ 省略

（準用）

第２５３条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条 か ら 第２０条 ま で、第２２

条、第２４条、第３２条から第３４条まで、第３５条

（第５項及び第６項を除く。）、第３６

条から第３８条まで、第５４条並びに第１０３条第１項 及び第２項

並 び に 第１節、第２節（第２３８条 を 除 く。）、第３節、第４節

（第２４１条第１項及び第２４８条を除く。）及び前節の規定は、基準

該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合におい

て、第９条中「第２７条 」とあるのは「第２５３条において準用

する第２４２条」と、「訪問介護員等 」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第１１条 中「以下同じ。）」とあ

るのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１５条第

２項 中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第１９条中「訪問介護員等 」とあるのは

「従業者」と、第２０条第１項 中「提供日及び内容、当該指定

介護予防訪問介護 について法第５３条第４項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第２２条 中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護 」と

あるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第１０３条第２項

中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第２４１条第２

項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具

貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第

３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

（準用）

第２６２条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条 か ら 第１９条 ま で、第２４

条、第３０条、第３２条から第３８条 ま で、第５４条、第１０３条 第１項

及び第２項、第２４２

条から第２４４条まで並びに第２４６条の規定は、指定特定介護予防福

祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第９条

中「第２７条 」とあるのは「第２６２条において準用する第２４２

条」と、「訪問介護員等 」とあるのは「福祉用具

専門相談員」と、第１１条 中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第１５条

第２項 中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第１９条中「訪問介護員等 」とあるのは

「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第１０３条第２項 中「処遇」とあるのは「サービス利用」

と、第２４２条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第２４３

条 及び第２４４条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防

福祉用具」と、第２４６条中「第２４２条」とあるのは「第２６２条にお

いて準用する第２４２条」と読み替えるものとする。

附 則

（一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する

経過措置）

１８ 指定介護予防サービス等旧基準省令第１６５条に規定する一部ユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（ユニット部分で

行われるものに限る。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基 準 に つ い て は、第１２９条、第１３３条、第１３６条、第１３９条、第１４０

条、第１４３条において準用する第１０３条 、第１４６条、第１４７条及

び 第１５１条 の 規 定 は 適 用 せ ず、第９章 第６節（第１５２条、第１５６
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条、第１５９条及び第１６４条を除く。）の規定を準用する。

（一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する

経過措置）

２２ 指定介護予防サービス等旧基準省令第２１６条に規定する一部ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（ユニット部分で

行われるものに限る。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基 準 に つ い て は、第１７２条、第１７４条、第１７６条、第１７８条、第１７９

条、第１８１条において準用する第１２１条の２、第１８６条、第１８７条及

び 第１８８条 の 規 定 は 適 用 せ ず、第１０章 第６節（第１８９条、第１９３

条、第１９６条及び第２０１条を除く。）の規定を準用する。

（愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第３条 愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６５号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２章 人員に関する基準

第４条 省略

２ 省略

３ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト

型小規模介護老人保健施設（当該施設を設置しようとする者によ

り設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは

診療所（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつ

つ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の

支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設をいう。以下

同じ。）には、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ当該各号

に定める本体施設の職員により当該サテライト型小規模介護老人

保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、

当該職員に相当する第１項第３号から第６号までの職員を置かな

いことができる。

� 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員

� 省略

４ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、医療機関併

設型小規模介護老人保健施設（病院又は診療所に併設され、入所

者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保

健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保

健施設以外のものをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員

の員数の基準は、次のとおりとする。

� 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士 併

設される病院又は診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人

保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができること。

� 省略

５ 省略

第２章 人員に関する基準

第４条 省略

２ 省略

３ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト

型小規模介護老人保健施設（当該施設を設置しようとする者によ

り設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは

診療所（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつ

つ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の

支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設をいう。以下

同じ。）には、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ当該各号

に定める本体施設の職員により当該サテライト型小規模介護老人

保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、

当該職員に相当する第１項第３号から第６号までの職員を置かな

いことができる。

� 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療

法士 、栄養士又は介護支援専門員

� 省略

４ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず、医療機関併

設型小規模介護老人保健施設（病院又は診療所に併設され、入所

者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保

健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保

健施設以外のものをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療法

士若しくは作業療法士 、栄養士又は介護支援専門員

の員数の基準は、次のとおりとする。

� 理学療法士若しくは作業療法士 又は栄養士 併

設される病院又は診療所の理学療法士若しくは作業療法士

又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人

保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができること。

� 省略

５ 省略

（愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第４条 愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条、第１５９条及び第１６４条を除く。）の規定を準用する。

（一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する

経過措置）

２２ 指定介護予防サービス等旧基準省令第２１６条に規定する一部ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（ユニット部分で

行われるものに限る。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基 準 に つ い て は、第１７２条、第１７４条、第１７６条、第１７８条、第１７９

条、第１８１条において準用する第１０３条 、第１８６条、第１８７条及

び 第１８８条 の 規 定 は 適 用 せ ず、第１０章 第６節（第１８９条、第１９３

条、第１９６条及び第２０１条を除く。）の規定を準用する。
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改 正 後 改 正 前

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次のとおりとする。

�～� 省略

� 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス事業者等に対して、訪問介護計画（愛媛県指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）第２５条第１項に規定する訪

問介護計画をいう。）等同条例において位置付けられている計

画の提出を求めること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 第３号から第１２号までの規定は、第１３号の居宅サービス計画

の変更について準用する。

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に

基づき、同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を

行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

の求めがあった場合は、これに協力するよう努めること。

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 第３号から第１１号までの規定は、第１２号の居宅サービス計画

の変更について準用する。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（介護予防訪問介護に関する経過措置）

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」と

いう。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に

掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介護予防訪問介護」という。）又は介護保険

法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれ

に相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

� 第１条の規定による改正前の愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定居

宅サービス等基準条例」という。）第６条第２項及び第５項、第８条第２項、第４３条第３項並びに第４５条第２項の規定

� 第２条の規定による改正前の愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。）第２章の規定

３ 前項（第２号に係る部分に限る。）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（訪問介護員等の員数）

第６条 省略

（訪問介護員等の員数）

第６条 省略
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２～４ 省略

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人

以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事す

る者を１人以上配置している指定介護予防訪問介護事業所におい

て、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

にあっては、当該指定介護予防訪問介護事業所に有すべきサービ

ス提供責任者の員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごと

に１人以上とすることができる。

６ 省略

２～４ 省略

５ 省略

４ 前項の規定による改正後の附則第２項（第２号に係る部分に限る。）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サー

ビス等基準条例（以下「附則第３項改正後旧介護予防サービス等基準条例」という。）第６条第２項及び第６項並びに第８条第２項の規

定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が、介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧指定介護予防訪

問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる附則第３項改正後旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第６条第２項 指定訪問介護事業者（愛媛県指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年愛媛県条例第６２号。以下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第６条第１項に規定する指定訪問介

護事業者をいう。以下同じ。）

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

（指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が

定めるものに限る。）に係る指定事業者

指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規

定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業

当該第１号訪問事業

指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護 指定介護予防訪問介護又は当該第１号訪問事業

第６条第６項 指定訪問介護事業者 第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第６条第１項から第４項ま

でに規定する

市町村の定める当該第１号訪問事業の

第８条第２項 指定訪問介護事業者 第６条第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業

者

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第８条第１項に規定する 市町村の定める当該第１号訪問事業の

５ 附則第３項改正後旧介護予防サービス等基準条例第４３条第３項及び第４５条第２項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護

保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに

限る。）とを同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる附則第３項

改正後旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第４３条第３項 基準該当訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第４３条

第１項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同

じ。）の事業

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

（基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町

村が定めるものに限る。）

同項及び同条第２項に規定する 市町村の定める当該第１号訪問事業の

第４５条第２項 基準該当訪問介護の事業 第４３条第３項に規定する第１号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第４５条第１項に規定する 市町村の定める当該第１号訪問事業の

（介護予防通所介護に関する経過措置）

６ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧指定介護

予防通所介護」という。）又は介護保険法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。）については、次に掲げる
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規定は、なおその効力を有する。

� 旧指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項第３号及び第８項、第１０２条第４項、第１３２条第１項第３号及び第６項並びに第１３４条第

４項の規定

� 旧介護予防サービス等基準条例第９条から第１５条まで（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第１６条（第１０８条にお

いて準用する場合に限る。）、第１７条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第１８条（第１０８条及び第１１６条において

準用する場合に限る。）、第２０条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第２２条（第１０８条及び第１１６条において準用

する場合に限る。）、第２４条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第２５条（第１０８条及び第１１６条において準用する

場合に限る。）、第３１条から第３４条まで（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３５条第１項から第４項まで（第１０８

条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３５条第５項及び第６項（第１０８条において準用する場合に限る。）、第３６条（第１０８

条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第３８条（第１０８条及び第１１６条において準用する場合に限る。）、第７章、第１６５条、

第１６６条第４項、第１６９条第１項並びに第１７０条の規定

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３節 設備に関する基準

第１００条 省略

２・３ 省略

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項の

設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサー

ビスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。

５ 知事は、指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通

所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項から第３項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第１項

から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第１０６条 省略

（事故発生時の対応）

第１０６条の２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指

定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町

村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際してとった処置について記録しなければならない。

３ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。

４ 指定介護予防通所介護事業者は、第１００条第４項の規定による

指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じな

ければならない。

（準用）

第１０８条 第９条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３１条から第３６条まで、第３８条及び第５４条の規定は、指定介

護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第

９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第１０２条」と、「訪問

介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第２５条中

「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み

替えるものとする。

第３節 設備に関する基準

第１００条 省略

２・３ 省略

４ 知事は、指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通

所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合は、指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項から第３項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第３項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第１０６条 省略

（準用）

第１０８条 第９条 か ら 第１８条 ま で、第２０条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３１条から第３８条まで 及び第５４条の規定は、指定介

護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第

９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第１０２条」と、「訪問

介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第２５条中

「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み

替えるものとする。
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（準用）

第１１６条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２４条、第２５条、第３１条から第３４条まで、第３５条（第５項及

び第６項を除く。）、第３６条、第３８条 及び第５４条並びに第

１節、第４節（第１０１条第１項及び第１０８条を除く。）及び前節の

規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第

１１６条において準用する第１０２条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「介護予防通所介護従業者」と、第２０条第１項中「内容、当該

指定介護予防訪問介護について法第５３条第４項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」

と

、第１０１条第２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。

（準用）

第１１６条 第９条 か ら 第１５条 ま で、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２４条、第２５条、第３１条から第３４条まで、第３５条（第５項及

び第６項を除く。）、第３６条から第３８条まで及び第５４条並びに第

１節、第４節（第１０１条第１項及び第１０８条を除く。）及び前節の

規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第９条及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第

１１６条において準用する第１０２条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「介護予防通所介護従業者」と、第２０条第１項中「内容、当該

指定介護予防訪問介護について法第５３条第４項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」

と、第３１条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従

業者」と、第１０１条第２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。

８ 前項の規定による改正後の附則第６項（第２号に係る部分に限る。）の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サー

ビス等基準条例（以下「附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例」という。）第９８条第１項第３号及び第８項並びに第１００条第５

項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧指定介護予

防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第９８条 第１項 第

３号

指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１００

条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同

じ。）

法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

（指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が

定めるものに限る。）に係る指定事業者

指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第９９条に規

定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業

当該第１号通所事業

指定介護予防通所介護又は指定通所介護 指定介護予防通所介護又は当該第１号通所事業

第９８条第８項 指定通所介護事業者 第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業

者

指定通所介護の事業 当該第１号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項から第７項ま

でに規定する

市町村の定める当該第１号通所事業の

第１００条第５項 指定通所介護事業者 第９８条第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指

定事業者

指定通所介護の事業 当該第１号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項から第３項ま

でに規定する

市町村の定める当該第１号通所事業の

９ 附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例第１１３条第１項第３号及び第６項並びに第１１５条第４項の規定は、旧基準該当介護予防

通所介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして

市町村が定めるものに限る。）とを同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる附則第７項改正後旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
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第１１３条第 １ 項

第３号

基準該当通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１３２条

第１項 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 介 護 を い う。以 下 同

じ。）の事業

法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

（基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町

村が定めるものに限る。）

基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護 基準該当介護予防通所介護又は当該第１号通所事業

第１１３条第６項 基準該当通所介護の事業 第１項第３号に規定する第１号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第１３２条第１項から第５項ま

でに規定する

市町村の定める当該第１号通所事業の

第１１５条第４項 基準該当通所介護の事業 第１１３条第１項第３号に規定する第１号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第１３４条第１項から第３項ま

でに規定する

市町村の定める当該第１号通所事業の

１０ 整備法附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第２条の規定による改正後の愛媛県指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以

下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第２３２条第２項の規定の適用については、同項中「指定事業者（」とあるのは、「指定事

業者（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１３条の

規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

１１ 新介護予防サービス等基準条例第２３２条第２項の規定により旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者及び旧指定介護予防通所介護の事業

を行う者が受託介護予防サービス事業者となる場合においては、同条第３項中「指定通所介護をいう。以下同じ。）」とあるのは「指定

通所介護をいう。以下同じ。）、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年

法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定による改正前の法（以下

「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス（以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。）に該当

する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介護」という。）」と、「、指定介護予防訪

問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護

（次項において「指定介護予防通所介護」という。）」と、同条第４項第１号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指

定介護予防訪問介護」と、同項第２号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。

��������������
�愛媛県条例第１９号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

省略 省略

繊維産業関係 染織用機器 １時間 １，８３０ 繊維産業関係 染織用機器 １時間 １，１８０

紙産業関係 省略 紙産業関係 省略

製紙用機器 １時間 １２，５２０ 製紙用機器 １時間 １２，７４０

省略 省略

化学試験用機器 １時間 １，１８０ 化学試験用機器 １時間 １，７２０

省略 省略

手数料 省略 手数料 省略

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２０号
愛媛県特別会計条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特別会計条例の一部を改正する条例

愛媛県特別会計条例（昭和３９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定

により、次の表の左欄に掲げる特別会計を、それぞれ当該右欄に

掲げる目的のため、設置する。

（設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定

により、次の表の左欄に掲げる特別会計を、それぞれ当該右欄に

掲げる目的のため、設置する。

名称 目 的 名称 目 的

省略 省略

中小

企業

振興

資金

特別

会計

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本

法等の一部を改正する等の法律（平成２５年法律第５７

号）第９条の規定による廃止前の小規模企業者等設備

導入資金助成法（昭和３１年法律第１１５号）に基づいて行

う小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な

資金の貸付事業並びに独立行政法人中小企業基盤整備

機構法（平成１４年法律第１４７号）に基づいて行う中小企

業者その他の事業者の事業活動に必要な資金の貸付事

業の円滑な運営と経理の適正

中小

企業

振興

資金

特別

会計

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本

法等の一部を改正する等の法律（平成２５年法律第５７

号）第９条の規定による廃止前の小規模企業者等設備

導入資金助成法（昭和３１年法律第１１５号）に基づいて行

う小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な

資金の貸付事業並びに独立行政法人中小企業基盤整備

機構法（平成１４年法律第１４７号）に基づいて行う中小企

業者その他の事業者の事業活動に必要な資金の貸付事

業の円滑な運営と経理の適正

省略 省略

附 則

この条例は、平成２７年３月３１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２１号
土地改良財産の無償譲渡及び無償貸付並びに分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良財産の無償譲渡及び無償貸付並びに分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例

土地改良財産の無償譲渡及び無償貸付並びに分担金の徴収に関する条例（昭和３３年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の定義）

第２条 この条例において「県営土地改良事業」とは、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」という。）第８５条、第８７条

の２又は第８８条の規定により行う事業その他これらに類するもの

として知事が定める事業をいう。

２・３ 省略

（用語の定義）

第２条 この条例において「県営土地改良事業」とは、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」という。）第８５条、第８７条

の２又は第８８条の規定により行う事業その他これらに類するもの

として知事が定める事業をいう。

２・３ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第２２号
愛媛県家畜種付手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県家畜種付手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県家畜種付手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県家畜種付等手数料条例

（手数料の徴収）

第１条 県の機関において行う家畜の種付等に対しては、この条例

の定めるところにより手数料を徴収する。

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この条例において「種付等」とは、精液の配布及び注入、自然

交配並びに受精卵移植をいう。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

愛媛県家畜種付手数料条例

（手数料の徴収）

第１条 県の機関において行う家畜の種付 に対しては、この条例

の定めるところにより手数料を徴収する。

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この条例において「種付 」とは、精液の配布及び注入並びに

自然交配 をいう。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

畜種 精 液 料 注 入 料 自然交配料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料 自然種付料

乳牛 １回に

つき

１，５２０

円

１回に

つき

９，４１０

円

乳牛 １回に

つき

１，５２０

円

和牛 １回に

つき

１，５２０

円

１回に

つき

９，４１０

円

和牛 １回に

つき

１，５２０

円

省略 省略

豚 １回に

つき

１，０４０

円

１回に

つき

１，５２０

円

１，３２０円 豚 １回に

つき

１，０４０

円

１回に

つき

１，５２０

円

１，３２０円

省略 省略

（手数料の納付）

第４条 種付等の申請者は、種付等と同時に前条の手数料を納付し

なければならない。

２ 省略

（自然交配料を徴収しない場合）

第５条 自然交配により受胎しないため、当該自然交配後９０日以内

に再び自然交配をした場合における自然交配料は、徴収しない。

（産仔報告の義務）

第７条 種付等を受けた家畜の所有者は、その種付等により仔畜が

生産されたときは、１箇月以内に種付等を行つた当該県の機関を

経由してその旨を知事に報告しなければならない。

（手数料の納付）

第４条 種付 の申請者は、種付 と同時に前条の手数料を納付し

なければならない。

２ 省略

（自然種付料を徴収しない場合）

第５条 自然種付により受胎しないため、当該種付 後９０日以内

に再び種付した 場合における自然種付料は、徴収しない。

（産仔報告の義務）

第７条 種付 を受けた家畜の所有者は、その種付 により仔畜が

生産されたときは、１箇月以内に種付 を行つた当該県の機関を

経由してその旨を知事に報告しなければならない。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２３号
愛媛県森林そ生緊急対策基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例の一部を改正する条例

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例（平成２１年愛媛県条例第４３号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２４号
愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例

愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第１０条関係）

１ 省略

２ その他の港湾施設使用料

別表第５（第１０条関係）

１ 省略

２ その他の港湾施設使用料

省略 省略

注 １～５ 省略

６ 野積場をその目的以外の目的に使用する場合は、この

表の野積場の項の規定にかかわらず、同項に規定する金

額に１．５を乗じて得た額（１０銭未満切捨て）を同項に規

定する金額とする。

７ 省略

８ 省略

注 １～５ 省略

６ 省略

７ 省略

附 則

この条例は、平成２７年５月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２５号
愛媛県建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

愛媛県建築基準法施行条例（昭和３５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（がけ附近の建築物）

第５条 高さ５メートル以上のがけ（こう配が３０度以上の傾斜地を

いう。以下この条において同じ。）の下端に続く地盤面のうち、

がけの上端からの水平距離ががけの高さの１．７５倍以内の位置に居

室を有する建築物を建築する場合には、がけの形状若しくは土質

又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な

擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

（がけ附近の建築物）

第５条 高さ５メートル以上のがけ（こう配が３０度以上の傾斜地を

いう。以下この条において同じ。）の下端に続く地盤面のうち、

がけの上端からの水平距離ががけの高さの１．７５倍以内の位置に居

室を有する建築物を建築する場合には、がけの形状若しくは土質

又は当該建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全上必要な

擁壁をがけ又はがけの部分に設けなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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�～� 省略

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により指定

された土砂災害特別警戒区域（同条第４項の規定により公示さ

れた土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第２条に

規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。以下「特別警戒区

域」という。）内に当該建築物を建築する場合

２・３ 省略

�～� 省略

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成１２年法律第５７号）第８条第１項の規定により指定

された土砂災害特別警戒区域（同条第４項の規定により公示さ

れた土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が同法第２条に

規定する急傾斜地の崩壊であるものに限る。以下「特別警戒区

域」という。）内に当該建築物を建築する場合

２・３ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２６号
特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例等の一部を改正する条例

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一部改正）

第１条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的及び適用範囲）

第１条 この条例は、次に掲げる特別職にある県職員（以下「特別

職の職員」という。）の受ける給与及び旅費並びに費用の弁償に

関して定めることを目的とする。

�・� 省略

� 教育長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

（知事等の給与）

第２条 前条第１号から第５号までに掲げる特別職の職員（同号

に掲げる特別職の職員のうち非常勤の者を除く。以下「知事等」

という。）の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とす

る。

（非常勤の監査委員等の給与）

第５条 第１条第５号から第１３号までに掲げる特別職の職員（第５

号に掲げる特別職の職員のうち知事等に含まれる者を除く。以下

「非常勤の監査委員等」という。）の受ける給与は、報酬とす

る。

（重複給与の禁止）

第９条 知事等 及び一般職の職員が次の各号のいずれかに

（目的及び適用範囲）

第１条 この条例は、次に掲げる特別職にある県職員（以下「特別

職の職員」という。）の受ける給与及び旅費並びに費用の弁償に

関して定めることを目的とする。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

（知事等の給与）

第２条 前条第１号から第４号までに掲げる特別職の職員（第４号

に掲げる特別職の職員のうち非常勤の者を除く。以下「知事等」

という。）の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とす

る。

（非常勤の監査委員等の給与）

第５条 第１条第４号から第１２号までに掲げる特別職の職員（第４

号に掲げる特別職の職員のうち知事等に含まれる者を除く。以下

「非常勤の監査委員等」という。）の受ける給与は、報酬とす

る。

（重複給与の禁止）

第９条 知事等、教育長及び一般職の職員が次の各号のいずれかに
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（教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部改正）

第２条 教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第５

条又は前条の給与は、支給しない。

�・� 省略

別表第１（第３条関係）

知 事 等 の 給 料 月 額

該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第５

条又は前条の給与は、支給しない。

�・� 省略

別表第１（第３条関係）

知 事 等 の 給 料 月 額

職 名 給 料 月 額 職 名 給 料 月 額

省略 省略

副 知 事 省略 副 知 事 省略

教 育 長 ８８０，０００円

省略 省略

別表第２（第６条関係）

非 常 勤 の 監 査 委 員 等 の 報 酬

別表第２（第６条関係）

非 常 勤 の 監 査 委 員 等 の 報 酬

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額

省略 省略

教 育 委 員 会 委 員 同 ２７，０００円 教 育 委 員 会
委 員 長 同 ３０，０００円

委 員 同 ２７，０００円

省略 省略

別表第３（第１１条関係）

特 別 職 の 職 員 の 旅 費

別表第３（第１１条関係）

特 別 職 の 職 員 の 旅 費

職 名

車 賃

（１キロ

メートル

につき）

日 当

（１日

につき）

宿泊料（１夜

につき）
食卓料

（１夜

につき）

その他

の旅費

額

職 名

車 賃

（１キロ

メートル

につき）

日 当

（１日

につき）

宿泊料（１夜

につき）
食卓料

（１夜

につき）

その他

の旅費

額甲地方 乙地方 甲地方 乙地方

省略 省略

副 知 事

教 育 長

管 理 者

省略
副 知 事

管 理 者

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する

条例

教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第

１６条第２項の規定に基づき、教育長の給与、退職手当、旅費及び

勤務時間等に関する事項を定めることを目的とする。

（給与）

第２条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とす

る。

第３条 教育長の給料月額は、８８０，０００円の範囲内で教育委員会が

知事と協議して定める額とし、通勤手当及び期末手当の額は、職

員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の適用を受

ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例による。ただ

し、同条例第１９条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分

の１４０」と、「１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の１７０」とし、
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（知事等の退職手当に関する条例の一部改正）

第３条 知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条

第２項及び第３項の規定に基づき、知事、副知事、教育長及び管

理者（以下「知事等」という。）の退職手当に関する事項を定め

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条

第２項及び第３項の規定に基づき、知事、副知事 及び管

理者（以下「知事等」という。）の退職手当に関する事項を定め

（勤務時間等）

第１条 教育長の休日、休暇及び勤務時間等については、職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第

５６号）の規定を準用する。

（職務に専念する義務の免除）

第２条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらか

じめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除さ

れることができる。

� 厚生に関する計画の実施に参加する場合

� 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められ

る団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

� その他教育委員会が定める場合

同条第５項において人事委員会規則で定めることとされている事

項については、教育委員会規則で定めるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、教育長の給与の支給については、一

般職の職員の例による。

（退職手当）

第４条 教育長が退職した場合には、その者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に退職手当を支給する。

２ 教育長の退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額

に、その者の在職月数を乗じて得た額に、１００分の２９を乗じて得

た額とする。

３ 前項の在職月数は、教育長となつた日の属する月から退職した

日の属する月までの月数（その月数が４８月を超える場合は、４８

月）とする。

４ 前３項に定めるもののほか、教育長の退職手当については、一

般職の職員の例による。

（旅費）

第５条 教育長の受ける旅費は、別表の額によるほか、その支給に

ついては、一般職の職員の例による。

（勤務時間等）

第６条 休日、休暇及び勤務時間等については、職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第

５６号）の規定を準用する。

別表（第５条関係）

車 賃

（１キロ

メートル

につき）

日 当

（ １ 日

につき）

宿泊料（１夜につき）
食 卓 料

（ １ 夜

につき）

その他の

旅費額甲 地 方 乙 地 方

３７円 ３，０００円 １４，８００円 １３，３００円 ３，０００円

行政職給

料表の適

用を受け

る職員の

９級の職

務相当額
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ることを目的とする。

（退職手当の額）

第３条 知事等の退職手当の額は、その者の退職の日における給料

月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� 教育長 １００分の２９

� 省略

２ 前項の在職月数は、知事等となつた日の属する月から退職した

日の属する月までの月数（その月数が４８月（教育長にあつては、

３６月。以下同じ。）を超える場合は、４８月）とする。

ることを目的とする。

（退職手当の額）

第３条 知事等の退職手当の額は、その者の退職の日における給料

月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� 省略

２ 前項の在職月数は、知事等となつた日の属する月から退職した

日の属する月までの月数（その月数が４８月（教育長にあつては、

３６月。以下同じ。）を超える場合は、４８月）とする。

（愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となる

べき在職期間との通算に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県

の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退職年金条例」

という。）の適用を受ける者（他の都道府県の退職年金条例の適

用を受ける市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条及び第２条に規定する者を含む。）のうち次に掲げる

者をいう。

�～� 省略

� 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「旧地

教行法」という。）第１６条第１項に規定する教育長及び地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１８条第１項に規定する職

員で吏員に相当するもの

�～� 省略

４ この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年

金条例の適用を受ける学校教育法第１条に規定する大学、高等学

校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のう

ち次に掲げる者をいう。

� 省略

� 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規

定する普通免許状（教育職員免許法施行法（昭和２４年法律第

１４８号）第１条第１項の表の第１号及び第６号から第９号まで

の上欄に掲げる教員の免許状を含む。）を有する職員で次に掲

げるもの

ア 旧地教行法 第１６条第１項に

規定する教育長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１８条第２項に規定する職員で吏員に相当するもの

イ～ケ 省略

（用語の意義）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県

の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退職年金条例」

という。）の適用を受ける者（他の都道府県の退職年金条例の適

用を受ける市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条及び第２条に規定する者を含む。）のうち次に掲げる

者をいう。

�～� 省略

� 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「旧地

教行法」という。）第１６条第１項に規定する教育長及同法第１９

条第１項 に規定する職

員で吏員に相当するもの

�～� 省略

４ この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年

金条例の適用を受ける学校教育法第１条に規定する大学、高等学

校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のう

ち次に掲げる者をいう。

� 省略

� 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規

定する普通免許状（教育職員免許法施行法（昭和２４年法律第

１４８号）第１条第１項の表の第１号及び第６号から第９号まで

の上欄に掲げる教員の免許状を含む。）を有する職員で次に掲

げるもの

ア 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第１項に

規定する教育長及び同法第１９条第２項

に規定する職員で吏員に相当するもの

イ～ケ 省略
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（愛媛県教育委員会委員定数条例の一部改正）

第５条 愛媛県教育委員会委員定数条例（平成１２年愛媛県条例第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第３条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数を５人

とする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第３条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数を６人

とする。

（知事等の給与の特例に関する条例の一部改正）

第６条 知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、知事等の給料及び期末手当を減額するため、

知事等の給料月額について、特別職の職員の給与及びその他の給

付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。以下「特別職給与

条例」という。）及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時

間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号。以下「教育長給

与条例」という。）の特例を定めるものとする。

（知事、副知事、教育長、管理者及び常勤の監査委員の給与の特

例）

第２条 知事、副知事、教育長、管理者及び常勤の監査委員の給料

月額は、特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料

月額の欄に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得

た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額

は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

�・� 省略

� 教育長、管理者及び常勤の監査委員 １００分の１２

（趣旨）

第１条 この条例は、知事等の給料及び期末手当を減額するため、

知事等の給料月額について、特別職の職員の給与及びその他の給

付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号。以下「特別職給与

条例」という。）及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時

間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号。以下「教育長給

与条例」という。）の特例を定めるものとする。

（知事、副知事 、管理者及び常勤の監査委員の給与の特

例）

第２条 知事、副知事 、管理者及び常勤の監査委員の給料

月額は、特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料

月額の欄に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得

た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額

は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

�・� 省略

� 管理者及び常勤の監査委員 １００分の１２

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項の規定

にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に

１００分の１２を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職

手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項の規定により定め

られた額とする。

（愛媛県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例の一部改正）

第７条 愛媛県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例（平成２３年愛媛県条例第３号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２３条第１項 の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事

務は、知事が管理し、及び執行することとする。

�・� 省略

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２４条の２第１項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事

務は、知事が管理し、及び執行することとする。

�・� 省略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）
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２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２６年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

第９条を次のように改める。

第９条 削除

（旧教育長の給与、退職手当等に関する経過措置）

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）附則第２条第１項

の規定により在職する教育長（以下「旧教育長」という。）の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等については、第１条の規定による改

正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例第１条、第２条、別表第１及び別表第３の規定、第２条の規定による改正後の

教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例第１条の規定並びに第３条の規定による改正後の知事等の退職手当に関

する条例第１条及び第３条の規定は適用せず、第２条の規定による改正前の教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例

第２条から第６条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第３条第１項中「１００分の１４０」とあるのは

「１００分の１４７．５」と、「１００分の１７０」とあるのは「１００分の１６２．５」とする。

４ 旧教育長の職務に専念する義務の免除については、第２条の規定による改正後の教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に

関する条例第２条の規定は、適用しない。

５ 旧教育長の給与の特例については、第６条の規定による改正後の知事等の給与の特例に関する条例第２条の規定は適用せず、第６条の

規定による改正前の知事等の給与の特例に関する条例第３条の規定は、なおその効力を有する。

（教育委員会の委員長の報酬に関する経過措置）

６ 改正法附則第２条第１項の場合における教育委員会の委員長の報酬については、第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び

その他の給付に関する条例別表第２の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例別

表第２の規定は、なおその効力を有する。

（教育委員会の委員の定数に関する経過措置）

７ 改正法附則第２条第１項の場合における教育委員会の委員の定数については、第５条の規定による改正後の愛媛県教育委員会委員定数

条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の愛媛県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

��������������
�愛媛県条例第２７号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８５９人

� 市町立学校の職員 ８，３７５人

計 １２，２３４人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８１７人

� 市町立学校の職員 ８，５８９人

計 １２，４０６人

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２８号
教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（管理職手当） （管理職手当）
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第１７条の３ 省略

２ 前項に規定する管理職手当の月額は、同項に規定する職にある

者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の

１７．５を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

第１７条の３ 省略

２ 前項に規定する管理職手当の月額は、同項に規定する職にある

者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の

１６ を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第２９号
教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

教育職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（教員特殊業務手当）

第６条の３ 前条の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次

の各号に掲げる額をこえて支給してはならない。

� 前条第１号アに規定する業務 ８，０００円

� 前条第１号イ及びウに規定する業務 ７，５００円

� 前条第２号に規定する業務 ４，２５０円

� 前条第３号に規定する業務 ４，２５０円

� 前条第４号に規定する業務 ３，０００円

� 前条第５号に規定する業務 １，１２５円

２ 省略

（教員特殊業務手当）

第６条の３ 前条の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次

の各号に掲げる額をこえて支給してはならない。

� 前条第１号アに規定する業務 ６，４００円

� 前条第１号イ及びウに規定する業務 ６，０００円

� 前条第２号に規定する業務 ３，４００円

� 前条第３号に規定する業務 ３，４００円

� 前条第４号に規定する業務 ２，４００円

� 前条第５号に規定する業務 ９００円

２ 省略

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第３０号
愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 １００人

警 部 ２０５人

� 警察官

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

警部補及び巡査部長 １，４０６人

巡 査 ７３５人

計 ２，４４６人

� 省略

計 ２，８６１人

２ 省略

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 １００人

警 部 ２０４人

� 警察官

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

警部補及び巡査部長 １，４００人

巡 査 ７３２人

計 ２，４３６人

� 省略

計 ２，８５１人

２ 省略
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附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第３１号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の納付時期等）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

�～� 省略

� 別表４０の項の�から�まで及び４２の項に掲げる手数料 講習

の受講の際

� 省略

２ 省略

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

（手数料の納付時期等）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

�～� 省略

� 別表４０の項の�及び�並びに ４２の項に掲げる手数料 講習

の受講の際

� 省略

２ 省略

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２８ 省略 １～２８ 省略

２９ 道路交通法第

８９条第１項の規

定に基づく運転

免許試験の実施

運転免

許試験

手数料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る試験 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ４，４００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、７，

４００円）

� 普通自動車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第１

号又は第２号に該当して同項

の規定の適用を受ける場合

１，７５０円

イ 同項第３号又は第５号に該

当して同項の規定の適用を受

ける場合 １，８５０円

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ２，２００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、３，

２９ 道路交通法第

８９条第１項の規

定に基づく運転

免許試験の実施

運転免

許試験

手数料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る試験 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ４，６００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、７，

７００円）

� 普通自動車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第１

号又は第２号に該当して同項

の規定の適用を受ける場合

１，８００円

イ 同項第３号又は第５号に該

当して同項の規定の適用を受

ける場合 １，９００円

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ２，２００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、３，
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１００円）

� 特定第一種運転免許（大型特

殊自動車免許、大型自動二輪車

免許、普通自動二輪車免許又は
けん

牽引免許をいう。以下同じ。）

又は大型特殊自動車第二種免許
けん

若しくは牽引第二種免許に係る

試験 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ２，９５０円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、４，

５００円）

� 小型特殊自動車免許又は原動

機付自転車免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項の規

定の適用を受ける場合 １，８

５０円

イ 省略

� 大型自動車第二種免許、中型

自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る試験 次に

掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ４，５５０円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、７，

６５０円）

� 仮運転免許に係る試験 次に

掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ２，８５０円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、４，

４００円）

０５０円）

� 特定第一種運転免許（大型特

殊自動車免許、大型自動二輪車

免許、普通自動二輪車免許又は
けん

牽引免許をいう。以下同じ。）

又は大型特殊自動車第二種免許
けん

若しくは牽引第二種免許に係る

試験 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ３，０５０円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、４，

６００円）

� 小型特殊自動車免許又は原動

機付自転車免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項の規

定の適用を受ける場合 １，９

００円

イ 省略

� 大型自動車第二種免許、中型

自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る試験 次に

掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ４，６００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、７，

６５０円）

� 仮運転免許に係る試験 次に

掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同項の規定の適用を受けな

い場合 ３，０００円（同法第９７

条第１項第２号に掲げる事項

について行う試験を公安委員

会が提供する自動車を使用し

て受ける場合にあっては、４，

５５０円）

２９の２ 道路交通

法第８９条第３項

の規定に基づく

検査

検査手

数料

� 大型自動車仮運転免許又は中

型自動車仮運転免許を受けてい

る者に対する検査 ３，６５０円（

公安委員会が提供する自動車を

２９の２ 道路交通

法第８９条第３項

の規定に基づく

検査

検査手

数料

� 大型自動車仮運転免許又は中

型自動車仮運転免許を受けてい

る者に対する検査 ３，８５０円（

公安委員会が提供する自動車を
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使用して受ける場合にあって

は、６，６５０円）

� 普通自動車仮運転免許を受け

ている者に対する検査 ３，８５０

円（公安委員会が提供する自動

車を使用して受ける場合にあっ

ては、４，７５０円）

使用して受ける場合にあって

は、６，９５０円）

� 普通自動車仮運転免許を受け

ている者に対する検査 ４，０５０

円（公安委員会が提供する自動

車を使用して受ける場合にあっ

ては、４，９００円）

３０ 道路交通法第

９１条の運転する

ことができる自

動車等の種類の

限定の全部又は

一部の解除の審

査

審査手

数料

１，４５０円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合にあ

っては、３，０００円）

３０ 道路交通法第

９１条の運転する

ことができる自

動車等の種類の

限定の全部又は

一部の解除の審

査

審査手

数料

１，５５０円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合にあ

っては、３，１００円）

３１ 省略 ３１ 省略

３２ 道路交通法第

９４条第２項の規

定に基づく免許

証の再交付

免許証

再交付

手数料

� 第一種運転免許又は第二種運

転免許に係る免許証 ３，５００円

� 省略

３２ 道路交通法第

９４条第２項の規

定に基づく免許

証の再交付

免許証

再交付

手数料

� 第一種運転免許又は第二種運

転免許に係る免許証 ３，６００円

� 省略

３２の２・３２の３

省略

３２の２・３２の３

省略

３３ 道路交通法第

９９条の２第４項

の規定に基づく

技能検定員資格

者証の交付

技能検

定員資

格者証

交付手

数料

１，１００円 ３３ 道路交通法第

９９条の２第４項

の規定に基づく

技能検定員資格

者証の交付

技能検

定員資

格者証

交付手

数料

１，２００円

３４ 道路交通法第

９９条の２第４項

第１号イの規定

に基づく審査

（以下「技能検

定員審査」とい

う。）

技能検

定員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る技能検定員審査

２３，４５０円

�・� 省略

� 大型自動車第二種免許、中型

自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る技能検定員

審査で、これらの免許に対応す

る第一種運転免許に係る技能検

定員資格者証の交付を受けてい

る者に対するもの（以下「大型

自動車第二種免許等に係る技能

検定員審査」という。） ２１，７

００円

３４ 道路交通法第

９９条の２第４項

第１号イの規定

に基づく審査

（以下「技能検

定員審査」とい

う。）

技能検

定員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る技能検定員審査

２３，５００円

�・� 省略

� 大型自動車第二種免許、中型

自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る技能検定員

審査で、これらの免許に対応す

る第一種運転免許に係る技能検

定員資格者証の交付を受けてい

る者に対するもの（以下「大型

自動車第二種免許等に係る技能

検定員審査」という。） ２１，８

５０円

３５ 道路交通法第

９９条の３第４項

の規定に基づく

教習指導員資格

者証の交付

教習指

導員資

格者証

交付手

数料

１，１００円 ３５ 道路交通法第

９９条の３第４項

の規定に基づく

教習指導員資格

者証の交付

教習指

導員資

格者証

交付手

数料

１，２００円

３６ 道路交通法第

９９条の３第４項

第１号イの規定

に基づく審査

（以下「教習指

導員審査」とい

う。）

教習指

導員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る教習指導員審査

１４，９５０円

� 省略

� 特定第一種運転免許に係る教

習指導員審査 ９，４００円

� 大型自動車第二種免許、中型

３６ 道路交通法第

９９条の３第４項

第１号イの規定

に基づく審査

（以下「教習指

導員審査」とい

う。）

教習指

導員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自動

車免許に係る教習指導員審査

１５，０００円

� 省略

� 特定第一種運転免許に係る教

習指導員審査 ９，４５０円

� 大型自動車第二種免許、中型
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自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る教習指導員

審査で、これらの免許に対応す

る第一種運転免許に係る教習指

導員資格者証の交付を受けてい

る者に対するもの（以下「大型

自動車第二種免許等に係る教習

指導員審査」という。） １２，７

５０円

自動車第二種免許又は普通自動

車第二種免許に係る教習指導員

審査で、これらの免許に対応す

る第一種運転免許に係る教習指

導員資格者証の交付を受けてい

る者に対するもの（以下「大型

自動車第二種免許等に係る教習

指導員審査」という。） １２，８

５０円

３７ 道路交通法第

１００条の２第１

項の規定に基づ

く再試験の実施

再試験

手数料

� 普通自動車免許に係る再試験

１，９５０円（道路交通法第１００条

の２第２項に規定する普通自動

車の運転について必要な技能に

ついて行う試験を公安委員会が

提供する自動車を使用して受け

る場合にあっては、２，８５０円）

� 大型自動二輪車免許又は普通

自動二輪車免許に係る再試験

１，７５０円（同項に規定する大型

自動二輪車又は普通自動二輪車

の運転について必要な技能につ

いて行う試験を公安委員会が提

供する自動車を使用して受ける

場合にあっては、３，３００円）

� 原動機付自転車免許に係る再

試験 １，０５０円

３７ 道路交通法第

１００条の２第１

項の規定に基づ

く再試験の実施

再試験

手数料

� 普通自動車免許に係る再試験

１，９５０円（道路交通法第１００条

の２第２項に規定する普通自動

車の運転について必要な技能に

ついて行う試験を公安委員会が

提供する自動車を使用して受け

る場合にあっては、２，８００円）

� 大型自動二輪車免許又は普通

自動二輪車免許に係る再試験

１，７００円（同項に規定する大型

自動二輪車又は普通自動二輪車

の運転について必要な技能につ

いて行う試験を公安委員会が提

供する自動車を使用して受ける

場合にあっては、３，２５０円）

� 原動機付自転車免許に係る再

試験 １，０００円

３８～３９ 省略 ３８～３９ 省略

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１号に掲げる講習 講習１

時間につき７５０円

� 同項第２号に掲げる講習 講

習１時間につき２，３５０円

� 同項第３号に掲げる講習 講

習１時間につき２，１００円

� 同項第４号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る講習 講習１

時間につき４，６５０円

イ 省略

� 同項第５号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 大型自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき４，１

００円

イ 普通自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき４，０

００円

� 省略

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１号に掲げる講習 講習１

時間につき７００円

� 同項第２号に掲げる講習 講

習１時間につき２，４５０円

� 同項第３号に掲げる講習 講

習１時間につき２，２００円

� 同項第４号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る講習 講習１

時間につき４，７００円

イ 省略

� 同項第５号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 大型自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき４，１

５０円

イ 普通自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき４，０

５０円

� 省略
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� 同項第７号に掲げる講習 講

習１時間につき３，１００円

� 同項第８号に掲げる講習 講

習１時間につき１，３００円

� 省略

� 同項第１０号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 普通自動車免許に係る講習

講習１時間につき２，０５０円

イ 大型自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき２，７

００円

ウ 普通自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき２，５

５０円

エ 原動機付自転車免許に係る

講習 講習１時間につき２，４

００円

� 同項第１１号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 同法第９２条の２第１項の表

の備考一の２に規定する優良

運転者に対する講習 ５００円

イ 同表の備考一の３に規定す

る一般運転者に対する講習

８００円

ウ 同表の備考一の４に規定す

る違反運転者等に対する講習

１，３５０円（道路交通法施行

令（昭和３５年政令第２７０号）

第４３条第１項の表講習手数料

の部法第１０８条の２第１項第

１１号に掲げる講習の項の第３

欄及び第４欄の国家公安委員

会規則で定める同令第３３条の

７第２項の基準に該当しない

者に対する講習にあっては、

８００円）

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１２号に掲げる講習 次に掲

げる講習の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 小型特殊自動車免許以外の

第一種運転免許又は第二種運

転免許を受けている者に対す

る講習 ５，６００円（当該講習

が同法第９７条の２第１項第３

号イ又は第１０１条の４第２項

の規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものであ

る場合にあっては、５，２００円）

� 同項第７号に掲げる講習 講

習１時間につき３，１５０円

� 同項第８号に掲げる講習 講

習１時間につき１，２５０円

� 省略

� 同項第１０号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 普通自動車免許に係る講習

講習１時間につき２，１００円

イ 大型自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき２，７

５０円

ウ 普通自動二輪車免許に係る

講習 講習１時間につき２，６

００円

エ 原動機付自転車免許に係る

講習 講習１時間につき２，４

５０円

� 同項第１１号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 同法第９２条の２第１項の表

の備考一の２に規定する優良

運転者に対する講習 ６００円

イ 同表の備考一の３に規定す

る一般運転者に対する講習

９５０円

ウ 同表の備考一の４に規定す

る違反運転者等に対する講習

１，５００円（道路交通法施行

令（昭和３５年政令第２７０号）

第４３条第１項の表講習手数料

の部法第１０８条の２第１項第

１１号に掲げる講習の項の第３

欄及び第４欄の国家公安委員

会規則で定める同令第３３条の

７第２項の基準に該当しない

者に対する講習にあっては、

９５０円）

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１２号に掲げる講習 次に掲

げる講習の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 小型特殊自動車免許以外の

第一種運転免許又は第二種運

転免許を受けている者に対す

る講習 ５，８００円（当該講習

が同法第９７条の２第１項第３

号イ又は第１０１条の４第２項

の規定により認知機能検査の

結果に基づいて行うものであ

る場合にあっては、５，３５０円）
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イ 小型特殊自動車免許のみを

受けている者に対する講習

２，２５０円

� 同法第１０８条の２第１項第１３

号に掲げる講習 １３，２００円（同

令第４３条第１項の表講習手数料

の部法第１０８条の２第１項第１３

号に掲げる講習の項の第３欄及

び第４欄の国家公安委員会規則

で定める講習にあっては、９，０

５０円）

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１４号に掲げる講習 講習１

時間につき１，９００円

イ 小型特殊自動車免許のみを

受けている者に対する講習

２，３５０円

� 同法第１０８条の２第１項第１３

号に掲げる講習 １３，３５０円（同

令第４３条第１項の表講習手数料

の部法第１０８条の２第１項第１３

号に掲げる講習の項の第３欄及

び第４欄の国家公安委員会規則

で定める講習にあっては、９，２

００円）

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

� 道路交通法施行令第３７条の６

第２号に規定する講習 １，３５０

円

� 省略

� 同令第３７条の６の２第１号に

規定する講習 次に掲げる講習

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 省略

イ アに規定する者以外の者に

対する講習 ５，６００円（免許

証の更新を受けようとする者

で更新期間が満了する日にお

ける年齢が７５歳以上のものに

対する講習にあっては、５，２

００円）

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

� 道路交通法施行令第３７条の６

第２号に規定する講習 １，５００

円

� 省略

� 同令第３７条の６の２第１号に

規定する講習 次に掲げる講習

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 省略

イ アに規定する者以外の者に

対する講習 ５，８００円（免許

証の更新を受けようとする者

で更新期間が満了する日にお

ける年齢が７５歳以上のものに

対する講習にあっては、５，３

５０円）

４２ 道路交通法第

１０８条の３第１

項の規定に基づ

く初心運転者講

習の通知又は同

法第１０８条の３

の２の規定に基

づく同法第１０８

条の２第１項第

１３号に掲げる講

習の通知

通知手

数料

９００円 ４２ 道路交通法第

１０８条の３第１

項の規定に基づ

く初心運転者講

習の通知又は同

法第１０８条の３

の２の規定に基

づく同法第１０８

条の２第１項第

１３号に掲げる講

習の通知

通知手

数料

８５０円

４３～６４ 省略 ４３～６４ 省略

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。
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審 査 細 目 区 分

技能検定員

審査手数料

の額から減

ずる額

審 査 細 目 区 分

技能検定員

審査手数料

の額から減

ずる額

１ 技能検定員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

４，０００円 １ 技能検定員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

４，１５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

３，６００円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

３，７５０円

� 省略 � 省略

� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

４，２５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

４，４５０円

２ 自動車の運

転技能に関す

る観察及び採

点の技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

６，７００円 ２ 自動車の運

転技能に関す

る観察及び採

点の技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

７，０００円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

６，１００円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

６，４００円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，２００円

� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

７，４００円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

７，８００円

３ 道路交通法

第１０８条の２８

第４項に規定

する教則の内

容となってい

る事項

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，４５０円 ３ 道路交通法

第１０８条の２８

第４項に規定

する教則の内

容となってい

る事項

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１００円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，８５０円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

１，９５０円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１００円

４ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，４５０円 ４ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１００円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，８５０円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

１，９５０円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１００円

５ 技能検定の

実施に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，０００円 ５ 技能検定の

実施に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，２５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

２，０００円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，５００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，２５０円

６ 自動車の運

転技能の評価

方法に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

１，７５０円 ６ 自動車の運

転技能の評価

方法に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

１，８５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

２，１００円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，５５０円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，４５０円
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� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

３，７００円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

３，１５０円

７ 道路運送法

（昭和２６年法

律第１８３号 ）

第２条第３項

に規定する旅

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

大型自動車第二種免許等に

係る技能検定員審査

２，５５０円 ７ 道路運送法

（昭和２６年法

律第１８３号 ）

第２条第３項

に規定する旅

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

大型自動車第二種免許等に

係る技能検定員審査

２，７００円

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は２，８００円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査

については８５０円を、特定第一種運転免許に係る技能

検定員審査については１，０５０円を、大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審査については３，１００円を減

ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び

４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、３の

項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は５５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査に

ついては３５０円を、特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査については３５０円を減ずるものとする。

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は２，９５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査

については９００円を、特定第一種運転免許に係る技能

検定員審査については１，０５０円を、大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審査については３，０５０円を減

ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び

４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、３の

項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は３５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査に

ついては２００円を、特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査については３５０円を減ずるものとする。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

審 査 細 目 区 分

教習指導員

審査手数料

の額から減

ずる額

審 査 細 目 区 分

教習指導員

審査手数料

の額から減

ずる額
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１ 教習指導員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

４，０００円 １ 教習指導員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

４，１５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

３，６００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

３，７５０円

� 省略 � 省略

� 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

４，２５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

４，４５０円

２ 技能教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３５０円 ２ 技能教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２５０円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，４００円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，５００円

� 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

２，０５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

１，９００円

３ 学科教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，２５０円 ３ 学科教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３００円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，１００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，１５０円

４ 道路交通法

第１０８条の２８

第４項に規定

する教則の内

容となってい

る事項その他

自動車の運転

に関する知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，５５０円 ４ 道路交通法

第１０８条の２８

第４項に規定

する教則の内

容となってい

る事項その他

自動車の運転

に関する知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３５０円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，２５０円

５ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，５５０円 ５ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３５０円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，２５０円

６ 教習指導員

として必要な

教育について

の知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４００円 ６ 教習指導員

として必要な

教育について

の知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，１５０円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，２００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，１５０円

７ 道路運送法

第２条第３項

に規定する旅

大型自動車第二種免許等に

係る教習指導員審査

２，５５０円 ７ 道路運送法

第２条第３項

に規定する旅

大型自動車第二種免許等に

係る教習指導員審査

２，７００円
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附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項第４号の改正規定及び別表４０の項金額の欄�の次に次のように加え
る改正規定は、同年６月１日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第３２号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は２，８５０円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査

については９００円を、特定第一種運転免許に係る教習

指導員審査については１，１００円を、大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審査については３，１５０円を減

ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び

５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、４の

項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は２５０円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査に

ついては１００円を、特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査については１００円を減ずるものとする。

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は３，０００円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査

については９５０円を、特定第一種運転免許に係る教習

指導員審査については１，０５０円を、大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審査については３，０５０円を減

ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び

５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、４の

項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は１００円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査に

ついては１００円を、特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査については５０円 を減ずるものとする。
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に掲げるとおりとする。

� 電気事業

に掲げるとおりとする。

� 電気事業

名 称 位 置 最大出力 名 称 位 置 最大出力

省略 省略

愛媛県道前道後第三発電所 省略 愛媛県道前道後第三発電所 省略

愛媛県畑寺発電所 松山市 ５１０キロワット

�～� 省略 �～� 省略

附 則

この条例は、平成２８年３月３１日までの間において管理規程で定める日から施行する。

��������������
�愛媛県条例第３３号
愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例

愛媛県議会委員会条例（昭和２９年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（出席要求）

第１８条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育

長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会

の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委

員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対

し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなけ

ればならない。

（出席要求）

第１８条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の委員

長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会

の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委

員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対

し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなけ

ればならない。

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の場合においては、改正後

の愛媛県議会委員会条例第１８条の規定は適用せず、改正前の愛媛県議会委員会条例第１８条の規定は、なおその効力を有する。

平成２７年３月２７日 発行
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